
令和５年度第５回岩倉市高齢者保健福祉計画等推進委員会 

 

日 時 令和５年１２月２２日（金） 

午後２時～ 

場 所 市役所７階 第２・第３委員会室 

 

１ あいさつ 

 

 

 

２ 議 題 

【承認事項】 

（１） 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施方針について 

（当日配布資料１） 

 

 

【報告事項】 

（２）第９期計画案（第４回当日配布資料）への意見について（資料２） 

 

 

【報告事項】 

（３）第９期計画案のパブリックコメントの実施について（資料３） 

 

 

【承認事項】 

（４）第９期計画案について（資料４） 

 

 

【承認事項】 

（５）第９期介護保険料について（資料５） 

 

 

（６）その他 

 

 

 

３ その他 

  

次回開催予定 



岩倉市の地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施方針（案） 

 

１ 岩倉市の地域包括ケアシステムの充実方針 

 高齢者が住み慣れた地域で有する能力を最大限に発揮し、自立した生活を送

ることができるまちをつくるには、保健、医療、福祉、介護、住まいが、多職種

の連携と住民同士の支え合いにより包括的に確保される地域包括ケアシステム

を充実させる必要がある。 

 この考え方に基づき、『岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画』の

中で地域包括支援センターを中心として位置付け、高齢者施策を実施していく。 

 

２ 担当日常生活圏域ごとにニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 

地域包括支援センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核

的な機関であるため、担当する圏域及び市域の特性や実情を踏まえた適切かつ

柔軟な事業運営を行うものとする。 

 また、地域包括支援センターの設置及び運営に関して地域包括支援センター

運営協議会等の意見を踏まえ、適切・公正・中立な運営に努め、地域住民や関係

団体、サービス利用者や事業所等の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映さ

せ、地域が抱える課題を把握し、解決に向けて積極的に取り組むこととする。 

 

３ 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワー

ク構築の方針 

 地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職

種が、職員相互に情報を共有し、理念・方針を理解した上で、連携・協働の事務

体制を構築し、業務全体を「チーム」として支えるものとする。 

 岩倉市在宅医療・介護サポートセンターをはじめ、地域の保健・福祉・医療・

介護の専門職やボランティア、民生委員等の関係者と連携を図りながら活動す

ることとする。 

 

４ 介護予防に係るケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施方針 

 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、

本人ができることはできる限り本人が行うことを基本としつつ、適切なアセス

メントのもと、本人の主体的な活動と生活の質の向上を目指すための支援に努

める。 

事業対象者に対しては、事業利用状況、目標達成度、適切性、新たな介護予防

ニーズの有無について、適切にモニタリングを行う。事業終了後も必要な支援を

判断し、必要に応じたフォローアップに努める。 

 

当日配布資料１ 



５ 介護支援専門員に対する支援・指導の実施方針 

ア．日常的個別指導・相談 

 介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、専門的な見地からの個別指導や

相談への対応を行うこととする。 

イ．事例検討会・研修会の実施 

 介護支援専門員の資質の向上を図る観点から、関係機関とも連携のうえ、情報

提供や事例検討会、研修会等を実施することとする。 

ウ．支援困難事例等への指導・助言 

 地域の介護支援専門員が抱える困難事例について、具体的な支援方針を検討

し、指導助言等を行うこととする。 

エ．地域における介護支援専門員のネットワークの活用 

 地域の介護支援専門員等が、日常的に円滑な業務が実施されるよう、介護支援

専門員のネットワークを活用することとする。 

 

６ 地域ケア会議の運営方針 

岩倉市又は地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの充実のために、

次のことを目的とした地域ケア個別会議、地域課題会議及び地域ケア推進会議

を開催する。地域ケア会議実施フローチャートは別表の通り。 

（１）地域ケア個別会議 

主に地域包括支援センターが主催し、高齢者の実態把握や課題解決のために

関係機関で調整し情報共有を行う。 

介護支援専門員による自立支援に資するケアマネジメントの支援を行う。 

個別の支援・困難ケースの検討を行う。 

主に地域包括支援センターが必要に応じて主催し、課題の中で「地域で解決し

得る課題」については、民生委員をはじめとする地域住民等や生活支援コーディ

ネーター等の関係者と協議する。 

（２）地域課題会議 

市または地域包括支援センターが主催し、地域ケア個別会議を通じた課題分

析等を行うことによる地域課題の把握を行い、政策形成への提言につなげる。 

（３）地域ケア推進会議 

市が主催し、政策的な課題については、高齢者保健福祉計画等推進委員会で検

討し、課題解決・政策形成を目指した取組を行う。 

また、地域ケア個別会議等にあっては、介護保険法第 115条の 48第 5項、第

205条第 2項の規定を念頭に個人情報の取扱いについて、会議において守秘義務

があること会議終了後に資料を回収するなど十分配慮すること。 

 

 



７ 岩倉市との連携方針 

 地域住民の総合相談を受け止め、適切に地域住民の保健福祉の推進が図れる

よう、市関係部局と連携するものとする。 

 また、困難事例、高齢者虐待、認知症支援、成年後見制度などについての対応

も必要に応じて行政・地域包括支援センター・尾張北部権利擁護支援センターが

連携し、適切な対応を行うものとする。 

 

８ 公正・中立性確保のための方針 

 地域包括支援センターは、岩倉市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機

関」として、公正で中立性の高い事業運営を行うものとする。 

介護サービス事業所、居宅介護支援事業所を紹介するにあっては、それぞれの

事業所について丁寧に説明をし、紹介した経緯を記録するものとする。また、介

護予防ケアマネジメント等委託する事業所にあっては、地域包括支援センター

運営協議会に諮り、適切と判断された事業所とする。 

 地域包括支援センターの運営費用は、市民の負担する介護保険料や、国・県・

市の公費によって賄われていることを十分理解し、適切な事業運営を行うもの

とする。 

なお、地域包括支援センターは業務上、高齢者等の個人情報を知り得る立場に

あり、その保護については個人情報保護法及び岩倉市個人情報の保護に関する

法律施行条例に基づき、情報の漏洩防止、第三者への情報提供及び目的外利用の

禁止等、情報管理を徹底するとともに、内部規定を備える等の措置を講じるもの

とする。 

 

９ その他 

その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると

判断されたものについては、方針とし掲げるものとする。 

事業を実施するにあたり、感染症、災害等の緊急的な事案については、地域の

情報収集に努めるとともに事業実施内容の変更等について市と連携し協議のう

え、対応するものとする。 
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計画への反映（政策形成） 

（介護保険計画等） 

岩倉市高齢者保健福祉計画等推進委員会 

（地域ケア推進会議） 

地域ケア個別会議 

 

地域ケア会議 

 

 

地域ケア個別会議から地域課題等を洗い出

し、政策形成への提言につなげる。 

地域課題会議 

別表 



 

第９期計画案（第４回当日配布資料）への意見について 

該当頁 該当項目等 内容 第 9期計画への記載方法等 

第４回 

P30 

第５回 

Ｐ51 

（３）高齢者等救命バトン事業 
希望者を対象に高齢者等救命バトンに入れて外

出時にも持っていけるような容器があると良い。 

福祉課にて配布しているヘルプマークの活用等を含め検討

していきます。 

第４回 

P111 

第５回 

P135 

（３）認知症高齢者の居場所づくり 

第４回推進委員会の際に委員長より指摘のあった

認知症カフェの雰囲気の記載を改めていただきた

い。 

委員のご意見を参考に資料４P135 のとおり記載を修正しま

した。 

第４回 

P117 

第５回 

P141 

（２）高齢者虐待防止の推進 

相談・通報体制の周知や休日・夜間を含めた緊急

対応の方法等をマニュアル化して、市民に広く伝える

ようにしてはどうか。 

高齢者虐待の防止については、市の広報に記事を掲載し、

相談・通報先として、長寿介護課や地域包括支援センターを周

知しているところです。 

休日・夜間については、市役所の宿直で受け付けることとし

ていますが、周知方法等について検討していきます。 

第４回 

P119 

第５回 

P143 

７福祉・介護人材の確保・定着の支援 
シニア人材の求職者と施設等の求人者をマッチン

グする機会を市が主体となって作ってもらいたい。 

ハローワークやシルバー人材センター等の取組を研究し、検

討していきます。 

第４回 

P119 

第５回 

P143 

７福祉・介護人材の確保・定着の支援 

介護の仕事の「仕事の厳しさ」や「勤務条件や給

与などの待遇が良くない」ことが前提での文章と感じ

ます。 

負のイメージの記載を削除していただき、やりがい

の一面を強調する記載方法としていただけたらと思

います。 

委員のご意見を参考に資料４P143 のとおり記載を修正しま

した。 

資料２ 



 

該当頁 該当項目等 内容 第 9期計画への記載方法等 

第４回 

P120 

第５回 

P144 

（２）事業者との連携強化 

介護の現場を担う人材不足は岩倉市の状況はど

うか。 

外国人受入の事業所もあると思うが、そこで働く外

国人は何人か。 

外国人の方を受け入れるとすると事業者だけの対

応で大丈夫か。 

介護事業所の事務負担の軽減のため、人員の変更を届け

出る機会は減っており、現状の把握はしにくくなっております

が、今年度、運営指導の対象であった、認知症対応型通所介

護事業所では、９名の職員のうち３名、定期巡回随時対応型訪

問介護看護事業所では、１０名の職員のうち１名が外国人でし

た。 

 利用者宅を訪問介護員一人で訪問する訪問系サービスでは

外国人の対応が難しいとのことでした。 

 複数人で利用者の対応を行える通所系サービスや施設サー

ビスでは、他の事業所でも一定の外国人が働いているものと

推察されます。 

 愛知県が主催する外国人介護人材受入セミナー等の情報提

供に努めているところです。 

第４回 

Ｐ120 

第５回 

P144 

（２）事業者との連携強化 

第９期の取組の中で、介護職員の負担を軽減する

ことが大切であるが、介護事業所へのアンケートか

ら具体的な課題は何か。 

居宅介護支援事業所へのアンケートでは、訪問介護の確保

が困難であることや、主治医との連携、書類の簡素化、相談窓

口の充実等の課題が挙げられました。 

介護サービス提供事業所へのアンケートでは、人材の育

成、確保が最も多く挙げられた課題でした。 

 



「第 9 期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（案）」 

パブリックコメント手続概要 

 

１ ご意見募集の趣旨 

   令和 6 年度～令和 8 年度を計画期間とする「第 9 期岩倉市高齢者保健福祉計画及

び介護保険事業計画（案）」を取りまとめましたので、この計画案について市民の皆

様のご意見をお聞かせください。 

 

２ 受付期間 

 令和 5年 12月 28日（木）～令和 6年 1月 29日（月） 

 

３ 応募対象者  

・市内に在住、在勤または在学の人 

・市内で事業や活動を行う個人または団体 

  

４ 閲覧場所  

・情報サロン（市役所１階）、長寿介護課（市役所１階） 

・多世代交流センターさくらの家 

・市ホームページ（https://www.city.iwakura.aichi.jp） 

 

５ ご意見の提出方法  

ご意見を記載した用紙に、住所、氏名（団体名）、ご連絡先を記入し、件名「第 9

期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（案）」を明記のうえ、以下のい

ずれかの方法により、長寿介護課あてに提出してください。 

※様式は問いませんが、各閲覧場所に備え付けの様式をご利用ください。 

（1）長寿介護課（市役所 1階）に持参 

※令和 6年 1月 29日（月）午後 5時まで 

（2）岩倉市役所長寿介護課あてに郵送〔〒482－8686（住所不要）〕 

※締切当日の消印有効 

（3）ファクス（0587-66-6100） 

（4）市ホームページ内の投稿フォームから提出 

 

６ ご意見の取り扱い 

  ・ご提出されたご意見は、本市の考え方とともに整理したうえで、閲覧場所及び市

ホームページで公表します。 

・ご意見に対する個別の回答は行いません。また、意見を求める内容と直接関係のな

い意見、賛否の結論だけを示したと判断されるようなものについては、意見として

取り扱いませんのでご了承ください。 

 

＜担当課及び問合先＞ 

 長寿介護課：TEL：0587-38-5811 FAX：0587-66-6100 

資料３ 
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Ⅰ 計画の策定について 

１ 計画策定の背景                         

(1) 高齢化の進展                             

2023（令和５）年９月15日現在、総務省統計局の推計では、65歳以上の

高齢者人口は3,623万人と、前年（3,624万人）に比べ１万人減少し、1950

（昭和25）年以降はじめての減少となりましたが、高齢化率（高齢者人口の

総人口に占める割合）は29.1％と、前年（29.0％）に比べ0.1ポイント上昇

し、過去最高となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、65歳以上の高齢者人口は

2043（令和25）年の3,953万人でピークを迎えますが、その後も、75歳以

上の人口は増加し続けることが予想されています。 

このような状況の中、団塊世代が75歳以上となる2025(令和７)年以降は

医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。また、団塊

ジュニア世代が65歳以上になる2040（令和22）年における地域の状況と介

護需要の変化を視野に入れ、サービスの基盤や、それを支える人的基盤の整

備を進めていく必要があります。 

こうした状況は、本市においても例外ではなく、2023（令和５）年７月１

日現在、高齢化率は25.3％で市民の４人に１人以上が高齢者となっています。

また、75歳以上の人口割合は14.1％であり、今後さらに、高齢者人口及び

75歳以上の人口は増加するものと予測されます。 

 

(2) 計画策定の趣旨～いわくら版地域包括ケアの構築をめざして～       

こうした背景のもと、本市では、高齢者の保健福祉に関する施策を総合的

に推進するため、３年を１期とする「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業

計画」を策定しており、2023（令和５）年度現在、「第８期岩倉市高齢者保

健福祉計画及び介護保険事業計画」（以下、「第８期計画」といいます。）に基

づき各種施策を進めています。 
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しかし、高齢化の進展に伴い、地域社会では高齢者をめぐる様々な問題が

浮かび上がっています。高齢者のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加、介

護する家族の負担増やそれに伴う離職の増加、介護者の孤立などの問題への

対応が課題となっています。 

また、平均寿命が延びている一方、介護が必要となる期間が増加しており、

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる健康寿命の延伸も

求められています。 

このような課題を解決し、市民が医療や介護が必要な状態になっても住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケア

システム」の充実が求められており、本計画は、いわくら版地域包括ケアの

構築をめざすものとして位置づけられています。 

 

(3) 地域共生社会の実現をめざして                     

2016（平成28）年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」

では、「介護離職ゼロ」に向けた取組の方向として、「介護の環境整備」や

「健康寿命の延伸と介護負担の軽減」等と共に、子ども、高齢者、障がいの

ある人など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこと

ができる「地域共生社会の実現」が掲げられました。 

高齢者等のケアを出発点として深化・進化してきた地域包括ケアシステム

という仕組みを、障がいのある人、子どもなどへの支援や、複合的な福祉課

題にも広げていくことで、「地域共生社会」が、より現実的なものとなります。 

地域共生社会では、支援の「支え手」と「受け手」を分離して固定化する

ことなく、医療・介護・福祉の専門職を含む地域住民が相互で支え合う地域

コミュニティを構築しなければなりません。 

本計画は、地域包括ケアシステムの構築をめざすために「いわくら版地域

包括ケア」を提唱し、さらに住民主体の「地域共生社会」の実現に向けた地

域づくり・包括的な支援体制の整備を念頭においています。 
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２ 計画の性格及び期間                      

(1) 計画の法的な位置づけ                         

本計画は、老人福祉法第20条の８に定められている市町村老人福祉計画及

び介護保険法第117条に定められている市町村介護保険事業計画を一体化し

た計画です。 

 

(2) 他計画との整合性                           

本計画は、「第５次岩倉市総合計画」「岩倉市地域福祉計画」「岩倉市障がい

者計画」「岩倉市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画」等関連計画との整合

性を図り策定しました。 

■福祉関連計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あいち福祉保健医療ビジョン2026（愛知県地域福祉支援計画） 
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(3) 計画の期間                              

本計画の対象期間は、2024（令和６）～2026（令和８）年度の３年間で

あり、団塊世代が75歳以上に到達する2025（令和７）年度を含みます。 

なお、被保険者数、要支援・要介護認定者数、介護給付等対象サービスの

種類ごとの量、給付費、保険料等の推計にあたっては、団塊ジュニア世代が

65歳以上に到達する2040（令和22）年度、さらに、その後に迎える75歳人

口、介護ニーズの高い85歳以上人口のピークを見据えた中長期的な視点で行

います。 

■計画期間と長期的なビジョン 

 

 

 

 

  

 
～ 

第６期計画 

2015～17 

第10期計画 

2027～29 

第８期計画 

2021～13 

 
 

第９期計画 

2024～26 
第７期計画 

2018～20 

第14期計画 

2039～41 

中長期的な視点での 

サービス基盤の整備 

 
2015 

 
▲ 

団塊世代 
が65歳に 

 
2025 

 
▲ 

団塊世代 
が75歳に 

 
2040 

 
▲ 

団塊ジュニア世代 
が65歳に 
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３ 計画策定の方法                        

(1) 策定体制                               

高齢者保健福祉施策及び介護保険事業の円滑な運営を図るためには、幅広

い関係者の協力を得て、本市の実情に応じた計画を策定する必要があります。

このため、学識経験者、保健・医療・福祉関係者などの意見・提案を計画に

反映させるよう高齢者保健福祉計画等推進委員会を設置しました。 

 

(2) ニーズ等の把握                            

本計画の策定にあたって、対象者の健康状態や生活習慣、介護保険サービ

ス、保健福祉サービスの利用状況やニーズ等を把握するために、2022（令和

４）年度に高齢者等の生活と介護についてのアンケート調査（「介護予防・日

常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」の内容を含みます。）を実

施しました。 

■調査の設計 

対象者の種類 調査対象者 抽出方法 調査基準日 調査期間 調査方法 

一般高齢者 
65歳以上で要支援・要介護認定を受

けていない人 
無作為 

2022 

（令和４）

年 

11月１日 

2022 

（令和４）

年 

11月22日～ 

12月９日 

郵送による

配布・回収 

在宅認定者 

施設・居住系サービス利用者を除く

要支援の認定を受けている人 
全 数 

施設・居住系サービス利用者を除く

要介護１～５の認定を受けている人 
全 数 

介護支援専門員 
介護支援専門員業務従事者（利用実

績が月２件以上の県内事業者） 
全 数 

介護サービス提
供事業所 

介護サービス提供事業所の事業者

（利用実績が月２件以上の名古屋市

内を除く県内事業者） 

全 数 

■回収結果 

調査票の種類 配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 

一般高齢者 1,000 654 65.4％ 650 65.0％ 

在宅認定者 1,603 861 53.7％ 842 52.5％ 

 

要支援１・２ 714 436 61.1％ 432 60.5％ 

要介護１～５ 889 425 47.8％ 410 46.1％ 

介護支援専門員 (41 事業所※) 63  63  

介護サービス提供事業所 177 99 55.9％ 99 55.9％ 

※当該事業所の協力により、所属する介護支援専門員へ配布 
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（参考） 第９期介護保険事業計画の基本指針（案）のポイント                           

国は、第９期介護保険事業計画の策定に向け、現在、基本指針の見直しを行

っています。令和５年７月10日に開催された社会保障審議会介護保険部会では

以下のポイントについてあげられています。 

１．介護サービス基盤の計画的な整備 

① 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施

設・サービス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、

地域の実情に応じて介護サービス基盤を計画的に確保していく必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を

効率的かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の

関係者と共有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 

② 在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域

密着型サービスの更なる普及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在

宅サービスの整備を推進することが重要 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保

健施設による在宅療養支援の充実 

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

① 地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤とな

り得るものであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」とい

う関係を超えて、地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援

の取組を促進する観点から、総合事業の充実を推進 
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・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとと

もに、重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な

相談支援等を担うことも期待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を

深めることが重要 

② デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に

進めるための医療・介護情報基盤を整備 

③ 保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改

善による離職防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。

介護の経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 

資料：社会保障審議会介護保険部会「基本指針の構成について」（令和５年７月10日） 
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５ 圏域の設定                           

(1) 日常生活圏域                             

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるようにするため、

第３期から市内を日常生活圏域に分け、その圏域ごとに地域密着型サービス

の整備を進めています。 

日常生活圏域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護

給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し、

保険者ごとに定めることとされています。 

本市においては、ひとり暮

らし高齢者数の構成割合や介

護サービス基盤のバランスな

どを考慮して、中学校区を日

常生活圏域と設定してきまし

た。第９期計画においても、

第３～８期計画を踏襲し、岩

倉中学校圏域と南部中学校圏

域の２圏域とします。 

 

 

 

(2) 老人福祉圏域                             

広域的な対応を必要とする事項については、都道府県の定める老人福祉圏

域で調整することとされています。愛知県の老人福祉圏域は、12圏域に分か

れており、本市は、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、大口町、扶桑町及

び本市で構成する尾張北部圏域に属しています。 

なお、この老人福祉圏域は、愛知県地域保健医療計画に定める二次医療圏

と同様です。  

 

 

 

 

■本市の日常生活圏域 
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Ⅱ 岩倉市の高齢者の現状 

１ 人口の現状                           

(1) 人口の推移                              

2023（令和５）年10月１日現在、岩倉市の総人口は47,796人です。 

国勢調査の結果で、1990（平成２）年から2020（令和２）年までの推移

をみると、2005（平成17）年までは右肩上がりに増加していましたが、そ

れ以降は４万７千人台で横ばいに推移しています。 

年齢区分別にみると、年少人口（０～14歳）及び生産年齢人口（15～64

歳）が減少傾向であるのに対し、高齢者人口（65歳以上）は増加しており、

1990（平成２）年から2020（令和２）年の30年間に8,634人増加し、約

3.6倍になっています。同期間の総人口の増加が約1.1倍なので、いかに高齢

者人口が増加しているかがわかります。 

図表Ⅱ-１ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 ：1990～2020年の総人口には年齢不詳が含まれます。 

資料：1990～2020年は国勢調査、2023年は10月１日現在の住民基本台帳人口 
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(2) 人口ピラミッド                           

図表Ⅱ-２は、1990（平成２）年～2020（令和２）年の岩倉市の男女別５

歳年齢階級別人口（人口ピラミッド）の推移を10年ごとにみたものです。 

団塊世代及びその子ども世代を含む年齢層の膨らみが上部に移動するとと

もに少子高齢化の進展により、底部に対し頭部が大きな不安定な形状に変わ

ってきています。 

図表Ⅱ-２ 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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(3) 高齢者人口の推移                           

岩倉市の高齢者人口（65歳以上人口）は2023（令和５）年10月１日現在、

12,085人で、65～74歳の前期高齢者は5,300人、75歳以上の後期高齢者は

6,785人です。1990（平成２）年から2020（令和２）年の推移をみると、

65～74歳が3,710人の増加で約2.7倍、75歳以上が4,924人の増加で約５倍

と、特に介護リスクの高い75歳以上が著しく増加しています（図表Ⅱ-３）。 

65～74歳人口と75歳以上人口の構成比率の推移をみると、長寿化の進展

により、75歳以上の比率が上昇し、65～74歳の比率が低下する傾向にあり、

2020（令和２）年には75歳以上の比率が65～74歳の比率を上回っています

（図表Ⅱ-４）。 

図表Ⅱ-３ 高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：1990～2020年は国勢調査、2023年は10月１日現在の住民基本台帳人口 

 

図表Ⅱ-４ 65～74歳と75歳以上人口の構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：1990～2020年は国勢調査、2023年は10月１日現在の住民基本台帳人口 
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(4) 高齢化率の推移                            

岩倉市の高齢化率は、2023（令和５）年10月１日現在、25.3％です。国

勢調査の結果で全国及び愛知県と比較すると、2020（令和２）年の時点で、

全国を３ポイント下回っている一方、県を0.3ポイント上回っています。

1990（平成２）年からの推移をみると、本市は、2005（平成17）年までは

県を１ポイント以上下回っていましたが、その後、急速に上昇し、2010（平

成22）年でほぼ並び、2015（平成27）年では逆転しました（図表Ⅱ-５）。 

また、岩倉市の総人口に占める75歳以上人口の割合（後期高齢化率）は、

2023（令和５）年10月１日現在、14.2％です。2020（令和２）年の時点で

は、全国を1.6ポイント下回っている一方、県を0.2ポイント上回っています。

1990（平成２）年からの推移をみると、2010（平成22）年以降急速に上昇

し、2020（令和２）年では逆転しました（図表Ⅱ-６）。 

図表Ⅱ-５ 高齢化率の推移 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料：1990～2020年は国勢調査、2023年は10月１日現在の住民基本台帳人口 

 

図表Ⅱ-６ 後期高齢化率の推移 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

資料：1990～2020年は国勢調査、2023年は10月１日現在の住民基本台帳人口 
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２ 世帯の現状                          

(1) 高齢者のいる世帯の状況                        

岩倉市の高齢者のいる世帯は、2020（令和２）年の国勢調査によると

7,918世帯となっており、2005（平成17）年から15年間で2,673世帯増加

し約1.5倍になっています。世帯類型別にみると、高齢夫婦世帯（夫65歳以

上、妻60歳以上の夫婦１組のみの一般世帯）は860世帯増加し約1.5倍、高

齢単身世帯は1,333世帯増加し約2.3倍になっています（図表Ⅱ-７）。 

比率でみると、高齢単身世帯が上昇する一方、高齢者以外の家族との同居

世帯は低下しています（図表Ⅱ-８）。 

図表Ⅱ-７ 高齢者のいる世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

図表Ⅱ-８ 高齢者のいる世帯の類型割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

2,655

2,948

3,087

3,135

1,586

2,076

2,412

2,446

1,004

1,382

2,081

2,337

5,245

6,406

7,580

7,918

0 2,000 4,000 6,000 8,000

2005（平17）年

2010（平22）年

2015（平27）年

2020（令２）年

（世帯）

同居

世帯

単身

世帯

夫婦

世帯

50.6%

46.0%

40.7%

39.6%

30.2%

32.4%

31.8%

30.9%

19.1%

21.6%

27.5%

29.5%

0% 50% 100%

2005（平17）年

2010（平22）年

2015（平27）年

2020（令２）年
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(2) 高齢単身世帯                             

高齢単身世帯は女性が63.1％を占めています（図表Ⅱ-９）。 

年齢別にみると、70～74歳が23.6％と最も高い一方、75歳以上の合計は

56.9％にのぼります（図表Ⅱ-10）。 

図表Ⅱ-９ 高齢者単身世帯の性別   図表Ⅱ-10 高齢単身世帯の性・年齢別    単位：人 

 

 

資料：国勢調査（2020（令和２）年） 

 

(3) 高齢夫婦世帯                             

高齢夫婦世帯を夫婦の年齢別にみると、夫婦ともに75歳未満の世帯が

45.1％を占めていますが、夫婦ともに75歳以上の世帯が34.6％（846世帯)

あります。 

図表Ⅱ-11 高齢夫婦世帯                           単位：人 

区 分 
妻 

60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 計 

  

  

夫 

  

  

  

65～69歳 188 251 34 4 2 - 479 

70～74歳 47 293 291 23 4 - 658 

75～79歳 9 48 350 217 20 3 647 

80～84歳 1 3 49 253 114 10 430 

85歳以上 - 1 2 30 120 79 232 

計 245 596 726 527 260 92 2,446 

 

区 分 
妻 

60～74歳 75歳以上 計 

  
夫 
  

65～74歳 
1,104 

(45.1%) 

33 

(1.3%) 

1,137 

(46.5%) 

75歳以上 
463 

(18.9%) 

846 

(34.6%) 

1,309 

(53.5%) 

計 
1,567 

(64.1%) 

879 

(35.9%) 

2,446 

(100.0%) 

資料：国勢調査（2020（令和２）年） 

区 分 
65～ 

69歳 

70～ 

74歳 

75～ 

79歳 

80～ 

84歳 

85歳 

以上 
計 

計 
457 551 500 441 388 2,337 

19.6% 23.6% 21.4% 18.9% 16.6% 100.0% 

 
男性 270 248 141 105 98 862 

女性 187 303 359 336 290 1,475 

男 性

36.9%

女 性

63.1%

2,337人
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(4) 高齢者のいる世帯の平均世帯人員                    

岩倉市の高齢者のいる世帯の平均世帯人員は、2020（令和２）年では

2.17人となっており、全国及び愛知県を下回っています。2005（平成17）

年以降の推移をみると、世帯規模は縮小しており、高齢単身世帯の増加から

わかるように、今後もこの傾向は続くことが予測され、家庭における介護力

の低下は否めません。 

図表Ⅱ-12 高齢者のいる世帯の平均世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

(5) 住宅の状況（持ち家率）                        

岩倉市の高齢者のいる世帯の持ち家率は71.7％となっており、一般世帯の

持ち家率を20ポイント以上上回っています。一方、全国及び愛知県との比較

では、全国を10.4ポイント、県を9.1ポイント下回っています。 

図表Ⅱ-13 持ち家率 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（2020（令和２）年） 
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３ 就業の状況                          

岩倉市の65歳以上の就業者は2,846人、就業率は23.7％です。全国及び県と

比較して、やや低くなっています。性・年齢別にみると、男性の65～69歳では

55.8％と過半数が働いています。 

図表Ⅱ-14 就業率 

①全体 

 

 

 

②男性 

 

 

 

③女性 

 

 

 

資料：国勢調査（2020（令和２）年） 

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 計

全 国 47.2% 32.0% 18.0% 10.0% 4.2% 24.7%

愛知県 48.2% 32.3% 18.3% 10.4% 4.6% 25.4%

岩倉市 46.8% 29.1% 15.6% 9.8% 4.1% 23.7%

就業者(人) 1,263 915 422 181 65 2,846
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愛知県 39.9% 25.8% 14.1% 7.6% 3.1% 19.3%

岩倉市 38.2% 22.3% 11.1% 7.1% 2.4% 17.7%
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４ 認知症の現状                         

(1) 認知症高齢者の日常生活自立度                     

要支援･要介護認定では、認定調査や主治医意見書の中で「認知症高齢者の

日常生活自立度」の指標が使われています。その判定基準にしたがって、要

支援・要介護認定者のうち高齢者等の生活と介護についてのアンケートの回

答者の自立度をみると、「日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通

の困難さ」がみられるようになる＜Ⅱ以上＞が37.1％となります。 

年齢別にみると、＜Ⅱ以上＞は年齢が上がるにしたがい高くなる傾向にあ

り、90歳以上では45％を超えます。 

要介護度別にみると、要介護では＜Ⅱ以上＞が60％を超えています。 

図表Ⅱ-15 認知症高齢者の日常生活自立度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者等の生活と介護についてのアンケート（令和４年度） 
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【参考】認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 

レベル 判断基準 

Ⅰ 
「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状

態」基本的には在宅で自立した生活が可能なレベルです。  

Ⅱa 
「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見ら

れても、誰かが注意していれば自立できる状態」  

Ⅱb 
「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られる

ようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態」  

Ⅲa 
「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に

見られ、介護を必要とする状態」  

Ⅲb 
「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にも見られる

ようになり、介護を必要とする状態」  

Ⅳ 
「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常

に介護を必要とする状態」  

Ｍ 
「著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とす

る状態」  

 

(2) 要支援･要介護認定を受けていない高齢者の認知症の状況         

要支援･要介護認定を受けていない高齢者の認知症の状況について、高齢者

等の生活と介護についてのアンケートの結果から認知機能の障害程度の指標

として有用とされる評価方法であるＣＰＳでみると、「障害なし」が71.2％

を占めていますが、「境界的」（１レベル）が21.4％、「軽度」（２レベル）が

6.3％、「中等度以上」（３レベル以上）が1.1％あります。年齢別では、85歳

以上になると、「障害なし」が60％未満となります。 

図表Ⅱ-16 要支援･要介護認定を受けていない高齢者の認知機能障害程度（ＣＰＳ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者等の生活と介護についてのアンケート（令和４年度）  
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5.3
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0.6

0.8
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全 体 n=639
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75～79歳 n=187

80～84歳 n=104

85歳以上 n= 40

※
※

障害なし 境界的 軽度 中等度以上
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【参考】認知機能障害程度（ＣＰＳ）の評価方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
０レベル 
障害なし 

１レベル 
境界的 

２レベル 
軽度 

３レベル 
中等度 

４レベル 
やや重度 

５レベル 
重度 

６レベル 
最重度 

「障害なし」 「境界的」 「軽度」 「中等度以上」 

 

  

１項目該当 

・困難なくできる         

・いくらか困難であるが、できる 

・判断するときに、他人からの合図や見守りが必要 

・ほとんど判 

断できない 

該当なし 

問 その日の活動（食事をする、衣服を選ぶなど）を自分で判断できますか 

１項目該当 ２項目該当 該当なし 

２項目該当以上 

【以下の該当項目数をカウント】 
 

問 ５分前のことが思い出せますか  

・いいえ 

問 その日の活動を自分で判断できますか 

・いくらか困難であるが、できる 

・判断するときに、他人からの合図や見守りが必要 

問 人に自分の考えをうまく伝えられますか 

・いくらか困難であるが、伝えられる 

・あまり伝えられない 

・ほとんど伝えられない 

【以下の該当項目数をカウント】 
 

問 その日の活動を自分で判断できますか 

・判断するときに、他人からの合図や見守りが必要 

問 人に自分の考えをうまく伝えられますか 

・あまり伝えられない 

・ほとんど伝えられない 

問 食事は自分で食べられますか 

・できる 
・一部介助が 
 あればできる 

できない 
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５ 要支援・要介護認定者の現状                  

(1) 認定者数の推移                            

2023（令和５）年10月１日現在、要支援・要介護認定者数は2,102人で

す。2013（平成25）年以降増加を続けており、2023（令和５）年までで

631人増加しています（図表Ⅱ-17）。 

2023（令和５）年10月１日現在の要介護度別の認定者数と認定率をみる

と、65歳以上の第１号被保険者の認定者は2,046人、第１号被保険者の

16.9％にあたります。また、75歳以上の認定者の割合は26.9％と、75歳以

上の４人に１人以上が認定者となっています（図表Ⅱ-18）。 

図表Ⅱ-17 認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年10月１日時点） 
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199
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223

221
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131
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図表Ⅱ-18 要支援・要介護認定者数 

区  分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第１号被保険者 
392  361  445  275  211  217  145  2,046  

3.2% 3.0% 3.7% 2.3% 1.7% 1.8% 1.2% 16.9% 

 

65～74歳 
41 42 26 23 25 31 22 210 

0.8% 0.8% 0.5% 0.4% 0.5% 0.6% 0.4% 4.0% 

75歳以上 
351 319 419 252 186 186 123 1,836 

5.1% 4.7% 6.1% 3.7% 2.7% 2.7% 1.8% 26.9% 

第２号被保険者 9  12  7  8  5  4  11  56  

計 401  373  452  283  216  221  156  2,102  

注：下段は各人口に対する割合 

（第１号被保険者数＝12,139人、65～74歳＝5,311人、75歳以上＝6,828人） 

資料：介護保険事業状況報告（2023（令和５）年10月１日現在） 

 

(2) 要支援・要介護認定率の推移                     

第１号被保険者数に対する65歳以上の認定者数の割合（認定率）の推移を

みると、2016（平成28）年までは13％台で推移していましたが、2017（平

成29）年以降上昇を続けています。2023（令和５）年９月末現在、16.9ポ

イントで、全国より2.4ポイント、愛知県より0.8ポイント低い率となってい

ますが、その差は年々狭くなってきています。 

図表Ⅱ-19 要支援・要介護認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年10月１日時点） 
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Ⅲ アンケート結果のまとめと課題 

１ 結果のまとめ                           

本計画の策定にあたって、高齢者等の健康状態や生活習慣、介護保険サービ

ス、保健福祉サービスの利用状況やニーズ等を把握するために実施した、４種

類（一般高齢者、在宅認定者、介護支援専門員、介護サービス提供事業所）の

アンケート調査の結果を、対象ごとにまとめました。 

(1) 一般高齢者 

① 家族構成 

■家族構成は、高齢夫婦世帯と１人暮らしが58.8％、前回調査に比べ上昇 

② 暮らしの状況 

■暮らしの状況は、《苦しい》が33.9％、前回調査に比べ低下 

③ 健康状態等について 

■健康でない人は40％弱。通院している人は80％以上を占めている 

■治療中等の病気は、高血圧が最も高く、次いで目の病気、糖尿病、高脂

血症など 

④ 認知症について 

■認知機能障害程度（ＣＰＳ）をみると、認知症リスクのある人は28.8％ 

■認知症について《知っている》人は74％ 

⑤ 日常生活について 

■日常生活で、手助けしてもらっていることがあるのは16.2％、85歳以上

では40％を超える。具体的には、高い所の作業や家の保守点検等、掃

除・洗濯・ゴミ出し等 
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⑥ 外出について 

■外出を控えている人は50％以上、85歳以上では75％を超える 

■外出を控えている理由は、新型コロナウイルス感染症の流行が54.5％と

最も高い 

■外出する際の移動手段は、徒歩が50％を超え最も高く、次いで自分で運

転する自動車、自転車、人に乗せてもらう自動車、電車など 

⑦ 生きがいや社会参加について 

■近所づきあいの程度は、前回調査に比べ浅くなってきている。１人暮ら

しでは「ほとんどつきあいはない」が10％を超えている 

■高齢者自身が考える「高齢者」は74.5歳から 

■現在の、「高齢者」について持っているイメージとしては、「心身がおと

ろえ、健康面での不安が大きい」が最も高く、前回調査に比べプラスイ

メージが全般的に低下 

■生きがいを感じることは、友人等とのつきあいや趣味の活動が高いくな

っている 

■パソコンやスマホなどインターネットの利用率は35.6％ 

■幸福感（10点満点）の平均は6.79点で、男性に比べ女性が高い、１人暮

らしは低い 

⑧ 健康づくりや介護予防について 

■健康ついては、食事や栄養への配慮、体を動かすこと、睡眠や休養など

いろいろなことに心がけている 

■参加したい介護予防事業は、筋力向上など軽運動に関する教室、認知症

予防に関する教室、食事や栄養に関する教室、転倒や骨折予防に関する

教室など 

⑨ 介護保険・在宅医療について 

■介護保険料については、「介護サービスが充実すれば、保険料が多少高く

なってもやむを得ない」が最も高い 

■自分に介護が必要になった場合の希望としては、「自宅で、家族の介護の

負担を少なく、介護サービス等を中心に暮らしたい」が最も高い 

■在宅医療のニーズは66.1％ 
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⑩ 生活の不安について 

■不安に思っていることは、自分や家族の健康のことや、地震などの自然

災害、経済的に苦しくなることが高い。前回調査に比べ、地震などの自

然災害が低下した反面、自分や家族の健康のことなどが上昇 

⑪ 重点施策について 

■これからの重点施策としては、ひとり暮らしや支援の必要な高齢者のた

めのサービスの充実、在宅介護サービスの充実、施設介護サービスの充

実が高い。前回調査結果に比べ、ひとり暮らしや支援の必要な高齢者の

ためのサービスの充実などが上昇した反面、施設介護サービスの充実な

どが低下 

(1) 在宅要支援・要介護認定者 

① 家族構成 

■家族構成は、１人暮らしが最も高い。前回調査に比べ高齢夫婦世帯が上

昇 

② 要介護者の状況 

■前回調査に比べ要支援２が上昇 

■認知症自立度＜Ⅱa以上＞が37.1％ 

③ これからの生活 

■これからの生活の希望としては、「自宅で、家族の介護を中心に、介護保

険サービス等を利用しながら暮らしたい」が最も高い 

■施設等への入所・入居を既に申込みしている人と検討している人の合計

が28.6％。申し込み中の人の入所希望時期は「とりあえず申し込んでお

く」が21.4％、「今すぐ」が16.1％ 

④ 介護保険・在宅医療について 

■介護保険サービス（居宅）の種類別利用状況は、通所サービスが高い。

要介護度別にサービスの組み合わせをみると、重度化にしたがい「訪問

系のみ」および「訪問系を含む組み合わせ」が上昇 

■サービスの満足度は、「満足している」が68.4％、前回調査に比べ低下 
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■在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、移送サービスが最も

高い 

■介護保険サービスの水準と保険料の関係については、「介護サービスが充

実すれば、保険料が多少高くなってもやむを得ない」が最も高い 

■在宅医療のニーズは63.5％。前回調査に比べ「希望するし、実現可能だと思

う」が上昇 

⑤ 介護者について 

■主な介護者は、子が44.0％を占めており、前回調査に比べ上昇 

■主な介護者の性別は女性が60％以上、年齢は50代と60代がそれぞれ

26.4％。前回調査に比べ80歳以上が上昇 

■何らかの健康上の問題を抱えた主な介護者が24.3％ 

■主な介護者が不安に感じる介護等については、外出の付き添い、送迎等

が最も高く、次いで認知症への対応が高い 

■過去１年間において介護を理由とした離職・転職が8.9％ 

■働いている主な介護者は40.7％。前回調査に比べ上昇 

■仕事と介護の両立困難が19.0％ 

■介護の負担などから虐待の潜在的リスクがある 

■介護するうえで困っていることとしては、心身の疲労が大きいと、旅

行・趣味など生活を楽しむ余裕がないが高い。認知症がある場合は更に

深刻 

⑥ 重点施策について 

■これからの重点施策としては、ひとり暮らしや支援の必要な高齢者のた

めのサービスの充実、在宅介護サービスの充実が高い。前回調査に比

べ、在宅介護サービスの充実、ひとり暮らしや支援の必要な高齢者のた

めのサービスの充実、安心して最期を迎えられるための相談体制の整備

が上昇 
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(3) 介護支援専門員 

■ケアプラン作成にあたり、確保が困難だったサービスは、訪問介護が最

も高く、次いで短期入所生活介護など。前回調査に比べ短期入所生活介

護、訪問看護が低下した反面、訪問介護が上昇 

 

■介護支援専門員の業務でむずかしいことは、困難なケースへの対応が最も高

い。前回調査に比べ主治医との連携が低下 

■介護支援専門員としての業務をしやすくするためにあると良いと思う支援は、

書類の簡素化、相談窓口の充実など 

 

■在宅介護の継続に必要な支援は、家族の理解・協力、家族介護者への支援の充

実、24時間対応のサービスの充実など 

(4) 介護サービス提供事業所 

■事業を展開していくうえでの課題は、人材の育成、確保が最も高い 
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２ 課題のまとめ                           

前項のアンケート結果のまとめから、第８期計画に掲げた下記の基本目標に

沿って課題を抽出しました。本計画の策定にあたって、高齢者等の健康状態や

生活習慣、介護保険サービス、保健福祉サービスの利用状況やニーズ等を把握

するために実施した、４種類（一般高齢者、在宅認定者、介護支援専門員、介

護サービス提供事業所）のアンケート調査の結果を、対象ごとにまとめました。 

＜第８期計画の基本目標＞ 

目標１ ずっといられる居場所のあるまちづくり 

目標２ いきいきと輝く居場所のあるまちづくり 

目標３ 介護を安心して受けられる居場所のあるまちづくり 

(1) ずっといられる居場所のあるまちづくり（目標１） 

① 地域包括ケアシステム 

▶多くの人が住み慣れた自宅での生活を希望しており、介護保険のサービス提供

理念である在宅生活の継続支援が効果的になされるよう、地域包括ケアシステ

ムが本市においてより効果的に機能するよう、保健・福祉・医療の連携体制を

さらに強化する必要があります。 

▶在宅医療と介護の連携のもと、多様なケースに応じた柔軟な訪問診療ができる

体制を整える必要があります。 

▶最期まで在宅で生活し続けるためには、家族の理解や協力が得られることが重

要であり、在宅医療・介護全般に関する情報提供や看取りに関する啓発はもと

より、家族介護者の負担を軽減できるサービス等の利用を促進する必要があり

ます。 

② 日常生活の支援 

▶１人暮らしや高齢夫婦世帯など高齢者のみの世帯が増え、日常生活を送る上

で、さまざまな不自由を感じている人が多くいます。介護保険サービスや市の

提供するサービスに加え、地域住民による見守りなど住民主体の支援体制を強

化していく必要があります。また、地域の特徴を考慮した柔軟な支援が求めら

れています。 
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▶支援を要する人が必要なサービスを利用できるよう、相談体制・情報提供の強

化を図るとともに、地域住民と行政の連携によるニーズを見逃さない重層的な

支援体制を構築していく必要があります。 

③社会参加と外出支援                               

▶高齢者の社会参加を促進するために、自宅から歩いて行ける場所での交流や相

談窓口の充実を図る必要があります。 

▶高齢者が自動車で安全に移動できる環境や支援を整えるとともに、運転免許証

返納後の移動手段の確保を検討する必要があります。 

▶高齢者や障がいのある人が気軽に外出できるよう、ユニバーサルデザインの考

え方に基づき、まちづくりを進めていく必要があります。 

(2) いきいきと輝く居場所のあるまちづくり（目標２） 

① 健康づくり・フレイル対策                            

▶健康に不安を抱えている人が少なからずおり、生活習慣病などにより医療機関

に受診している人も多くいます。比較的若く元気なうちからの健康づくりやフ

レイル対策が重要です。 

▶高齢者に適切な情報を提供するとともに、楽しみながら健康づくりに取り組め

る機会を充実する必要があります。 

②生きがいづくり                                 

▶友人との交流や趣味活動により、高齢者が生きがいを持てるよう、自身の存在

価値を実感できる場や機会を創出する必要があります。また、働くことが重要

な位置づけとなっており、高齢者が“役立ち感”を実感できる場や機会の創出を

進める必要があります。 

▶高齢者の地域活動は、本人の心身両面における健康の保持に有効であり、地域

住民との交流を通じて、地域全体の活性化につながります。高齢者が自らの知

識や経験を活かし活動できるような支援が必要です。 

▶住民が主体的に企画・運営する活動の立ち上げや継続を支援する必要がありま

す。特に潜在的ニーズの高い男性の活動の支援に重点を置く必要があります。 
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(3) 介護を安心して受けられる居場所のあるまちづくり（目標３） 

① 介護保険サ―ビスの推進                             

▶介護保険制度は、市民が安心して地域で暮らすために必要不可欠な制度として

定着してきました。要介護者本人の生活の質の向上を図るとともに、家族介護

者の負担を軽減することにより在宅介護の限界点を高める訪問系サービスや、

訪問看護など医療系の介護サービス等の促進を図る必要があります。 

▶施設・居住系サービスの整備に関するニーズは高くなっていますが、今後の整

備等を検討する場合は、ニーズを詳細に分析する必要があります。 

▶本市における介護保険サービスの質を担保するため、介護福祉人材の育成と確

保は、国の施策に委ねるだけでなく、地域全体で取り組む必要があります。 

② 認知症対策                                   

▶認知症の発症を予防する取組について、先進事例等を参考にしながら検討し、

実施していく必要があります。 

▶認知症対策の基本は、できるだけ多くの市民に認知症に対する理解を深めても

らうことです。啓発活動はもとより、認知症の人と家族の地域における居場所

づくり(認知症カフェ等)や見守りネットワークづくりを進めていく必要があり

ます。 

▶近隣市町と共同で設置した尾張北部権利擁護支援センターが、相談から支援ま

で行う効果的な拠点となるよう、関係市町と連携のもと研究し運営するととも

に、センターの周知を図っていく必要があります。 

③ 介護者の対する支援                               

▶高齢の介護者が自らも健康に不安を抱えながら介護しているという“老老介護”

や“8050問題”の現実と、認知症介護の負担は、深刻な問題であり、介護者の高

齢化も考慮しながら介護者の負担の軽減策を検討する必要があります。 

▶介護者の精神的・肉体的負担を軽減することが、在宅介護の限界点を高めるこ

とにつながると考えられるため、介護者のレスパイトケアに有効なサ―ビスの

利用を促進していく必要があります。 

▶仕事と介護の両立支援を、地域の企業等も巻き込みながら地域社会全体で考え

ていく必要があります。 
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Ⅳ 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念                           

 

みんな いきいき 

居場所のある地域共生社会をめざして 

 

 

本市では、子どもも大人も、誰もが、健幸※に、いつまでも住み続けたいと

思えるまち、住んでみたくなるまちをみんなで力を合わせながら共に育んでい

くことを展望して、「健康で明るい緑の文化都市」を将来都市像としています。 

第５次岩倉市総合計画では、この将来都市像の実現をめざし、多様な主体が

役割を分かち合いながら協働してまちづくりを進めていく「マルチパートナー

シップによる誰もが居場所のある共生社会をめざす」を基本理念として掲げて

います。 

※健幸：「健康で幸せ」な状態を表す造語です。健幸という言葉には、誰もがいつまでも体も心も健康で

いきいきと幸せになれるまちをみんなで育んでいこうという思いが込められています。 

2022（令和４）年度に実施した高齢者等の生活と介護についてのアンケート

調査の結果によると、日ごろの生活で不安に思っていることとして、自分や家

族の健康に関することが高くなっています。私たちは新型コロナウイルス感染

症の流行を経験したことで、健康や社会参加の大切さを改めて認識しました。 

住民の誰もが不安なく生きがいを感じながら暮らすことができ、活気に溢れ

るまちをつくるには、高齢者がいつまでも健康でいきいきと生活すること、す

なわち健康寿命の延伸を図ることが重要です。運動・栄養などの観点から心身

機能の保持・改善を図ることは当然ですが、地域での交流や趣味の活動はもと

より、働くことなどで、高齢者が「支えられる側」ではなく、地域社会を「支

える側」となるための「場」づくりが求められています。 
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また、8050問題、ダブルケアなど複雑で複合的な地域の福祉課題に対処する

ため、多くの専門職と住民の協働による重層的な支援体制の構築が重要となっ

てきています。 

本市の将来都市像である「健康で明るい」「誰もが居場所のある共生社会」を

実現するために、本計画では、第８期計画の基本理念を継承し、高齢者ができ

る限り住み慣れた地域でその能力を最大限に発揮して自立した日常生活を営め

るようにすることをめざします。 

さらに、専門職間の連携はもとより、専門職と住民との協働、住民による自

主的・主体的な活動による住民同士の支え合いにより、住まい・医療・介護・

予防・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」（いわくら版地

域包括ケア）を深化・推進することにより、地域共生社会の実現をめざしてい

きます。 
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２ 基本目標                            

「基本理念」を実現するために、第８期計画に引き続き、次の３つの「居場

所」のあるまちづくりを基本目標として計画を推進していきます。 

 

▶基本目標１ ずっといられる居場所のあるまちづくり 

■誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続け、最期まで自宅にいられるよ

う、保健・医療・福祉・介護の専門職の連携体制と地域住民による見守り

をはじめ住民が主体となった支援体制の強化を図り、本市における地域包

括ケアシステムをさらに深化・推進します。 

■8050問題、ダブルケアなど複雑で複合的な福祉課題を解決するために、こ

うした悩みや困りごとを抱えた人（世帯）を包括的に受け止める相談体制

を整備するとともに、誰もが孤立することなく活躍できる社会参加のしく

みづくりと住民同士で支えあう地域づくりを進めることで重層的支援体制

の構築をめざします。 

■高齢者はもとより、障がいのある人や子育て中の人など誰もが気軽に外出

できるよう、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりを進め

ていきます。 

▶基本目標２ いきいきと輝く居場所のあるまちづくり 

■高齢者がいきいきと“役立ち感”を持って活動することは、高齢者自身の心

身の健康を保持し、フレイル（虚弱）になることを防ぎます。また、高齢

者の地域における活動は、地域住民同士の結びつきを強め、地域全体の活

性化につながると考えられます。高齢者が自らの知識や経験を活かし活動

できる場や機会の創出を支援していきます。 

■高齢者が楽しみながら健康づくり・フレイル対策に取り組めるよう、これ

まで進めてきた介護予防の取組や「通いの場」づくりを、アクティブシニ

ア（活発に活動したいと考えている高齢者）の支え手としての参加も含

め、地域リハビリテーションの観点で、さらなる充実を図ります。 
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▶基本目標３ 介護を安心して受けられる居場所のあるまちづくり 

■介護を必要とする人本人の生活の質の向上を図るとともに、家族介護者の

負担を軽減することにより、本人や家族の望む介護が継続できるよう、適

切な介護サービスの利用を促進するとともに、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護、小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及

に努め、本市における在宅介護の可能性を高めていきます。 

■本市における介護保険サービスの質を担保するため、福祉・介護人材の確

保と定着の支援について、地域全体で取り組める環境を整えていきます。 

■最も深刻な課題である認知症施策については、「予防」「理解促進」「居場所

づくり」を重点に進めていきます。 
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３ 計画の体系                          

基本 
理念 

基本目標 施策の方向 

み
ん
な 

い
き
い
き 

居
場
所
の
あ
る
地
域
共
生
社
会
を
め
ざ
し
て 

▶基本目標１ 

 ずっといられる 

居場所のあるまちづくり 

１ 地域包括ケアシステムの充実 

２ 高齢者への生活支援の充実 

３ 見守りネットワークと支え合いの体制づく

りの取組 

４ 居住環境の確保 

５ 住み良いまちづくりの推進 

６ 安全・安心のまちづくりの推進 

７ 福祉教育の充実 

▶基本目標２ 

 いきいきと輝く 

居場所のあるまちづくり 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

２ フレイル（虚弱）対策の充実 

３ 疾病の予防・重度化予防の充実（保健事業

との一体的な推進） 

４ 生涯学習・生涯スポーツの充実 

５ 多様な社会活動等への参加支援 

▶基本目標３ 

 介護を安心して受けられ

る居場所のあるまちづく

り 

１ 自立支援・重度化防止への取組と目標 

２ 居宅サービスの充実 

３ 施設・居住系サービスの充実 

４ 介護保険事業の円滑な運営 

５ 認知症施策の充実 

６ 高齢者の権利擁護・虐待防止 

７ 福祉・介護人材の確保・定着の支援 
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４ 人口及び認定者数の推計                    

(1) 人口推計                              

本計画においては、介護保険サービスの事業量及び事業費を推計します。

そのため、要支援・要介護認定者数やサービス利用者数の見込みの基礎とな

る、2024（令和６）年度から2026（令和８）年度の人口を推計する必要が

あります。 

また、本計画は、中長期的な視野に立った計画であるため、関連する推計

については、団塊ジュニア世代が75歳以上になる2050（令和32）年度まで

の推計を行います。 

推計にあたっては、2018(平成30)年と2023（令和５）年の10月１日時点

の住民基本台帳人口の性・年齢階級別人口をもとに、コーホート変化率法を

用いました。 

図表Ⅳ－１ 推計人口                               単位：人 

  

2023 

(令５)年 

［実績］ 

2024 

(令６)年 

2025 

(令７)年 

2026 

(令８)年 
 

2030 

(令12)年 

2035 

(令17)年 

2040 

(令22)年 

2045 

(令27)年 

2050 

(令32)年 

総 人 口 47,796 47,710 47,626 47,541  47,073 46,185 45,095 43,961 42,729 

40～64歳 16,606 16,593 16,579 16,566  16,242 15,317 14,416 14,061 13,883 

65歳以上 12,085 12,073 12,064 12,054  12,119 12,544 13,103 13,191 12,921 

 65～74歳 5,300 5,172 5,045 4,917  4,933 5,779 6,483 6,168 5,334 

 75歳以上 6,785 6,901 7,019 7,137  7,186 6,765 6,620 7,023 7,587 

  85歳以上 1,883 2,001 2,118 2,237  2,580 2,791 2,712 2,441 2,466 

高齢化率 25.3% 25.3% 25.3% 25.4%  25.7% 27.2% 29.1% 30.0% 30.2% 

（注）各年10月１日時点 
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(2) 認定者数の推計                            

要支援・要介護認定者数は、2022（令和４）年10月１日現在の要介護度

別・性別・年齢階級別認定率をもとに設定した要介護度ごとの年齢階層別出

現率に、性別・年齢階層別推計人口を乗じて算出しました。 

図表Ⅳ-２ 推計認定者数                             単位：人 

  

2023 

(令５) 

年 

［実績］ 

2024 

(令６) 

年 

2025 

(令７) 

年 

2026 

(令８) 

年 

 

2030 

(令12)

年 

2035 

(令17) 

年 

2040 

(令22) 

年 

2045 

(令27) 

年 

2050 

(令32) 

年 

総  数 2,113  2,180  2,231  2,290   2,465  2,559  2,517  2,481  2,524  

  要支援１ 397  402  410  421   447  452  436  430  447  

  要支援２ 372  372  377  388   409  413  406  400  413  

  要介護１ 448  478  491  505   546  564  551  542  557  

  要介護２ 285  297  306  313   340  359  353  347  349  

  要介護３ 222  246  252  258   280  295  293  291  291  

  要介護４ 230  237  243  248   276  299  300  295  290  

  要介護５ 159  148  152  157   167  177  178  176  177  

 うち第１号

被保険者 
2,056  2,129  2,180  2,239   2,414  2,508  2,474  2,439  2,482  

  要支援１ 387  393  401  412   438  443  429  423  440  

  要支援２ 360  362  367  378   399  403  397  392  405  

  要介護１ 442  473  486  500   541  559  546  537  552  

  要介護２ 277  287  296  303   330  349  345  339  341  

  要介護３ 217  241  247  253   275  290  289  287  287  

  要介護４ 226  233  239  244   272  295  297  292  287  

  要介護５ 147  140  144  149   159  169  171  169  170  

 認 定 率※ 17.0% 17.6% 18.1% 18.6%  19.9% 20.0% 18.9% 18.5% 19.2% 

（注）各年10月１日時点 
※認定率＝第１号被保険者数に対する65歳以上の認定者数の割合 
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Ⅴ 基本計画 

基本目標１ ずっといられる居場所のあるまちづくり 

＜施策の展開＞ 

施策の方向 施   策 

１ 地域包括ケアシステムの充実 (1) 地域共生社会の理念の普及 

(2) 重層的支援体制の構築 

(3) 地域包括支援センターの機能強化 

(4) 地域ケア会議の充実 

(5) 在宅医療・介護連携の充実 

(6) 地域共生社会をめざした包括的な庁内体制等の整

備 

２ 高齢者への生活支援の充実 (1) 高齢者の生活支援 

(2) やむを得ない事由がある高齢者への支援 

(3) 介護者への支援 

３ 見守りネットワークと支え合いの体

制づくりの取組 

(1) ひとり暮らし・認知症高齢者等の把握及び見守り 

(2) 事業者等と連携した見守り事業 

(3) 高齢者等救命バトン事業 

(4) 認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク事業 

(5) 地域活動等の充実 

４ 居住環境の確保 (1) 住みやすい住宅への改善 

(2) 居住施設の支援 

５ 住み良いまちづくりの推進 (1) まちのユニバーサルデザイン化 

(2) 安心・便利な外出支援の充実 

６ 安全・安心のまちづくりの推進 (1) 防災・感染症対策の充実 

(2) 防犯対策の充実 

７ 福祉教育の充実 (1) 幼年期における高齢者との交流促進 

(2) 小中学校における福祉教育の推進 
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１ 地域包括ケアシステムの充実                         

第９期の中間年度にあたる2025（令和７）年度には、団塊世代が75歳以上

になります。本市においては7,000人を超え、全人口の15％を占めるものと予

測されます。こうした背景のもと、高齢者ができる限り住み慣れた地域でその

有する能力を最大限に発揮して自立した日常生活を営むことができるよう、医

療・介護・介護予防・住まい・生活支援が、専門職の連携と住民同士の支え合

いによる重層的な支援のもと包括的に確保される地域包括ケアシステム（いわ

くら版地域包括ケア）の充実をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●いわくら版地域包括ケアのイメージ 
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 (1) 地域共生社会の理念の普及                       

地域共生社会とは、高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者など支援の対

象分野の枠組や、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、

一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことので

きる社会であるとされています。 

2021（令和３）・2022（令和４）年度は、地域福祉計画の策定に向けた地

域福祉推進フォーラムを開催し、地域共生社会の考え方の普及を図りました。 

また、シルバーリハビリ体操の指導士や認知症サポーターの養成を図るこ

とで市民が担い手として地域で活動する機会を創出しています。 

＜第９期の取組＞                                                       

超高齢社会の到来にあたって、介護保険制度をはじめとする社会保障制度

を将来的に持続可能なものとして維持継続していくためには、「自助」を前提

としつつも、地域における支え合いや協働のしくみを通した「互助」を作り

出すことが大切になってきています。 

「地域共生社会」とは、「公助」を社会のセーフティネットとして機能させ

ながら、ともに支え合うという「共助」の精神を浸透させ、「互助力」を高め

ていく社会を意味しています。 

こうした考え方を、多くの人に理解してもらい、地域をより豊かなものに

していくことに努めていきます。 

今後も、保健・医療・福祉・介護などの専門職と住民とがともに活動する

機会を創出し、地域ぐるみで課題解決を図る体制を構築していきます。 

さらに、岩倉市地域福祉計画において推進している包括的相談支援体制と

も連携し、複合的な地域の福祉課題に対応できるように、体制の充実に努め

ます。 
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(2) 重層的支援体制の構築                          

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」にお

いて重層的支援体制整備事業が創設され、 2021（令和３）年４月に施行さ

れました。 

重層的支援体制整備事業とは、既存の介護、障がい、子ども、生活困窮の

相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民やその世帯の複雑・複合化した支

援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、属性を問わない相談

支援、多様な社会参加に向けた支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実

施するものです。 

重層的支援体制整備事業は市町村の任意事業ですが、様々な状況にある市

民の地域生活課題 を解決していくこと、困難を抱える人や制度の狭間の問題

を持つ人・世帯への支援を行っていくためには欠かすことができないものと

言えます。 

本市においても、縦割りではない支援、包括的な支援体制を構築し、「地域

共生社会」を実現していくため、重層的支援体制整備事業をスムーズに実施

するための連携強化や体制整備が必要です。 

＜第９期の取組＞                                                      

8050問題、ヤングケアラー、ひきこもり等の多様で複合的な課題や制度の

狭間の問題を抱える人を包括的に受け止め、必要な支援につなげるため、

2024（令和６）年度から、市と関係機関等が連携し専門職による相談対応が

できる包括的相談支援体制を構築します。 

また、対応に関わる関係者間の連携の円滑化を図るため、2021（令和３）

年度から実施している「断らない相談情報共有会議」の機能を発展させるか

たちで、多機関協働の体制を整備します。 

さらに、専門的・継続的に相談や地域づくり、参加支援等を実施するため、

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置や既存の生活支援コーディ

ネーター等の役割の整理について検討を進めます。 
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(3) 地域包括支援センターの機能強化                    

高齢者の地域での生活を支援していくためには、保健・医療・福祉・介護

などの公的な支援と、地域の支え合いやボランティア等が行うインフォーマ

ルな支援が、高齢者の状態・状況に応じて重層的に行われる必要があります。 

このため、岩倉中学校圏域に岩倉市地域包括支援センターを、南部中学校

圏域に岩倉東部地域包括支援センターを設置し、高齢者の総合相談支援、権

利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント支援

など、高齢者の自立した生活の支援のために必要な業務を総合的に行ってい

ます。 

図表Ⅴ-１ 総合相談の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

相談件数(件) 1,377 1,736 

＜第９期の取組＞  

地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定の

ために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を

包括的に支援することを目的とする施設」（介護保険法第 115 条の 45）とさ

れています。言い換えれば、地域包括ケアシステムを実現するための中心的

役割を果たすための機関といえます。 

今後も、地域包括支援センターを地域包括ケアシステムの中心に位置づけ､

各種関係団体の連携を強化することにより、本市における地域包括ケアシス

テムの充実を図ります。 

また、重層的支援体制整備事業においても重要な役割を担うため、今まで

以上に専門性や判断力・機動力が求められる事例にも対応できるよう、さら

なる体制の充実に努めます。 
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(4) 地域ケア会議の充実                          

地域包括支援センターにおいて、介護サービス提供事業者、地域包括支援

センター職員、市職員など関係機関の連携により、高齢者及びその家族など

に対し、個別に支援する方法などを検討しています。 

2022（令和４）年度には、自立支援型地域ケア会議を実施しました。個々

の事例から地域課題を抽出して整理を行いましたが、政策への提言には至っ

ていません。 

図表Ⅴ-２ 地域ケア会議の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数(回) ０ ３ 

＜第９期の取組＞  

地域ケア会議のより一層の充実を図るとともに、困難事例地域ケア会議も

実施し、地域課題の把握を行います。 

また、政策提言につながるような体制の充実に努めます。 

●めざす地域ケア会議のイメージ 
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(5) 在宅医療・介護連携の充実                       

多職種の協働による在宅医療と介護の連携を推進するために、在宅医療・

介護連携推進ネットワーク会議を設置しています。2018（平成30）年度か

らは、在宅医療・介護サポートセンターを岩倉市医師会へ委託し、在宅医療

と介護の一層の連携強化を図りました。 

また、医療と介護を必要とする高齢者に対し、在宅医療と介護を一体的に

提供するために、在宅医療・介護連携ネットワークシステム「岩倉のんぼり

ネット」を活用し、地域の医療・介護関係者間の連携と情報共有の支援を図

っています。 

さらに、人生の最終段階において、本人の意思決定を基本とした上で適切

な医療・介護サービス等が提供されるよう、医療機関や介護サービス提供事

業所等と連携し、自身が望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し

話し合い、共有する取組「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニン

グ）」の普及を図るためＡＣＰ普及プロジェクト委員会を開催しています。 

図表Ⅴ-４ 在宅医療・介護連携推進ネットワーク会議の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数(回) ２ ２ 

図表Ⅴ-５ 岩倉のんぼりネットの実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用登録者数 94施設・167人 99施設・177人 

図表Ⅴ-６ ＡＣＰ普及プロジェクト委員会の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数(回) ４ ４ 

内    容 
エンディングノートの作成、関係

機関への配布 

多職種研修会１回開催 

＜第９期の取組＞  

在宅医療・介護連携の推進により、医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者

を地域で支えていくため、岩倉市在宅医療・介護サポートセンターと協働す

ることで、引き続き、多職種の顔の見える関係づくりと連携強化に努めます。 

また、岩倉のんぼりネットの利用を促進し、情報共有の支援を図ることで、

多職種の連携を推進するとともに、介護支援専門員等との連携のもと、必要
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な人が必要なサービスを利用し、在宅介護の可能性を高めることができるよ

う研究していきます。 

さらに、医療機関や介護サービス提供事業所等と連携し、専門職や市民へ

ＡＣＰの普及に努めます。 

加えて、在宅で介護を受けている高齢者の入退院時に、医療機関と介護支

援専門員が連携することにより、入院中の医療や退院後の介護が最適かつ円

滑に行われるように、入退院支援に取り組みます。 

 

(6) 地域共生社会をめざした包括的な庁内体制等の整備           

地域包括ケアシステムは、保健・医療・福祉・介護に関わる多職種の連携

はもとより、広く市民の日常生活に関わる多くの部門に関係する取組です。

また、多様で複合的な地域の福祉課題を適切に解決するためにはさらに包括

的な支援体制の整備が求められています。 

こうした背景のもと、地域課題の共有化を図るために、本計画と整合性の

ある岩倉市地域福祉計画等と連動し、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、

生活困窮者自立支援等の専門職による連携を強化しています。 

また、日常的に相談や協力が活発に行われる「いわくらあんしんねっと」

の構築をめざし、専門職と地域福祉協力者団体との「顔の見える連携」交流

会を開催しています。 

さらに、長寿介護課と福祉課による共同事務局において庁内連携会議を実

施するなど、庁内の横断的なプロジェクトを推進し、庁内の関係部署が情報

共有を行うことで、問題や課題の解決に努めています。 

＜第９期の取組＞  

岩倉市地域福祉計画等と整合性を図り、引き続き、庁内関係部署との連携

を強化して、地域共生社会をめざした総合相談支援体制の構築を検討してい

きます。 
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２ 高齢者への生活支援の充実                    

ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯が増えています。こうした高齢者のみの

世帯の人は、たとえ介護が必要でなくても、日常生活において様々な不自由を

感じている場合が少なくありません。誰もが地域において自立した生活を送る

ことができ、安心して自宅で暮らせるよう、生活上の支援等を、必要に応じて

提供していきます。 

 

(1) 高齢者の生活支援                           

高齢者が安心して自宅で日常生活を送ることができるよう、市が認定した

ひとり暮らし高齢者等の生活支援を行います。 
 

① 生活支援型給食サービス事業                    

介護予防・日常生活支援サービス事業対象者以外で、食事を作ることが

困難なひとり暮らし高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を提供す

ることにより、食生活の改善、健康保持及び安否確認を行っています。 

2023（令和５）年10月現在、４事業者と委託契約をしており、利用者

は希望する事業者を選択できます。 

図表Ⅴ-７ 生活支援型給食サービス事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) 125 136 

配食数(食／年) 21,337 24,988 

 

対 象 者：ひとり暮らし高齢者、75歳以上の高齢者世帯等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

自立支援の観点から、サービス提供にあたってはアセスメントを的確に

行います。また、より効果的に実施できるよう提供体制を検討していきま

す。 
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② 緊急通報システム設置事業                     

ひとり暮らし高齢者等の急病等に対処するため、緊急通報システムを設

置して、日常生活上の不安を軽減し、緊急の事態に備えます。 

通報や相談の内容を、親族や関係機関等へ適切に連絡し対応するととも

に、月１回の安否確認（伺い電話）の連絡を行っています。 

図表Ⅴ-８ 緊急通報システム設置事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) 122 110 
 

対 象 者：ひとり暮らし高齢者、70歳以上の高齢者世帯等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

ひとり暮らし高齢者の増加に伴い、心身に不安を抱える高齢者も増加し

ていることから、日常生活の安全確保と不安解消のため、緊急通報システ

ムの設置を促進します。 

また、固定電話回線以外の方式を検討します。 
 

③ 訪問理美容サービス事業                      

理髪店等に行くことが困難な在宅の高齢者に対し、理容師又は美容師が

自宅を訪問し、理美容サービスを行っており、２か月に１枚サービス券を

支給しています。 

図表Ⅴ-９ 訪問理美容サービス事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) 16 23 

利用回数(回) 45 81 
 

対 象 者：要介護４又は要介護５と認定された高齢者等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

外出が困難な重度の要介護高齢者の生活の質の向上をめざし、継続して

実施します。 
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④ 寝具丸洗・乾燥事業                         

ひとり暮らし高齢者等の保健衛生等の向上のため、寝具の丸洗乾燥（年

１回）、乾燥のみ（年２回）を実施しています。 

図表Ⅴ-10 寝具丸洗・乾燥事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) 20 18 

利用回数(回) 35 37 
 

対 象 者：ひとり暮らし高齢者等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

サービスの効果を検証しつつ、継続して実施します。 
 

⑤ 高齢者日常生活用具給付等事業                    

ひとり暮らし高齢者の生活支援のため、電磁調理器を給付しています。 

2021（令和３）年度及び2022（令和４）年度の利用実績はありません。 
 

対 象 者：ひとり暮らし高齢者 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

ひとり暮らし高齢者の生活支援のために有用な給付種目等について研究

しつつ、事業のあり方を検討します。 

 

(2) やむを得ない事由がある高齢者への支援                 

虐待等やむを得ない事由がある高齢者を一時的に施設に入所させ保護する

などして、高齢者の安全な生活の確保に努めています。 

図表Ⅴ-11 やむを得ない事由がある高齢者の一時的な施設入所の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) ４ ２ 

＜第９期の取組＞ 

利用実績はわずかですが、事業の趣旨から必要な支援であるため、継続し

て実施します。 
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(3) 介護者への支援                           

在宅で高齢者を介護している家族の支援を目的に、介護用品や手当の支給

などの事業を実施しています。 
 

① 紙おむつ支給事業                         

重度の要介護状態にある高齢者を在宅で介護している人に、紙おむつ支

給券を支給しています。 

図表Ⅴ-12 紙おむつ支給事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) ９ ７ 

 

対 象 者：要介護４又は要介護５と認定された高齢者を在宅で介護している人（市民税

非課税世帯） 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

在宅での介護を支援するため、今後も継続して実施します。 

 

② 在宅ねたきり老人等介護者手当支給事業               

市が認定したねたきり高齢者等を、在宅で３か月以上介護している人に

介護者手当を支給しています。 

図表Ⅴ-13 在宅ねたきり老人等介護者手当支給事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) 54 60 

 

対 象 者：ねたきり高齢者（要介護４又は要介護５）又は認知症高齢者（認知症高齢者

の日常生活自立度Ⅳ又はＭ）を在宅で介護している人 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

在宅での介護を支援するため、今後も継続して実施します。 

 

③ 高齢者見守り家族支援サービス事業                  

高齢者を在宅で介護している家族に、ＧＰＳ端末機を貸し出し、高齢者

が行方不明になった際の位置確認と保護につなげることで、家族の負担を

軽減しています。 
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2021（令和３）年度及び2022（令和４）年度の利用実績はありません。 
 

対 象 者：要支援・要介護の認定を受けた高齢者等を在宅で介護している人 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

行方不明になった高齢者の早期発見・保護につなげるとともに、家族の

介護負担を軽減するために、継続して実施します。なお、より効果的な事

業のあり方を研究します。  
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３ 見守りネットワークと支え合いの体制づくりの取組         

地域共生社会の実現を図るためには、住民の誰もが地域活動等に担い手とし

て参加する必要があります。しかし、現実には新型コロナウイルス感染症の拡

大等による価値観の変化、家族形態の変化、人口の流出入等により、住民同士

の支え合いなど地域力が低下しつつあります。そこで、高齢者福祉施策の様々

な場面において住民の参画を促し、住民と行政の協働による支え合いの体制の

充実を図ります。 
 

(1) ひとり暮らし・認知症高齢者等の把握及び見守り            

支援が必要な高齢者を早期に発見し、継続的な見守りや適切な支援を行う

ため、地域包括支援センターが、個別訪問等により、家族状況、健康状態、

社会参加、隣近所や友人関係などの聞き取り調査を行い、地域で孤立したり

問題を抱えたりしている、ひとり暮らし高齢者等を把握し、適切な支援につ

なげています。 

また、ひとり暮らしや支援が必要な高齢者が、日常生活の孤独感を解消し、

安心感を得られるようにするため、民生委員児童委員協議会、老人クラブ連

合会をはじめ各種団体による地域ぐるみの見守り活動を行っています。 

さらに、「認知症勉強会及び声かけ訓練」を開催しており、2021(令和３)

年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で開催できませんでしたが、

2022(令和４)年度はさくらの家で開催し15人の参加がありました。 

図表Ⅴ-14 高齢者の実態把握事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

ひとり暮らし高齢者 把握数(件) 642 320 

ひとり暮らし未認定高齢者 把握数(件) 58 56 

高齢者世帯等 把握数(件) 133 215 
 

対 象 者：ひとり暮らし高齢者等 

実施機関：市、地域包括支援センター、各住民組織 

＜第９期の取組＞ 

高齢者が家庭で抱える問題も複雑化しています。実態把握を引き続き行う

とともに、地域共生社会を見据え、対象の見直しについて研究します。 
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また、地域の見守りについては、民生委員・児童委員や地域包括支援セン

ター、各住民組織等と連携し、地域ごとの特徴に合わせた見守り活動を展開

していきます。 

 

(2) 事業者等と連携した見守り事業                     

市内の新聞配達店、郵便局、金融機関、生活協同組合等と協定を結び、配

達等の業務を通じて、高齢者等の見守りを行う事業を実施しています。高齢

者宅で異変を察知した場合、市に通報してもらうほか、緊急時には警察や消

防等にも通報してもらうことで、より効果的に安否確認や見守りができます。 

2022（令和４）年度末において、協定を締結しているのは30事業所です。 
 

対 象 者：高齢者等 

実施機関：市、事業所 

＜第９期の取組＞ 

今後も、他の事業者にも協力を呼びかけ、より多くの事業所と連携した見

守りを推進していきます。 

 

(3) 高齢者等救命バトン事業                        

ひとり暮らし高齢者等や障がい、病気等で特に健康状態に不安を抱える人

のうち希望者を対象に高齢者等救命バトンを配付しています。緊急連絡先や

かかりつけ病院、治療中の病気などを書き込んだ救命カードを筒型容器（救

命バトン）に入れて冷蔵庫に保管することで、急病や事故など緊急時に駆け

つけた救急隊員などが冷蔵庫から取り出し、救命カードを基に受入先の病院

に情報提供を行うことで、自宅での安心した生活につながっています。 

図表Ⅴ-15 高齢者等救命バトン事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

配付者数(人) 99 130 

 

対 象 者：ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯、障がい・病気等で特に健康状態に

不安を抱える人 

実施機関：市 
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＜第９期の取組＞ 

今後も、事業の周知を行い、利用の促進を図ります。また、救命カードの

記載内容を利用者が随時更新するよう周知していきます。 

 

(4) 認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク事業              

行方不明になった認知症高齢者等を早期発見するため、岩倉市商工会を通

じて認知症地域見守り支援協力事業者を募集し登録を行っています。 

2019(令和元)年度からは、認知症高齢者等が行方不明となった場合に備え

て、あらかじめ市に登録しておくことで、早期発見、事故の防止につなげる

認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業を開始しました。この事業には、

市が契約者となり個人賠償責任保険へ加入することで、事故等により家族等

が損害賠償責任を負った場合に備える内容も含まれており、高齢者の安全と

介護者や家族への支援の充実を図りました。 

図表Ⅴ-16 認知症高齢者等個人賠償責任保険の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

加入者数(人) 48 71 

 

対 象 者：認知症高齢者等 

実施機関：市、地域包括支援センター、警察、市内事業所等 

＜第９期の取組＞ 

高齢者の安全と家族の安心を確保するため、認知症高齢者等見守りＳＯＳ

ネットワーク事業の周知を図るとともに、引き続き、認知症地域見守り支援

協力事業者の拡大に努めます。 

 

(5) 住民活動等の充実                          

地域共生社会の実現を図るためには、市民が主体となって行う活動の活性

化が必要不可欠です。できるだけ多くの市民が「担い手」として地域づくり

に参加できるよう、社会福祉協議会等と連携しながら、環境を整えていきま

す。 
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① ボランティアセンターの充実に向けた支援               

社会福祉協議会のボランティアセンターに登録している団体は、2022

（令和４）年度末現在で31団体、個人登録は20人です。 

社会福祉協議会がボランティア講座を開催し、ボランティアの発掘と育

成を進めています。 

図表Ⅴ-17 ボランティアセンターの実績             

区  分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催講座（講座） ２ ２ 

 受講者数（人） 26 33 

団体登録（団体） 30 31 

個人登録（人） 24 20 

＜第９期の取組＞ 

ボランティアに関する需要と供給を円滑に結びつけるため、社会福祉協

議会のボランティアセンターの周知を図ります。また、地域に潜在するボ

ランティアをしたい市民や団体といった地域資源の把握に努め、ボランテ

ィアニーズのマッチングが効果的にできるよう研究していきます。 

 

② いきいき介護サポーター制度（介護支援ボランティア事業）      

高齢者が介護保険施設等でのボランティア活動を通じて社会参加し、“役

立ち感”を実感することは、自身の介護予防とボランティア活動へのきっか

けづくりとして有効です。 

いきいき介護サポーター制度は、ボランティア活動に対して、ポイント

を付与し、そのポイントを現金に還元するものです。活動を通してボラン

ティア精神を高めるとともに、高齢者がボランティア活動に携わるきっか

けとなっています。 

図表Ⅴ-18 いきいき介護サポーター制度の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

登録者数(人) 25 25 

＜第９期の取組＞ 

いきいき介護サポーターの活動が活性化するよう、活動場所を介護保険

施設等だけでなく、幅広く活躍できるように研究していきます。 



54 

また、生活支援コーディネーターと連携し、地域や住民のニーズを細か

く把握することで、よりニーズに沿った制度となるよう研究していきます。 

さらに、高齢者がボランティア活動に携わるきっかけづくりを推進し、

効果的な介護予防の取組とするため、登録者や受入れ機関等に対する調査

研究に取り組みます。 
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４ 居住環境の確保                         

高齢者のライフスタイルや価値観が多様化する中で、高齢者が住み慣れた地

域で安心して暮らし続けるためには、安定した居住環境を確保する必要があり

ます。生活を支援するためのサービスに加え、住宅の改善や、高齢者向けの住

宅に関する情報提供など、住居に関する支援を行っています。 

 

(1) 住みやすい住宅への改善                        

高齢者世帯の増加とともに、高齢期の生活にふさわしい住まいへの住み替

えなど、住宅や居住に関するニーズも多様化するものと考えられます。本市

では、高齢者等が居住する住宅の風呂・トイレなどの住宅設備のリフォーム

や高齢者向け住宅への住み替えの助成による住環境の整備をめざします。 

① 高齢者住宅改善費助成事業                      

居住環境を改善するため、住宅の改善に要する工事費用の一部を助成し

ます。工事費用の支払いは業者への受領委任払いもできます。 

図表Ⅴ-19 高齢者住宅改善費助成事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) ２ ５ 

 

対 象 者：65歳以上の要支援・要介護認定者等（所得制限あり） 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

在宅介護の可能性を高める環境を整えるため、継続して実施していきま

す。 

 

② リフォームヘルパー派遣事業                    

高齢者住宅改善費助成事業等の実施にあたり、保健・医療・福祉・介護

及び建築関係職種の専門職でチームを構成し、高齢者等の身体状況及び保

健福祉サービスの活用状況を踏まえ相談や助言を行っています。 
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図表Ⅴ-20 リフォームヘルパー派遣事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) ２ ６ 
 

対 象 者：65歳以上の要支援・要介護認定者等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

利用実績はわずかですが、事業の趣旨から必要なサービスであるため、

継続して実施します。 

 

③ 高齢者等賃貸住宅住み替え助成事業                 

高齢者等が、一定の要件を満たした賃貸住宅へ住み替えをする場合に、

引越しにかかる費用の一部を助成します。 

2021（令和３）年度に１件の利用がありました。 
 

対 象 者：高齢者等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

制度の周知に努めるとともに、より効果的な事業のあり方を研究します。 

 

④ 不動産担保型生活資金貸付制度                   

高齢者が居住する住宅や土地などの不動産を担保にして、生活費の貸し

付けを受け、利用者の死亡時に担保不動産を処分し返済する制度です。 

2021（令和３）及び2022（令和４）年度は利用実績がありません。 
 

対 象 者：居住用不動産を有し、低所得である65歳以上の高齢者世帯 

実施機関：愛知県社会福祉協議会（受付等事務委託先：岩倉市社会福祉協議会） 

＜第９期の取組＞ 

利用実績はありませんが、高齢者世帯の経済的自立と安定した生活を支

援するために有効なサービスであるため、制度の周知を図り利用を促進し

ます。 

  



57 

(2) 居住施設の支援                            

ひとり暮らしや夫婦のみの暮らしに不安のある高齢者や、何らかの理由で

自宅において生活できない高齢者が、安心して地域で暮らし続けられるよう、

居住施設の支援を行っています。 

① 高齢者に配慮した住宅等の充実                    

日常生活や介護に不安を抱くひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等が施設

入所ではなく、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、高齢者の生活

を支援するサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームが求められおり、

市内においても整備が進んでいます。こうした住宅を市民が適切に利用で

きるよう、介護保険サービス事業者マップに掲載し情報提供を行っていま

す。 

また、市内には、公営住宅等として、市営大山寺住宅、県営住宅及び岩

倉団地（UR）が整備されており、募集案内を窓口に設置し情報提供を行っ

ています。 

図表Ⅴ-21 サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームの市内整備状況 

区  分 施設数（か所） 室数（室） 

サービス付き高齢者向け住宅 ２ 58 

住宅型有料老人ホーム ３ 69 

資料：令和５年９月末日現在 

＜第９期の取組＞ 

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームを必要とする人が適切に

利用できるよう、引き続き情報提供に努めます。 

公営住宅等については、今後、市営大山寺住宅、県営住宅、岩倉団地

（UR)の募集案内の情報提供とともに、市営大山寺住宅の１階入居者の退

去時にあわせて、手すり設置などのバリアフリー化に努めます。 
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② ケアハウス情報提供                         

市内には定員30人のケアハウスが１か所、社会福祉法人により運営され

ています。市民が適切に利用できるよう、介護保険サービス事業者マップ

に掲載し情報提供を行っています。 

＜第９期の取組＞ 

ひとり暮らし高齢者・高齢夫婦世帯の増加などに伴い、ケアハウスへの

入所ニーズは増加が予想されることから、入所状況の把握や情報提供に努

めます。 

 

③ 養護老人ホーム                           

家庭環境上の理由及び経済的な理由から自宅での生活が困難な高齢者の

ために、入所措置によるサービスを提供します。 

2021（令和３）年度及び2022（令和４）年度の利用実績はありません。 
 

対 象 者：心身又は家庭環境及び経済的な理由により、自宅での生活が困難な高齢者 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

特別な事由により自宅で生活が困難な高齢者に対し、養護老人ホーム入

所判定委員会の判定に基づき適正な入所措置を行っていきます。 
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５ 住み良いまちづくりの推進                    

年齢や性別、障がいの有無等に関係なく、誰もが使いやすいように配慮する

というユニバーサルデザインの考え方に基づき様々な分野で見直しが進んでい

ます。この考え方は、「誰一人取り残さない」というSDGs(持続可能な開発目

標)の理念に合致するものでもあり、高齢者が住み慣れた地域において安全かつ

快適に外出し社会生活が行える環境を整えるため、ユニバーサルデザインによ

るまちづくりを推進します。 

 

(1) まちのユニバーサルデザイン化                     

① 公共施設・道路等の安全性の確保                   

本市では、高齢者等が利用しやすいよう歩道の凸凹解消や岩倉駅地下連

絡道中出口の手すり改良、駅周辺の段差解消・視覚障がい者の通行に支障

となる車止めの撤去等を行ってきました。 

庁舎敷地内の自転車の迷惑駐輪を防ぐために、看板やプランターを設置

するとともに、職員による定期的な巡視により、迷惑駐輪を減少させ、来

庁者の安全な歩行空間の確保に努めてきました。 

＜第９期の取組＞ 

今後も、高齢者をはじめ誰もが移動において、安全性・利便性・快適性

が得られるように道路等の維持管理に努めます。 

また、公共施設の改修・更新等の際には、ユニバーサルデザイン化の推

進により、誰もが安心して利用できる公共施設の整備に努めます。さらに、

庁舎をはじめとした全ての公共施設については、経年変化に伴う劣化によ

る破損等の兆候がないか注視し、必要に応じて改修していきます。 
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② 人にやさしい公園整備                        

高齢者が、健康づくりや交流の場として利用する都市公園について、順

次バリアフリー化を進めており、トイレが設置されている17園全てに多目

的トイレを整備しています。また、劣化した公園のベンチ等の更新も随時

行っています。さらに、作業員による施設の日常パトロールにより公園内

を恒常的にきれいな状態に保つようにしています。 

＜第９期の取組＞ 

高齢者をはじめ誰もが安心して利用できるように公園施設の維持管理に

努めます。 

 

(2) 安心・便利な外出支援の充実                      

高齢者が安心して、容易に外出できるよう、移動手段の確保など支援の充

実に努めています。 

① 高齢者すこやかタクシー料金助成事業                

高齢者の日常生活における活動を容易にするため、タクシー利用時の基

本料金（迎車料金含む）を月２回分助成しています。また、65歳以上の介

護認定要支援者等で、介護保険サービスでの通院等乗降介助を利用できな

い人には乗降介助料金を併せて助成しています。 

図表Ⅴ-22 高齢者すこやかタクシー料金助成事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

交付人数(人) 978 972 

 うち乗降介助 ４ ６ 

 

対 象 者：85歳以上の高齢者、65歳以上で介護支援専門員等の意見書を添えて申請が認

められた人 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

高齢者の外出を支援し、社会参加を促進するため、継続して実施します。 
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② 高齢者等リフトタクシー料金助成事業                 

ねたきり高齢者等がリフト付きタクシーを利用する場合、5,000円を上

限に利用料金の半額を月１回分助成しています。 

図表Ⅴ-23 高齢者等リフトタクシー料金助成事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

交付人数(人) 52 55 
 

対 象 者：要介護４又は要介護５と認定された高齢者等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

重度の要介護者の通院等における移動の負担を軽減するため、継続して

実施します。 

 

③ ふれ愛タクシー事業                         

高齢者をはじめ障がいのある人、妊婦等の外出・移動支援として、デマ

ンド型乗合タクシーを2013（平成25）年10月から2019（令和元）年９月

まで運行しました。2019（令和元）年10月からは、民間タクシー車両を

活用した予約制の「ふれ愛タクシー事業」を開始しました。 

利用件数のうち65歳以上の割合が80％以上を占めており、高齢者等の外

出支援の一助となっています。 

図表Ⅴ-24 ふれ愛タクシー事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

登録者数(人) 2,271 2,526 

利用件数（件） 12,896 12,342 

 
対 象 者：高齢者、障がい者、妊産婦、就学前児童、運転免許証返納者等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

利用者のニーズを把握するよう努めるとともに、自家用車等を利用しな

い人の移動手段としてさらなる事業の周知に努めます。また、交通事業者

にとって持続可能な公共交通の手段となるよう連携・調整を図ります。 
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④ 高齢者運転免許証自主返納支援事業                  

高齢ドライバーによる交通事故を未然に防ぐため、加齢に伴う身体機能

の低下等により運転に不安を感じている75歳以上の高齢者が運転免許証を

自主返納した場合に、ふれ愛タクシーの400円チケットを10枚交付してい

ます。 

図表Ⅴ-25 高齢者運転免許証自主返納支援事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数(人) 67 78 

 
対 象 者：75歳以上の高齢者、有効期限内のすべての運転免許証を自主返納し、30日以

内の人 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

高齢ドライバーによる交通事故の減少を目的とし、運転免許証を自主返

納した高齢者の社会参加を促進するため、継続して実施します。また、江

南警察署と連携し、運転免許証の自主返納に関する啓発や情報提供等を行

います。 

 

⑤ 交通安全教室等の充実                       

高齢者の交通事故が増加しているため、江南警察署や老人クラブ連合会

等と協力し、交通安全の教育や指導、交通安全啓発物品の配布を通じて、

交通安全意識の高揚に努めています。 

なお、人身事故の件数は、2020（令和２）年は136件、2021（令和３）

年は120件と減少していましたが、2022（令和４）年は、新型コロナウイ

ルス感染症対策の行動制限等の影響により172件と増加に転じました。 

図表Ⅴ-26 交通安全教室の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数(回) 21 22 

参加者数(人) 2,855 2,337 

＜第９期の取組＞ 

今後も引き続き、内容を見直しながら、交通安全教室や啓発活動、交通

ルールに関する情報提供などを通じて交通安全意識の向上に努めます。  
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６ 安全・安心のまちづくりの推進                  

地震などの災害が発生したとき、高齢者をはじめ避難行動要支援者の安全確

保が地域の課題となっています。また、高齢者が犠牲となる犯罪、交通事故、

感染症など日常生活の中にも様々な不安があります。 

地域で誰もが安心して安全に暮らせるよう、住民一人ひとりの信頼関係と各

種団体等との連携をもとに、地域ぐるみで安全・安心のまちづくりを推進して

いきます。 
 

(1) 防災・感染症対策の充実                       

災害時における避難支援の体制の確立をはじめ、市民と行政の連携による

防災・減災体制の充実を図ります。 

また、新型コロナウイルスをはじめ感染症対策も、高齢者等の安全の確保

を考え、関係者の連携のもと進めていきます。 

① 防火・防災意識の高揚や訓練等の実施                

市内全域で組織されている28の自主防災会において、自主防災訓練など

住民主体の取組が行われています。なお、小学校区単位で、合同訓練も行

われています。 

また、住宅用火災警報器を未設置の高齢者世帯には訪問し設置の指導を

行っています。 

さらに、各種防災訓練や各種イベントの際に、住宅用火災警報器の設

置・維持についての広報活動を行っています。 

＜第９期の取組＞ 

自主防災会と連携し、広報活動や訓練などを行い、高齢者をはじめ地域

住民の防災意識の高揚に努めます。 

また、高齢者世帯における住宅用火災警報器の設置状況の把握に努め、

普及の促進を図ります。 
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② 災害時の避難行動要支援者支援                    

災害時要配慮者支援体制マニュアルに基づき、地震などの災害の発生に

備えて、避難行動要支援者名簿を作成しています。自主防災組織や民生委

員・児童委員等と連携して、プライバシー保護に十分配慮しながら、ひと

り暮らし高齢者やねたきり高齢者等の個別避難支援計画の作成を進めてい

ます。 

作成した名簿は半年ごとに更新するとともに、災害に備えて平常時から

個人情報を提供してもらえるよう対象者に同意書を送っています。 

図表Ⅴ-27 避難行動要支援者名簿登録の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

登 録 者 数(人) 980 985 

同意届出者数(人) 584 573 

計 画 作 成 者(人) 156 148 

計 画 作 成 率(％) 26.7 25.8 

 
対 象 者：生活基盤が自宅にある人のうち①要介護認定３～５を受けている人、②身体

障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障がい者（心臓・

腎臓機能障害のみで該当する人は除く）、③療育手帳Aを所持する知的障がい

者、④精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する人で単身世帯の人、⑤市

の生活支援を受けている難病患者、⑥①～⑤以外で、自ら避難することが困

難で、登録を望む人、⑦①～⑥以外で自主防災組織が支援の必要を認めた人 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

今後も、災害発生時における、避難行動要支援者の安否確認や救出方法、

情報伝達や援助等の体制づくりを進めます。また、市内のすべての地域で

個別避難支援計画の作成が進むよう働きかけます。 

 

③ 事業所における災害対策の充実                   

地震や風水害など全国的な災害発生状況を踏まえ、災害時の備え等の重

要性について、介護サービス提供事業所等と情報共有しながら対策を検討

する必要があります。 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対して、避難確保計画の作成依頼

及び避難訓練の実施報告の提出依頼を出しています。2022（令和４）年度

には、避難確保計画の作成講習会を開催し、年度末時点で72施設中62施設

が避難確保計画を作成しています。 
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＜第９期の取組＞ 

介護サービス提供事業所等との連携のもと、避難訓練の実施や防災啓発

活動、事業所等におけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その

他の物資の備蓄・調達状況の確認を行います。また、災害の種類別に避難

に要する時間や避難経路等の確認及び河川の浸水想定区域に所在する要配

慮者利用施設に洪水時の避難確保計画の作成を促します。 

さらに、災害が発生した場合であっても、事業者が必要な介護サービス

が継続的に提供できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成、研修の実施、

訓練の実施等について助言等の支援を行います。 

 

④ 感染症対策                             

新型コロナウイルス感染症拡大は、介護現場においてサービスを利用す

る側・提供する側の双方に大きな影響を与えました。こうした教訓をもと

に、感染症の拡大等への備え等の重要性について、介護サービス提供事業

所等と共有しながら対策を推進する必要があります。 

＜第９期の取組＞ 

介護サービス提供事業所等と連携のもと、訓練の実施や感染拡大防止策

の周知啓発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備等を検討します。

また、感染症発生時も含めた県や保健所、協力医療機関等と連携した支援

体制を整備するとともに、事業所等における、適切な感染防護具、消毒液

その他の感染症対策に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備を進めま

す。 

さらに、感染症が発生した場合であっても、市内事業者が必要な介護サ

ービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成、研修

の実施、訓練の実施等について助言等の支援を行います。 
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⑤ 家具転倒防止器具等取付事業                     

地震等による家具の転倒防止のために、シルバー人材センター等に委託

して家具転倒防止器具等の取付けを実施しています。 

2021（令和３）年度及び2022（令和４）年度の利用実績はありません。 
 

対 象 者：ひとり暮らし高齢者､75歳以上の高齢者世帯等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

制度の周知に努めるとともに、より効果的な事業のあり方を研究します。 

 

⑥ 木造住宅の無料耐震診断と耐震改修費等補助の実施          

地震などの災害に備えて、地震に強い安全なまちづくりを進めるため、

1981（昭和56）年５月31日以前（旧建築基準）に建てられた木造住宅の

無料耐震診断を実施しています。また、診断の結果、耐震基準に適合しな

いと判断された木造住宅の耐震改修工事、解体工事、シェルター設置工事

に対して補助を実施しています。2021（令和３）年度と2022（令和４）

年度の2か年の申請件数は、耐震診断が81件、耐震改修が２件、解体が26

件でした。 

なお、耐震化率は2022（令和４）年度末現在、91.0％となっており、

2020（令和２）年度末（90.5％）から0.5％上昇しました。 
 

対 象 者：市民 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

平常時における耐震化に向けた取組が重要であるため、今後も引き続き、

市ホームページ、広報紙にて周知・啓発を行うとともに、重点地区を設定

し戸別訪問による啓発活動を行います。 

 

⑦ 福祉避難所の整備                         

本市では、社会福祉法人や医療法人と福祉避難所の開設・運営に関する

協定を結び、要配慮者が安心して利用できる福祉避難所を、2023（令和５）

年10月現在、12か所指定しています。 
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なお、2021（令和３）年度には、福祉避難所を開設した際に重要となる

「受入体制」や「運営方法」の確認のため、拠点事業所と協議しながら

「岩倉市福祉避難所等運営マニュアル」を作成し、2022（令和４）年度に

は改訂しました。 

図表Ⅴ-28 福祉避難所一覧 

名称 所在地 

五条川小学校放課後児童クラブ施設 神野町郷浦18番地 

多世代交流センターさくらの家 八剱町下池田806番地1 

中部保育園 本町畑中65番地 

いわくら福祉会 第１みのりの里 東町仙奈180番地 

いわくら福祉会 第２みのりの里 東町仙奈170番地 

子ども発達支援施設あゆみの家 東町仙奈158番地 

地域交流センターポプラの家 東新町南江向24番地5 

一期一会福祉会 岩倉一期一会荘 北島町二本木7番地 

一期一会福祉会 岩倉一期一会荘 花むすび 北島町七反田15番地 

南部保育園 大地町小森5番地 

下寺保育園 下本町下寺廻107番地1 

医療法人ようてい会 るるどの泉 曽野町郷前3番地 

＜第９期の取組＞ 

今後も、活用できる公共施設や協力を得られる民間施設があれば福祉避

難所として指定を検討していきます。 

また、災害が発生したときに福祉避難所利用者が安心して生活できるよ

う、関係機関と意見交換をしながら体制の整備を進めていきます。 

 

(2) 防犯対策の充実                           

市民一人ひとりとの信頼関係と各種団体等との連携をもとに、地域ぐるみ

で防犯対策を推進していきます。 

① 消費者被害の未然防止                       

消費者トラブルに巻きこまれる高齢者の増加を踏まえ、消費者被害を防

ぐための講座を開催するなど、高齢者が消費者被害に遭わないように予防

策に努めています。また、市役所１階に消費生活センターを設置し相談体

制の強化を図っています。 
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毎年11月に開催する「みんなの消費生活フェア」では、高齢者に多く被

害の見られる事例を紹介するポスターの掲示や出張消費生活相談窓口を開

設し、消費生活問題に対する啓発を行っています。 

2021（令和３）年２月、既存の庁内連携会議を消費者安全確保地域協議

会として位置付け、会議の中で、消費生活センターの周知、消費者被害の

最新状況の共有を図りました。 

＜第９期の取組＞ 

引き続き、消費生活相談窓口を周知するとともに、増加傾向にある被害

例等がある場合については、市ホームページに掲載するとともに、関係各

課や地域包括支援センターと連携しながら被害拡大に対する予防を行いま

す。 

 

② 自主防犯活動の促進                        

江南警察署管内で発生した犯罪情報や不審者情報として「パトネットあ

いち」で情報提供があったもののうち、原則市内で発生したものについて、

「ほっと情報メール」で配信を行っています。 

また、江南警察署や自主防犯団体と協力し、防犯啓発活動に努めていま

す。 

犯罪発生件数は2020（令和２）年は270件、2021（令和３）年は247

件と減少していましたが、2022（令和４）年は、新型コロナウイルス感染

症対策の行動制限等の影響により269件と増加に転じました。 

＜第９期の取組＞ 

江南警察署やその他関係団体と連携し、今後も内容を見直しながら啓発

活動を行い防犯意識の高揚を図るとともに、「ほっと情報メール」などを活

用して防犯に関する情報の発信を行います。 
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７ 福祉教育の充実                         

支え合いによる安心・快適な暮らしを実現するためには、高齢者福祉や地域

福祉に対する市民意識の高揚を図ることが重要です。ノーマライゼーションや

ユニバーサルデザインの考え方の普及に努め、多様な機会を通じて福祉教育を

推進します。 

 

(1) 幼年期における高齢者との交流促進                  

核家族化が進み、子どもたちが日常生活において高齢者とふれあう機会が

少なくなっています。 

世代間交流を目的として、児童館で地域交流会を年に１回開催しています。

また、保育園、認定こども園においても年に１回園児の祖父母を招待し交流

会を実施していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止とな

り、2021（令和３）及び2022（令和４）年度は、代わりに園児から祖父母

に向けた手紙や贈り物を製作して渡す取組で交流を深めました。 

さらに、多世代交流センターさくらの家において、2022（令和４）年度は、

多世代交流で楽しめる催しとして、人形劇を開催するなど多世代交流に努め

ました。 

＜第９期の取組＞ 

今後も、世代間交流を目的とした行事の充実に努めます。また、祖父母世

代と孫世代の交流のみならず、祖父母世代と父母世代が交流し、子育てに関

する知恵や経験を継承できる機会の創出に努めます。 

さらに、地域に根差した多世代交流の機会を増やすため、地域の人が行事

の企画段階から参加できるよう検討していきます。 
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(2) 小中学校における福祉教育の推進                    

小中学校では、学校の実情や地域の特性、子どもの発達段階に合わせ、関

係団体と連携しながら福祉教育を行っています。 

具体的には、社会福祉協議会と協力して、小中学校において高齢者疑似体

験の科目をはじめとする体験型の福祉実践教室を開催しています。また、ユ

ニバーサルデザイン研究会の協力のもと、ユニバーサルデザイン学習に取り

組みました。さらに、いわくら認知症ケアアドバイザー会が各小学校におい

て「認知症サポーター養成講座」を開き、認知症について正しい理解ができ

る機会を設けました。 

老人クラブ等の地域住民の協力を得て、スクールガードに参加してもらい、

防犯に努めるとともに子どもたちとの交流を図りました。 

伝統文化の体験学習やキャリア学習では、地域へ出かけたり、地域の人を

招いたりして、学校教育に高齢者の豊富な知識と経験を生かす場を設けまし

た。 

図表Ⅴ-29 福祉実践教室の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

参加者数（人） 703 763 

図表Ⅴ-30 小学校における認知症サポーター養成講座受講者数の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

受講者数（人） 205（２小学校） 345（４小学校） 

＜第９期の取組＞ 

子どもの頃から福祉意識を高めるために、今後も、地域と協力し、連携を

図りながら、実践的な福祉教育を推進するとともに、地域の高齢者を生活科

や総合的な学習の時間等の講師として招くなど、学校教育に高齢者の豊富な

知識と経験を生かす場を設けることに努めます。 

さらに、今後も各小学校で認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に

対する正しい知識を広める機会を設けていきます。 
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基本目標２ いきいきと輝く居場所のあるまちづくり 

＜施策の展開＞ 

施策の方向 施   策 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の

充実 

(1) 介護予防ケアマネジメント                       

(2) 協議体の設置及び生活支援コーディネーター               

(3) 介護予防・生活支援サービスの充実                  

２ フレイル（虚弱）対策の充実                   (1) 介護予防事業                              

(2) 高齢者の健康づくり事業 

３ 疾病の予防・重度化予防の充実（保

健事業との一体的な推進）    

(1) 国民健康保険等にかかる保健事業                   

(2) 各種保健事業                            

４ 生涯学習・生涯スポーツの充実 (1) 生涯学習の取組                            

(2) 生涯スポーツの取組                          

５ 多様な社会活動等への参加支援                  (1) 高齢者の活躍の場や社会参加機会の充実                 

(2) 高齢者の就業機会等の支援                       
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実              

総合事業は、訪問型・通所型サービス等の「介護予防・生活支援サービス事

業」と、介護予防教室等の「一般介護予防事業」で構成されています。「一般介

護予防事業」はすべての高齢者が対象となり、「介護予防・生活支援サービス事

業」は、原則として要支援者と基本チェックリストによるサービス事業対象者

で、介護予防ケアマネジメントを受けた人（以下、「介護予防・生活支援サービ

ス事業対象者」といいます。）が対象となります。 

●総合事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要支援・要介護認定申請 

を利用できます 

基本チェックリスト 

認  定 

相談する 
地域包括支援センター または 

岩倉市役所長寿介護課 に相談 

非該当 
生活機能の低下 

が見られた人 

自立した生活 

が送れる人 

要介護１～５の人 

介護サービス 

要支援１・２の人 

を利用できます 

介護予防サービス 

を利用できます 

介護予防・生活支援 
サービス事業 

を利用できます 

一般介護予防 
事業 

（65歳以上のすべて

の人が利用可能） 

総 合 事 業 

介護予防ケアマネジメント 

※介護予防・生活支援サービス事業対象

者となったあとでも、要介護認定を申

請することができます。 
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(1) 介護予防ケアマネジメント                       

利用者の心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じ、できる限り

高齢者自身が自分でできることは、自分で行うということを基本としていま

す（自立支援）。そのために、介護予防・生活支援サービスその他の適切な事

業が包括的・効率的に提供されるよう地域包括支援センターにおいて専門的

な視点から援助を行っています。 

図表Ⅴ-31 介護予防ケアマネジメント計画作成数の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

作成件数(件) 1,531 1,557 

＜第９期の取組＞ 

自立支援を基本とし、必要な人が必要なサービスを利用できるよう、引き

続き地域包括支援センターにおいて実施します。 

 

(2) 協議体の設置及び生活支援コーディネーター               

介護予防・生活支援サービスの体制整備にあたっては、市町村が中心とな

って、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会福祉法

人、社会福祉協議会、シルバー人材センター、地縁組織、民間企業などの多

様な主体によるサービス提供体制を構築し、高齢者を含め地域の支え合いの

体制づくりを推進していく必要があります。 

本市では、こうした多様な主体による多様な取組を円滑にしていくための

協議体として、生活支援推進ネットワーク会議を設置し、サービス提供主体

等の情報共有や連携強化を行っています。 

また、介護予防・生活支援サービスの体制整備を円滑に推進していくため

に、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を配置しています。

生活支援コーディネーターは、社会福祉協議会に委託し、住民主体による活

動の実施に向けた支援を行うとともに、地域の課題を収集し必要とされるサ

ービス提供体制の構築に努めています。 

生活支援体制整備事業として市内のサロンを紹介するパンフレットを作成

しました。サロンの補助金についても周知に努め、新たなサロンの立ち上げ

及び運営補助金の活用につながっています。 
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図表Ⅴ-32 生活支援推進ネットワーク会議の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数（回） １ １ 

＜第９期の取組＞ 

多様な主体による地域の支え合いの体制づくりを推進するとともに、地域

における住民主体による活動を支援します。また、地域資源の情報収集と情

報発信にとどまらず、把握した資源の活用に努めます。 

本市に合った第２層協議体の運営のあり方について検討を進めます。 

 

(3) 介護予防・生活支援サービスの充実                  

介護サービス提供事業所の専門性の高いサービスに加え、地域住民、ＮＰ

Ｏ、民間企業など多様な主体が提供主体として取り組めるよう支援し、地域

が本来持っている「互助」機能の強化を図っています。 

① 訪問型サービス                           

介護予防・生活支援サービス事業の対象者に対し、掃除、洗濯等の日常

生活上の支援を提供しています。 

＜本市における訪問型サービスの類型＞ 

区  分 サービス内容等 実施方法 

介護予防訪問介護相当サービス 

〇身体介護（入浴介助等） 

〇生活援助（掃除、洗濯、買

い物等） 

・事業者指定 

訪問型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

〇生活援助（掃除、洗濯、買

い物等） 

・事業者指定 

訪問型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

〇生活援助（掃除、洗濯、買

い物等） 

〇軽易な生活援助（ごみ出

し、電球交換等） 

・シルバー人材

センター 

 

図表Ⅴ-33 訪問型サービスの実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

介護予防訪問介護相当サービス 利用件数（件） 1,634 1,779 

訪問型サービスＡ 利用件数（件） 108 64 

訪問型サービスＢ 利用件数（件） ０ ０ 
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＜第９期の取組＞ 

利用者ニーズの把握に努めるとともに、住民主体によるサービスである

訪問型サービスＢについては、利用を促進するため、担い手の育成も含め、

サービスの趣旨や内容の周知に努めます。 

 

② 通所型サービス                           

介護予防・生活支援サービス事業の対象者に対し、機能訓練や集いの場

など日常生活上の支援を提供しています。 

＜本市における通所型サービスの類型＞ 

区  分 サービス内容等 実施方法 

介護予防通所介護相当サービス 〇生活機能向上のための機能訓練 ・事業者指定 

通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

〇ミニデイサービス 

〇運動・レクリエーション等 

・事業者指定 

通所型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

〇サロン活動等の通いの場（レク

リエーション・茶話会） 

・補助 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

 

〇生活機能を改善するための運動

器の機能の向上を目的とした教

室（３～６か月） 

・事業所委託 

図表Ⅴ-34 通所型サービスの実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

介護予防通所介護相当サービス 利用件数（件） 1,289 1,482 

通所型サービスＡ 利用件数（件） 250 339 

通所型サービスＢ(通いの場) 利用者数（人） 980 2,667 

通所型サービスＣ 利用者数（人） １ １ 

＜第９期の取組＞ 

利用者ニーズの把握に努めるとともに、通所型サービスB及び通所型サ

ービスCについては、サービスの趣旨や内容の周知に努めます。 
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③ 生活支援型給食サービス事業（その他の生活支援サービス）       

食事を作ることが困難なひとり暮らし高齢者等に対し、栄養バランスの

とれた食事を提供することにより、食生活の改善、健康保持及び安否確認

を行う生活支援型給食サービス事業を総合事業として実施しています。 

2023（令和５）年10月現在、４事業者と委託契約をしており、利用者

は希望する事業者を選択できます。 

図表Ⅴ-35 生活支援型給食サービス事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

利用者数（人） 106 101 

配 食 数（食） 19,001 21,018 

＜第９期の取組＞ 

自立支援の観点から、サービス提供にあたってはアセスメントを的確に

行います。また、より効果的に実施できるよう、提供体制を検討していき

ます。  
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２ フレイル（虚弱）対策の充実                   

高齢者の活動能力は年齢が上がるにしたがい低下していく傾向にあります。

運動能力や認知機能など心身の活力が低下した虚弱な状態(フレイル)にならな

いよう、健康づくりと社会参加を同時に進めていきます。 

 

(1) 介護予防事業                              

① スクエアステップを活用した介護予防事業              

認知機能の向上、転倒予防等に効果のある運動であるスクエアステップ

の普及をめざし、「スクエアステップ講座」を実施しています。また、講座

の受講者を中心とした自主サークル活動も立ち上がり、活動を支援してい

ます。 

図表Ⅴ-36 スクエアステップ講座の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数（回） 12 22 

参加者数（人） 321 525 

＜第９期の取組＞ 

長寿化の進展による要支援・要介護認定者の増加を抑制する効果的な手

法として、今後もスクエアステップの活用による認知機能の向上や運動器

の機能向上をめざした介護予防事業を実施していきます。 

 

② シルバーリハビリ体操を活用した介護予防事業            

2019(令和元)年度から、シルバーリハビリ体操を教える指導士の養成を

開始し、指導士が中心となり地域での普及に努めています。シルバーリハ

ビリ体操（シルリハ体操）は立つ、座る、歩くなど日常の生活に必要な筋

肉を鍛え、関節全体をやわらかくする効果があり、特別な器具を使用せず、

「いつでも」「どこでも」「ひとりでも」できる体操であり、フレイル（虚

弱）対策としての効果が期待されます。 
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図表Ⅴ-37 シルバーリハビリ体操指導士養成の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

参加者数（人） ８ 14 

図表Ⅴ-38 シルバーリハビリ体操教室の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数（回） 31 105 

 指導士会主催 18（３会場） 47（４会場） 

 指導士派遣の教室 13 25 

 派遣で定期開催 － 33（５会場） 

参加者数（人） 511 2,762 

 指導士会主催 264 1,663 

 指導士派遣の教室 247 558 

 派遣で定期開催 － 541 

図表Ⅴ-39 シルバーリハビリ体操介護予防教室の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数（回） ２ ３ 

参加者数（人） 20 32 

＜第９期の取組＞ 

シルバーリハビリ体操をフレイル（虚弱）対策の中心的な取組として位

置づけ、シルバーリハビリ体操指導士を積極的に養成するとともに、その

指導士と一緒に、あらゆる機会を活用してシルバーリハビリ体操の普及を

図っていきます。 

シルバーリハビリ体操に参加しやすい環境を整えられるよう、指導士の

養成や教室開催場所の拡大に努めます。 

 

③ 多世代交流センターさくらの家における介護予防事業         

高齢者等の憩いの場である多世代交流センターさくらの家では、高齢者

の生きがいづくりや介護予防などの事業を活発に開催しています。 

2021(令和３)年10月からシルバーリハビリ体操指導士主催の体操教室

を毎月定期開催しています。  
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図表Ⅴ-40 多世代交流センターさくらの家における介護予防事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数（回） 28 48 

参加者数（人） 417 838 

図表Ⅴ-41 多世代交流センターさくらの家におけるシルリハ体操指導士主催の体操教室の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数（回） ６ 12 

参加者数（人） 85 493 

＜第９期の取組＞ 

今後も高齢者が楽しみながら参加できる介護予防事業を継続的に実施し

ていきます。 

シルバーリハビリ体操指導士主催の体操教室は開催回数を増やし充実を

図ります。 

 

④ 地域包括支援センターによる介護予防事業               

地域包括支援センターでは体操やお話し会などの多様な企画を実施して

います。 

図表Ⅴ-42 介護予防教室の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

開催回数（回） ２ 23 

参加者数（人） 21 367 

＜第９期の取組＞ 

市内に多くの介護予防を目的とした教室があるため、今後、地域包括支

援センターの活動としては、教室という形式ではなく、介護予防講演会の

開催などを通じて介護予防の重要性などの周知啓発に努めていきます。 
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(2) 高齢者の健康づくり事業                        

保健センターでは、高齢者の健康・体力の維持を目的として、健康づくり

や認知症予防に取り組むとともに、市民の自主的な活動を支援しています。 

ウォーキング推進事業については、2021（令和３）年度から新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、集団でのウォーキングを中止しました。 

2022（令和４）年度からウォーキングコース記録表といわくら健康マイレ

ージのチャレンジシートを配布して、各自で楽しくウォーキングに取り組め

るようにしました。 

図表Ⅴ-43 ウォーキングコース記録表配布数の実績 

区    分 2022（令和４）年度 

配布枚数（枚） 46 

＜第９期の取組＞ 

今後も高齢者の健康・体力の維持を目的として、健康づくりや認知症予防

に取り組むとともに、市民の主体的な活動の支援に努めます。 
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３ 疾病の予防・重度化予防の充実（保健事業との一体的な推進）    

高齢者がいきいきと暮らしていくためには、心身が健康であることが大切で

す。いつまでも健康で介護を必要としない状態を維持するための保健事業を充

実させます。また、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行

うため、介護予防と高齢者の保健事業との一体的な実施を進めます。 

 

(1) 国民健康保険等にかかる保健事業                   

① 特定健康診査・特定保健指導、後期高齢者健康診査          

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳から74歳を対象に、

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）とその予備群を見つけ、生

活習慣病を予防するための特定健康診査・特定保健指導を実施しています。

また、75歳以上の人は、後期高齢者医療広域連合が市町村へ委託して健康

診査を実施しています。 

特定健康診査の受診率向上を図るため、2020（令和２）年度から、人工

知能技術を用いた特定健康診査及び医療の受診状況の分析により、効率的

かつ効果的な受診勧奨を行っています。2021（令和３）年度から予約制と

し、待ち時間の縮小や混雑緩和のための受診環境整備を行いました。また、

2022（令和４）年度からインターネットによる申込環境を整備しました。 

特定保健指導については、健診後、血糖値や血圧が高い人に対して、保

健師及び管理栄養士が電話及び窓口において保健指導を実施しています。

さらに市民窓口課と健康課が連携し、2019（令和元）年度から、特定保健

指導の集中実施期間を設け、特定保健指導利用率の向上に努めています。 

人間ドック費用助成事業の利用促進のため、2020（令和２）年度には対

象医療機関を12か所とし、受診しやすい環境整備に努めています。 
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図表Ⅴ-44 国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導の実績 

区  分 
2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

対象者 受診者 対象者 受診者 

特定健康診査(人) 7,088 2,088 6,865 2,085 

特定保健指導利用者(人) 302 81 288 62 

 
対 象 者：40～74歳の国民健康保険被保険者 

実施機関：岩倉市国民健康保険 

 
図表Ⅴ-45 後期高齢者医療 健康診査の実績 

区  分 
2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

対象者 受診者 対象者 受診者 

健康診査(人) 6,347 1,396 6,528 1,564 

 
対 象 者：後期高齢者医療被保険者 

実施機関：後期高齢者医療広域連合が市へ委託して実施 

＜第９期の取組＞ 

引き続き、受診率向上のため周知啓発を行うとともに、受診結果を踏ま

えた生活習慣病予防の支援に努めます。 

なお、2022（令和４）年度から開始した高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施により、健康課、長寿介護課、市民窓口課及び関係機関が連携

し、効率的かつ効果的な実施に向けて取り組みます。 

 

② 脳ドック等検診                          

脳梗塞などの脳血管障害やその他の危険因子を早期に発見し、それらの

発症や進行の防止を図るため、脳ドック、脳検査を実施しています。国民

健康保険加入者及び後期高齢者医療加入者に対し、保険税（料）通知書の

送付時に、脳ドック等検査費用助成制度のチラシを同封し周知を図ってい

ます。 

図表Ⅴ-46 脳ドック等検診の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

国民健康保険被保険者 受診者数(人) 71 62 

後期高齢者医療被保険者 受診者数(人) 43 49 

 

対 象 者：国民健康保険被保険者（35歳以上）、後期高齢者医療被保険者 

実施機関：市 
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＜第９期の取組＞ 

今後も、受診を希望する人が、適切に検診が受けられるよう事業の周知

を図ります。 

 

(2) 各種保健事業                            

① 健康手帳の交付                          

健康に対する知識の普及とともに、健康診査の結果を記録し、市民自ら

の健康管理に役立てるために交付しています。 

保健センターの事業実施時に交付し、健康診査や健康相談時に記載し、

健康手帳の活用促進に努めています。 

図表Ⅴ-47 健康手帳交付の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

発行数（冊） 25 38 

 

対 象 者：40歳以上の人 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

今後も健康に対する知識の普及とともに、健康診査の結果を記録し、市

民自らの健康管理に役立てるために交付します。 

また、保健センターの事業実施時に交付し、健康診査や健康相談時に記

載し、健康手帳の活用促進に努めていきます。 

 

② ヤング健診(健康診査)                                              

生活習慣病の早期予防に努めるために、20～39歳の人及び40歳以上の

医療保険未加入者を対象に、健康診査を実施しています。 

2018（平成30）年度から、健診日4日間のうち2日間レディスセット検

診を同日実施し、受診しやすい体制の整備に努めています。 

図表Ⅴ-48 ヤング健診の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

40歳以上の生活保護受給者等 受診者数(人) 27 18 

20～39歳の希望者 受診者数(人) 101 88 
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対 象 者：20～39歳の人及び40歳以上の医療保険未加入者 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

ヤング健診について、引き続き、広く周知啓発するとともに、受診後の

結果を生かし、生活習慣病の予防に努め、自分自身で健康管理に取り組め

るよう支援していきます。また、若い頃から健康管理できるよう、土日健

診や他の検診と同時に受診できるなど、今後も受診しやすい環境整備を検

討します。 

 

③ がん検診                                                          

三大生活習慣病の一つであるがんを早期発見するための各種がん検診、

ねたきりの原因となる骨折予防を図るための骨粗しょう症検診を実施して

います。また、2018（平成30）年度からレディスセット検診の種類を3種

類に増やし、受診しやすい体制の整備に努めています。 

図表Ⅴ-49 がん検診等の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

胃がん（Ｘ線） 受診者数(人) 410 367 

胃がん（内視鏡） 受診者数(人) 24 42 

大腸がん 受診者数(人) 700 610 

乳がん（エコー） 受診者数(人) 359 390 

乳がん（マンモグラフィ） 受診者数(人) 513 397 

子宮頸がん 受診者数(人) 582 425 

肺がん(Ｘ線)  受診者数(人) 937 961 

肺がん(喀痰) 受診者数(人) 52 44 

前立腺がん  受診者数(人) 201 185 

骨粗しょう症 受診者数(人) 401 398 

※新たなステージに入ったがん検診総合支援事業（乳がん・子宮頸がん）対象者分は含まず。 

図表Ⅴ-50 新たなステージに入ったがん検診総合支援事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

乳がん 受診者数(人) 99 62 

子宮頸がん 受診者数(人) 32 28 

 
対 象 者：胃がん（X線）・大腸がんは30歳以上、胃がん（内視鏡）は50歳以上、肺がん

は40歳以上、乳がん（エコー）は30歳以上の女性、乳がん（マンモグラフィ）

は40歳以上の女性、子宮頸がんは20歳以上の女性、前立腺がんは50歳以上の

男性、骨粗しょう症検診は18歳以上の女性 

実施機関：市 
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＜第９期の取組＞ 

今後も、がん検診の必要性の周知や受診勧奨、がん予防啓発に取り組み

ます。また、受診者の利便性に配慮して効率よく受診できるよう体制を整

備していきます。 

 

④ 歯科健康診査                                                      

口腔内や歯の健康を維持し食べる楽しみが持てるよう、歯の喪失を防ぐ

ために成人歯科健康診査及び高齢期の入り口である65歳時に介護予防の観

点から節目歯科健康診査を実施していましたが、2018（平成30）年度か

らは、誰もが生涯を通じて口腔機能や歯の健康を保つことができるよう、

歯周病や口腔機能低下の予防啓発に努めるとともに、健診項目の充実や節

目の年に市内医療機関での個別健診としました。さらに、節目の年に、

2020（令和２）年度からは20歳、2021（令和３）年度からは80歳を加え、

誰もが生涯を通じて歯の健康を保つことができるように努めました。また、

糖尿病予備群に対して、歯科健康診査を実施しています。 

図表Ⅴ-51 歯科健康診査の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

節目歯科健康診査 
受診者数(人) 651 634 

受 診 率(％) 13.0 12.5 

糖尿病予防歯科健康診査 
受診者数(人) 35 36 

受 診 率(％) 15.7 17.6 

 

事 業 名：節目歯科健康診査 

対 象 者：20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・65歳・70歳・76歳・80歳の人 

実施機関：市 

事 業 名：糖尿病予防歯科健康診査 

対 象 者：特定健康診査及び人間ドック受診結果でHbA1cが受診勧奨及び特定保健指導対

象者のうちHbA1cが保健指導に該当する人 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

節目歯科健康診査の受診率向上をめざすとともに、引き続き、口腔機能

や歯の健康を保つことができるよう歯周病や口腔機能低下の予防啓発に努

めます。 
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⑤ 生活習慣病予防事業                                                 

健康診査や骨粗しょう症検診などの結果を基に、生活習慣病予防の健康

講座を開催しています。 

若い世代への健康情報発信の機会として、ヤング健診時に体力チェック

と運動指導、乳がんの自己検診法指導を行いました。また、メタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、高血圧症、脂質異常症などの

生活習慣病予防に関する講演会、栄養教室、運動教室等を開催するととも

に、継続的な生活習慣病予防に取り組むために、愛知県が開発したアプリ

「あいち健康プラス」を導入して、いわくら健康マイレージ事業を実施し

ています。 

図表Ⅴ-52 生活習慣病予防事業の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

生活習慣病予防事業 参加者数(人) 60 750 

いわくら健康マイレージ事業 「まいか」発行数(人) 117 111 

 
対 象 者：市民 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

今後も、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、高血

圧症、脂質異常症などの生活習慣病を予防するため、きめ細かい個別指導

や健康教室の充実を図ります。また、教室等に参加した後も、継続して生

活習慣の改善に取り組めるよう支援していきます。 

 

⑥ 健康相談                             

日常的な健康管理に役立てられるよう保健センターでは「健康チェック

の日」を設け、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、作業療法士が健康相談

を実施しました。また、健診結果を基に栄養や運動などの生活習慣改善指

導のほか、随時、電話相談・面接相談を実施しています。 

図表Ⅴ-53 健康相談の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

健康相談 利用者数(人) 151 181 

電話相談(随時) 利用者数(人) 10 32 

面接相談(随時) 利用者数(人) 7 38 
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対 象 者：市民 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

相談事業の周知を図るとともに、相談内容により、保健師、管理栄養士、

歯科衛生士、作業療法士の専門職員が相談にあたり、総合的に相談を受け

られる体制を継続していきます。 
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４ 生涯学習・生涯スポーツの充実                  

生涯学習・生涯スポーツ、レクリエーション等への参加を通じて、高齢者が

家に閉じこもらず積極的に外に出ることにより、高齢者同士、高齢者と他の世

代が交流できるよう、高齢者の社会参加と生きがいのある生活を支援します。 

 

(1) 生涯学習の取組                            

いつまでも、生きがいを持ち、住み慣れた地域で元気に暮らし続けるため

には、生涯学習の果たす役割は重要となっています。 

そこで、誰もが楽しみながら知的好奇心を持って、趣味や学習などの活動

に主体的に取り組めるよう、講座等の充実に努め、生涯学習を推進していま

す。 

① 生涯学習講座の充実                         

本市では、生涯学習センターを拠点に生涯学習講座を開催しています。

2021（令和３）年度・2022（令和４）年度ともに101講座を開催しまし

た。高齢者向けの講座については、各年度とも４講座を開催し、そのすべ

てで定員を超える申込みがありました。 

図表Ⅴ-54 生涯学習講座の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

生涯学習講座 講座数(講座) 101 101 

 うち高齢者向け講座 講座数(講座) 4 4 

 

対 象 者：市民 

実施機関：市、指定管理者 

＜第９期の取組＞ 

今後も、高齢者の生涯学習に対するニーズを把握して魅力的な生涯学習

講座の企画・実施に努めます。 
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② 生涯学習環境の充実                          

本市では、生涯学習センター、図書館などの施設が生涯学習の場として

利用されています。図書館では、大活字本の収集に努めました。また、音

訳図書や点字図書を図書館に所蔵し、視覚による表現の認識に障がいのあ

る人も本の世界を楽しめる環境を提供しました。 
 

対 象 者：市民 

実施機関：市、指定管理者 

＜第９期の取組＞ 

市内にある既存の生涯学習施設については、高齢者を含めた多様な学習

ニーズに対応した施設・設備の充実や運営方法を検討し、施設の有効活用

を図ります。特に、図書館については、今後も、大活字本や音訳図書、点

字図書を備え、高齢者に配慮した蔵書の充実を図ります。 

 

③ 「農」をテーマとした健康づくり・生きがい活動の展開         

生きがい活動や健康づくり、レクリエーション活動の一環として、身近

な地域で野菜づくりや園芸等ができるよう、本市では市民農園や農業体験

塾、稲づくり農業体験を実施しています。 

市民農園、農業体験塾、稲づくり農業体験について広報紙及び市ホーム

ページに掲載することにより、利用の促進に努めています。 
 

対 象 者：市民 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

今後も、引き続き、市民農園、農業体験塾、稲づくり農業体験について

積極的にＰＲを行い、利用の促進に努めていきます。また、市民農園につ

いては、高齢者がより利用しやすくなるように、設備の充実に努めます。  
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(2) 生涯スポーツの取組                          

スポーツは、心身の発達を促進するとともに、健康で文化的な生活を営む

上で重要です。特に、体力的な衰えが生じる高齢期においては、無理をせず

に、健康の維持・増進・管理を自ら行っていく意識が大切です。 

そこで、ライフステージに応じた「豊かなスポーツライフの実現」をめざ

し、生涯スポーツ教室等の充実に取り組んでいます。 

① 生涯スポーツ教室等の充実                      

本市では、生涯スポーツの振興を図るため、岩倉スポーツクラブに委託

しカローリングやミニテニス等のニュースポーツ教室のほか、カローリン

グ大会、歩こう会などを開催しています。また、スポーツ協会に委託し、

グラウンドゴルフ大会を年２回、バウンドテニスやインディアカなど生涯

スポーツが楽しめるスポーツレクリエーション祭を年１回開催しています。 

総合体育文化センターでは、指定管理者により、高齢者が気軽に参加で

きる教室を、年間を通じて開催しています。 
 

対 象 者：市民 

実施機関：市、指定管理者、スポーツ協会、岩倉スポーツクラブ 

＜第９期の取組＞  

今後も、スポーツ協会、スポーツ推進委員、岩倉スポーツクラブ等と連

携し、子どもから高齢者まで誰でも気軽に参加できる教室やイベント、大

会開催の支援に努めます。なお、各スポーツ教室やイベントにおいて、参

加者数が減少しているため、参加者の意見を随時把握し、内容の見直しを

検討します。 

 

② スポーツによる若い年代からの健康づくりの取組            

多世代交流の促進を図るため、スポーツ推進委員と連携し、ボッチャ体

験会を定期的に開催したほか、スポーツ推進委員、スポーツ協会等と協力

し各種イベントを開催しています。 

総合体育文化センターでは、指定管理者により、若い世代から参加でき

るスポーツ教室を開催しています。  
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対 象 者：市民 

実施機関：市、指定管理者、スポーツ協会、岩倉スポーツクラブ 

＜第９期の取組＞ 

若い世代から高齢者まで生涯にわたってスポーツに親しめるような環境

づくりに努めるとともに、多世代交流の促進に繋がる教室やイベント等を

開催していきます。 
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５ 多様な社会活動等への参加支援                  

高齢者が地域のつながりの中で、生活の質を高めたり、能力を向上させたり、

自分自身の人生を充実させる努力を続けることは重要なことです。高齢者が自

分のライフスタイルにあった生きがいを見つけ、積極的に社会参加できるよう

な環境を整えていきます。また、今日のデジタル社会の進行の中で、高齢者が

取り残されることがないよう配慮します。 

 

(1) 高齢者の活躍の場や社会参加機会の充実                 

① サロン等への支援                          

家に閉じこもり、孤立しがちな高齢者等が、仲間や地域の人々との交流

の中で生きがいを持って生活していくことを目的としてふれあい・いきい

きサロン事業を実施しています。社会福祉協議会が中心となり市内を７つ

の小地域に区分（社会福祉協議会支会）して実施しています。 

また、老人クラブや地域住民の有志などが主体となり、公会堂や集会所

などを利用した高齢者のサロンが実施されています。2017（平成29）年

度から通いの場としての住民主体のサロンの立ち上げや活動のための補助

金を交付し、支援しています。 

図表Ⅴ-55 高齢者交流サロン活動費補助金交付の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

交付件数(件) ３ ５ 

 
対 象 者：高齢者等 
実施機関：市、社会福祉協議会 

＜第９期の取組＞ 

高齢者の身近な「通いの場」として地域でのサロンの開催を支援し、孤

立しがちな高齢者が地域とのつながりや身近な人々との交流する機会の確

保に努めます。 
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② 老人憩の家・多世代交流センター運営事業               

南部老人憩の家と多世代交流センターさくらの家は、高齢者等が日常的

に集う交流の場として活用されています。高齢者の教養の向上、レクリエ

ーション、趣味活動など各種行事を実施し、高齢者の生きがいづくりの場

を提供し、健康増進を図っています。また、多世代交流センターさくらの

家では多世代交流を目的とした取組を推進しています。 

南部老人憩の家の運営については、老人クラブ連合会に委託しています。 

図表Ⅴ-56 南部老人憩の家及び多世代交流センターさくらの家の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

南部老人憩の家 利用者数(人) 6,579 13,386 

多世代交流センターさくらの家 利用者数(人) 5,408 15,058 

 

対 象 者：60歳以上の市民（多世代交流センターさくらの家は小学生以下の子どもと同

行の保護者を含む） 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

南部老人憩の家の運営を通して、高齢者の生きがい及び健康づくりを推

進するとともに、多世代交流センターさくらの家を多世代交流の場として

活用を図ります。 

 

③ 老人クラブ連合会助成事業                      

老人クラブ連合会の活動は、健康・友愛・奉仕を柱に各種事業を展開し

ています。高齢者の生きがいづくりや健康づくり、社会参加などを目的と

していることから、老人クラブ連合会助成事業として支援しています。 

図表Ⅴ-57 老人クラブの実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

会員数(人) 2,469 2,381 
 

対 象 者：老人クラブ連合会会員 

実施機関：市 
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＜第９期の取組＞ 

老人クラブの会員拡大のため、広報紙等による周知・啓発等を行うとと

もに、活動の支援に努めます。 

また、敬老週間における多世代交流センターさくらの家・南部老人憩の

家での多世代交流事業や、ふれあい歩け歩け大会を委託し、魅力ある事業

の創出と、役員の後進の育成などの支援に努めます。 

 

④ 節目年齢を契機とした社会参加の促進                 

80歳以上の人を対象とした敬老事業など社会参加を促す事業を実施して

います。 

また、定年を迎えた年代が、家に閉じこもることなく、地域デビューを

するきっかけづくりとして、当年度に65歳になる人を対象に、イベントと

交流会を内容とした「65歳の集い」を実施しています。 

図表Ⅴ-58 「65歳の集い」の実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

参加者数(人) 70 79 

 

対 象 者：当年度中に 65歳になる市民 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

社会参加を促す機会として敬老事業などを実施していきます。65歳の集

いについては、従来、地域活動の主軸を担っていたこの年代が、ライフス

タイルや価値観の多様化等により、地域とのつながりが希薄になってきて

いるため、地域とのつながりをつくるきっかけとして継続して実施してい

きます。 

 

(2) 高齢者の就業機会等の支援                       

シルバー人材センターでは、60歳以上の市民を対象に長年培った職業的

経験や技能を生かすことのできる仕事を提供し、高齢者の社会参加の促進、

生きがい就労への支援を行っています。 

高齢者の就業は、社会参加と健康保持に有効であるため、シルバー人材
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センターの活動を支援していきます。また、高齢者が長年培ってきた知識

や経験を生かし働けるよう、犬山公共職業安定所と連携し、市ホームペー

ジへの掲載等を行うことにより、高齢者雇用の情報提供に努めています。 

図表Ⅴ-59 シルバー人材センターの実績 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

登録者数(人) 295 296 

 

対 象 者：60歳以上の市民 

実施機関：シルバー人材センター 

＜第９期の取組＞ 

高齢者の就業を通じた社会参加と健康保持のため、シルバー人材センタ

ーを引き続き支援します。なお、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問

型サービスの担い手として協力を要請していきます。 

高齢者の就業については、犬山公共職業安定所等とも連携しながら高齢

者雇用の情報提供に努めていきます。 
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基本目標３ 介護を安心して受けられる居場所のあるまちづくり 

＜施策の展開＞ 

施策の方向 施   策 

１ 自立支援・重度化防止へ

の取組と目標 

○事業量を表すアウトプット指標                    

○事業の成果を表すアウトカム指標                          

２ 居宅サービスの充実                (1) 訪問介護                                   

(2) 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護                   

(3) 訪問看護・介護予防訪問看護                          

(4) 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション             

(5) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導                  

(6) 通所介護                                

(7) 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション            

(8) 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護              

(9) 地域密着型通所介護                    

(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護             

(11) 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

(12) 看護小規模多機能型居宅介護                 

(14) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護                   

(15) 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護                     

(16) 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与                     

(17) 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費                 

(18) 住宅改修・介護予防住宅改修                        

(19) 居宅介護支援・介護予防支援                         

３ 施設・居住系サービスの

充実 

(1) 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護              

(2) 地域密着型特定施設入居者生活介護              

(3) 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

(4) 介護老人福祉施設                                 

(5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護           

(6) 介護老人保健施設                              

(7) 介護医療院                                     

４ 介護保険事業の円滑な運

営 

(1) 介護保険事業費の見込み                           

(2) 第１号被保険者の保険料                           

(3) 介護給付適正化事業                         

(4) 介護相談員派遣事業                         

(5) リハビリテーション提供体制の充実                    
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施策の方向 施   策 

５ 認知症施策の充実                 (1) 認知症ケアパスの普及と認知症に関する啓発              

(2) 認知症サポーターの養成                       

(3) 認知症高齢者の居場所づくり                     

(4) 認知症初期集中支援チームの充実                   

(5) 認知症地域支援推進員の充実                      

(6) 認知症地域支援推進ネットワーク会議を中心としたネットワ

ークの構築    

(7) 若年性認知症の人に対する支援の充実                 

(8) 運動を活用した認知症予防の推進                   

６ 高齢者の権利擁護・虐待

防止 

(1) 権利擁護事業の推進                         

(2) 高齢者虐待防止の推進  

７ 福祉・介護人材の確保・

定着の支援 

(1) 福祉・介護の仕事の魅力の「見える化」                 

(2) 事業者との連携強化                          

(3) アクティブシニアの参加促進                     

(4) 小・中・高校生の介護現場における体験交流の機会の創出  
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１ 自立支援・重度化防止への取組と目標              

2018（平成 30）年度の介護保険制度改正により、介護保険事業計画に、高

齢者の地域における自立した日常生活の支援、介護予防又は重度化防止の取組

とその目標を設定することが規定されました。そこで、第８期計画の事業のう

ち、高齢者の自立支援・重度化防止に資する事業について、その事業量を表す

活動（アウトプット）指標と、その成果を表す成果（アウトカム）指標を設定

して評価を行いました。 

■第８期の評価                                                        

① 事業量を表すアウトプット指標                    

本市では、第８期計画において、介護予防及び住民の支えあいに資する

事業等の参加者等をアウトプット指標として設定しました。 

訪問型サービスＢは、利用実績がありませんでした。通所型サービスＢ

の利用者数及び実施箇所数、スクエアステップを活用した介護予防事業延

利用者数、シルバーリハビリ体操指導士数（養成者数）、いきいき介護サポ

ーター実登録者数については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で、

目標達成には至りませんでしたが、増加傾向にあります。 

図表Ⅴ-60 事業量を表すアウトプット指標の目標と実績 

指 標 

基準値 

目標 

実 績 

2019 

(元)年度 

2021 

(令和３)年度 

2022 

(令４)年度 

訪問型サービスＢ（住民参加によるサービ

ス）利用者数 
０人 増加 ０人 ０人 

通所型サービスＢ（住民主体による支援）利

用者数 
5,673人 増加 980人 2,667人 

 実施箇所数（高齢者サロンの立ち上げ） ８か所 増加 ３か所 ２か所 

スクエアステップを活用した介護予防事業延

利用者数 
682人 増加 321人 525人 

シルバーリハビリ体操指導士数（養成者数） 22人 増加 ８人 14人 

いきいき介護サポーター実登録者数 30人 増加 25人 25人 
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② 事業の成果を表すアウトカム指標                    

本市では、第８期計画において、75歳以上の人の要介護３～５の認定率

の抑制をアウトカム指標として設定しました。 

2021(令和３)年度は7.9％、2022(令和４)年度は7.6％、2023（令和５）

年度には7.2％となっており、目標を達成しています。 

図表Ⅴ-61 成果を表すアウトカム指標の目標と実績 

指 標 

基準値 

目標 

実 績 

2020 

(令和２)年

度 

2021 

(令和３)年度 

2022 

(令４)年度 

2023 

(令５)年度 

75歳以上の要介護３～５認定

率（10月１日時点） 
7.5％ 

7.5％ 

以下 
7.9％ 7.6％ 7.2％ 

 

＜第９期の指標＞                                                      

① 事業量を表すアウトプット指標の目標                 

本市における第９期計画の高齢者の地域における自立した日常生活の支

援、介護予防又は重度化防止の取組とその目標は、計画の継続性を考慮し、

第８期計画を継承します。 

図表Ⅴ-62 事業量を表すアウトプット指標 

評価指標 
2022（令和４）年度 

実績 
目標 

訪問型サービスＢ（住民参加によるサービス）利用者数 ０人 増加 

通所型サービスＢ（住民主体による支援）利用者数 2,667人 増加 

 実施箇所数（高齢者サロンの立ち上げ） ２か所 増加 

スクエアステップを活用した介護予防事業延利用者数 525人 増加 

シルバーリハビリ体操指導士数（養成者数） 14人 増加 

いきいき介護サポーター実登録者数 25人 増加 
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② 事業の成果を表すアウトカム指標の目標                

本市における第９期計画の高齢者の地域における自立した日常生活の支

援、介護予防又は重度化防止の取組とその目標のアウトカム指標は、アウ

トプット指標と同様に、計画の継続性を考慮し、第８期計画の指標を継承

します。 

図表Ⅴ-63 成果を表すアウトカム指標 

評価指標 
2023（令和５）年度 

実績 
目標 

75歳以上の要介護３～５認定率 

［要介護３～５の認定者数÷75歳以上の第１号被保険

者数×100］ 

7.2％（10月１日時点） 

［494人÷6,828人×100］ 
7.2％以下 
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２ 居宅サービスの充実                       

高齢者等の生活と介護についてのアンケートの結果によると、心身の状況や

世帯の状況にかかわらず、多くの市民が住み慣れた自宅で生活し続けることを

望んでいます。 

在宅介護の推進という介護保険の理念に立ち返り、居宅の要支援・要介護認

定者が、必要なときに、必要な居宅サービスを利用できるよう、サービス提供

体制の充実を図っていきます。 

居宅サービス量の見込みにあたっては、推計した要支援・要介護認定者数か

ら、施設・居住系サービス受給者の推計値を差し引いて居宅サービス受給対象

者数とし、この居宅サービス受給対象者数に2022（令和４）年度の各居宅サー

ビス受給率を基に、高齢者のみの世帯の増加など居宅介護をめぐる情勢の変化

等を勘案して設定した受給率を乗じて各居宅サービスの利用者数を推計しまし

た。 

図表Ⅴ-64 居宅サービス受給対象者数の推計                  単位：人 

  
2024 

(令６)年
度 

2025 
(令７)年

度 

2026 
(令８)年

度 

2030 
(令12)年

度 

2035 
(令17)年

度 

2040 
(令22)年

度 

2045 
(令27)年

度 

2050 
(令32)年

度 

要支援 768 781 803 849 858 835 824 853 

要介護 998 1,033 1,067 1,140 1,196 1,172 1,155 1,169 

 

 

  



102 

(1) 訪問介護                                   

訪問介護員（ホームヘルパー）が要介護者の居宅を訪問し、入浴・排せ

つ・食事等の世話やその他の日常生活上の世話を行います。 

【現状と見込み】 

サービス提供にあたっては、利用者に自らができることを継続できるよう

支援するとともに、供給体制の充実を図ります。また、適切なアセスメント

により訪問介護計画に基づき提供するよう助言・指導を行います。 

図表Ⅴ-65 訪問介護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

利用者数 

（人／月） 
256 281 300  306  320  335  358  377  378  371  375  

サービス量 

（回／月） 
8,571  10,220  12,528  12,693  13,255  14,008  14,937  15,799  15,919  15,627  15,751  

 

図表Ⅴ-66 訪問介護のサービス量の推移（介護給付） 
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(2) 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護                   

要介護者の居宅を入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴者等で訪問し、で

きるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるよう入浴の介護を行

い、身体の清潔の保持や心身機能の維持向上を図ります。 

【現状と見込み】 

比較的重度の人が、生活の質を維持しながら、在宅において暮らし続けら

れるよう利用を促進するとともに、供給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-67 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予

防

給

付 

利用者数 

（人／月） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

サービス量 

（回／月） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

介

護

給

付 

利用者数 

（人／月） 
18 22 24  25  26  27  30  30  29  30  24  

サービス量 

（回／月） 
100 132 138 145 152 156 163 182 182 175 182 

 

図表Ⅴ-68 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護のサービス量の推移（介護給付） 
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(3) 訪問看護・介護予防訪問看護                          

主治医の意見を求め、訪問看護ステーションや病院・診療所から看護師等

が要介護者の居宅を訪問し、病状の観察や床ずれの手当など心身機能の維持

回復のために療養生活の支援を行います。病院などを拠点に、患者の継続看

護の一環として行われる場合もあります。 

【現状と見込み】 

医療的ケアを要する人でも安心して自宅で生活が継続できるよう、利用を

促進するとともに、供給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-69 訪問看護・介護予防訪問看護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予

防

給

付 

利用者数 

（人／月） 
25 29 30  30  32  33  35  35  35  34  35  

サービス量 

（回／月） 
173 205 208  211  224  232  246  246  246  238  246  

介

護

給

付 

利用者数 

（人／月） 
120 130 136  142  148  154  164  173  174  171  173  

サービス量 

（回／月） 
1,313 1,470 1,543 1,616 1,683 1,763 1,870 1,983 1,998 1,966 1,983 

 

図表Ⅴ-70 訪問看護・介護予防訪問看護のサービス量の推移 
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(4) 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション             

理学療法士や作業療法士などが要介護者の居宅を訪問して、主治医の指導

に基づき、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために理学療法や

作業療法その他の必要なリハビリテーションを行います。 

【現状と見込み】 

利用者の心身機能の維持向上を図り、自立した生活への復帰をめざせるよ

う、利用を促進するとともに、供給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-71 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予

防

給

付 

利用者数 

（人／月） 
2  5  8  8  8  8  9  9  9  9  9  

サービス量 

（回／月） 
26  49  78  100  100  100  113  113  113  113  113  

介

護

給

付 

利用者数 

（人／月） 
8  9  9  11  12  12  13  14  14  13  14  

サービス量 

（回／月） 
68  75  75  92  101  101  109  116  116  109  116  

 

図表Ⅴ-72 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションのサービス量の推移 

 

 

 

 

 

  

68 75 75 92 101 101 109 116 116 109 116
26

49
78

100 100 100
113 113 113 113 113

93
124

153

191 200 200
221 229 229 221 229

0

100

200

2021

年度

2022

年度

2023

年度

2024

年度

2025

年度

2026

年度

2030

年度

2035

年度

2040

年度

2045

年度

2050

年度

予防給付 介護給付
(回／月)



106 

(5) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導                  

医師、歯科医師、薬剤師などが通院困難な要介護者の居宅を訪問し、療養

上の管理や指導を行い在宅療養生活の質の向上を図ります。 

【現状と見込み】 

医療的ケアを要する人でも安心して自宅での生活が継続できるよう、利用

の促進を図っていきます。 

図表Ⅴ-73 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
22  29  41  41  42  43  46  46  45  45  46  

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
265  300  333  328  342  358  382  405  405  398  401  

 

図表Ⅴ-74 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導のサービス量（利用者数）の推移 
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(6) 通所介護                                

要介護者が日帰りでデイサービス事業所に通い、入浴・排せつ・食事等の

介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話と

機能訓練を受けるサービスです。 

【現状と見込み】 

利用者の心身の機能向上と家族介護者のレスパイトケア（心理的負担の軽

減）を図り、自宅での生活が継続できるよう、利用を促進するとともに、供

給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-75 通所介護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

利用者数 

（人／月） 
191 189 198  206  214  222  237  251  250  245  249  

サービス量 

（回／月） 
2,185 2,172 2,278 2,384 2,477 2,574 2,747 2,908 2,900 2,841 2,886 

 

図表Ⅴ-76 通所介護のサービス量の推移(介護給付) 
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(7) 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション            

要介護者が介護老人保健施設や医療施設等に通い、心身機能の維持回復・

日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテ

ーションを受けるサービスです。 

【現状と見込み】 

通所介護と同様に、利用者の心身の機能向上と家族介護者のレスパイトケ

ア（心理的負担の軽減）を図り、自宅での生活が継続できるよう、利用を促

進するとともに、供給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-77 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
191  193  201  204  206  213  225  227  221  218  226  

介

護

給

付 

利用者数 

（人／月） 
225 224 236  243  253  262  280  296  295  289  294  

サービス量 

（回／月） 
2,284 2,234 2,211 2,487 2,588 2,685 2,866 3,034 3,028 2,965 3,015 

 

図表Ⅴ-78 介護予防通所リハビリテーションのサービス量（利用者数）の推移（予防給付） 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅴ-79 通所リハビリテーションのサービス量の推移（介護給付） 
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(8) 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護              

［地域密着型サービス］ 

認知症の人がデイサービス事業所に通い、入浴・排せつ・食事等の介護、

生活相談・助言や健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を受けるサ

ービスです。 

【現状と見込み】 

2023(令和５)年12月現在、市内には認知症対応型通所介護事業所が１か

所整備されています。今後、認知症の人の増加の傾向や需要動向に注視しな

がら、供給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-80 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予

防

給

付 

利用者数 

（人／月） 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

サービス量 

（回／月） 
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

介

護

給

付 

利用者数 

（人／月） 
31 29 30 31 33 34 37 37 37 37 37 

サービス量 

（回／月） 
349 287 286 301 318 331 359 359 359 359 359 

 

図表Ⅴ-81 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護のサービス量の推移 
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(9) 地域密着型通所介護［地域密着型サービス］                    

日中、利用定員18人以下の小規模のデイサービス事業所に通い、食事、入

浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを受けるサービス

です。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、市内に地域密着型通所介護事業所は４か所

整備されています。通所介護と同様に、利用者の心身の機能向上と家族介護

者のレスパイトケア（心理的負担の軽減）を図り、自宅での生活が継続でき

るよう、利用を促進するとともに、供給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-82 地域密着型通所介護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

利用者数 

（人／月） 
54 61 62 65 68 70 75 79 78 77 78 

サービス量 

（回／月） 
577 632 583 681 711 733 786 827 816 806 816 

 

図表Ⅴ-83 地域密着型通所介護のサービス量の推移 
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(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護［地域密着型サービス］             

重度者をはじめとした要介護認定者の在宅生活を支えるため、日中・夜間

を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しなが

ら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、市内に定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は１か所整備されています。 

在宅介護の可能性を高めるという観点から、利用の促進を図ります。 

図表Ⅴ-84 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

利用者数 

（人／月） 
16 16 14  14  14  15  17  17  17  17  17  

 

図表Ⅴ-85 定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス量（利用者数）の推移 
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(11) 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

［地域密着型サービス］ 

住み慣れた地域において、心身の状況や環境等に応じて、「通い」を中心と

して、利用者の状態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせ

て、顔なじみの職員に介護してもらうサービスです。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、市内に小規模多機能型居宅介護事業所は２

か所整備されています。在宅介護の可能性を高めるという観点から、有効な

サービスであるため、利用を促進するとともに、供給体制の充実を図ります。 

図表Ⅴ-86 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
43 47 49 52 52 56 59 62 61 61 61 

 

図表Ⅴ-87 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス量（利用者数）の

推移 
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(12) 看護小規模多機能型居宅介護［地域密着型サービス］                 

利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿

泊」や利用者宅への「訪問介護」、看護師などによる「訪問看護」を組み合わ

せることで、介護サービスと看護サービスを一体的に受けられるサービスで

す。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、本市に看護小規模多機能型居宅介護事業所

はありません。 

第９期計画では、整備を予定していないため、サービス量は見込みません。

ただし、在宅介護の可能性を高めるという観点から、重要なサービスであり、

今後、需要動向に注視しながら、本市における必要性について研究していき

ます。 
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(13) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護                   

要介護者が介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴・排せつ・食事等

の日常生活上の世話や機能訓練を受けることで、心身機能の維持と家族の身

体的・精神的負担の軽減を図るサービスです。 

【現状と見込み】 

介護者の負担軽減の観点からも有効なサービスであり、緊急なニーズに対

応できる提供体制が整うよう、事業者との連携を図ります。 

図表Ⅴ-88 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予

防

給

付 

利用者数 

（人／月） 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

サービス量 

（日／月） 
12 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 

介

護

給

付 

利用者数 

（人／月） 
89 97 101 107 111 115 124 132 131 130 130 

サービス量 

（日／月） 
1,311 1,447 1,494 1,647 1,707 1,773 1,913 2,039 2,026 2,010 2,009 

 

図表Ⅴ-89 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護のサービス量の推移 
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(14) 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護                     

要介護者が介護老人保健施設などに短期間入所し、看護、医学的管理下に

おける介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を受けること

で、療養生活の質の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るサービス

です。 

【現状と見込み】 

短期入所生活介護と同様に、介護者の負担軽減の観点からも有効なサービ

スであり、緊急なニーズに対応できる提供体制が整うよう、事業者との連携

を図ります。 

図表Ⅴ-90 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の利用者数とサービス量 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予

防

給

付 

利用者数 

（人／月） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

サービス量 

（日／月） 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

介

護

給

付 

利用者数 

（人／月） 
7 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 

サービス量 

（日／月） 
49 41 35 56 61 68 68 68 68 68 68 

 

図表Ⅴ-91 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護のサービス量の推移 
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(15) 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与                     

日常生活の自立を助け、機能訓練のための福祉用具や福祉機器の貸与を行

います。対象となる福祉用具は、次のとおりです。 

１ 車いす（自走用標準型車いす、普通型

電動車いす、介助用標準型車いす） 

２ 車いす付属品（クッション、電動補助

装置など） 

３ 特殊寝台 

４ 特殊寝台付属品（サイドレール、マッ

トレス、介助用ベルトなど） 

５ 床ずれ防止用具（エアーマット） 

６ 体位変換器 

７ 手すり(取付け工事を伴わないもの) 

８ スロープ(段差解消のもので、取付け工

事を伴わないもの)  
 

９ 歩行器 

10 歩行補助つえ 

11 認知症老人徘徊感知機器（認知症の高

齢者が屋外へ出ようとしたときセンサ

ーにより感知し家族に通報するもの） 

12 移動用リフト（つり具の部分を除く） 

13 自動排泄処理装置 

 

※要介護度により、対象となる福祉用具が

異なります。 
 

 

【現状と見込み】 

福祉用具の提供が利用者の自立につながるよう、福祉用具の適切な利用を

図ります。 

図表Ⅴ-92 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
261 284 304  307  312  321  339  342  335  330  341  

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
455 483 527 527 550 572 613 648 649 637 642 

 

図表Ⅴ-93 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与のサービス量（利用者数）の推移 
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(16) 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費                 

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴・排せつなどに使用する次の６種

類の福祉用具を購入する際に、10万円を上限に利用者負担分を除いた額が支

給されます。 

１ 腰掛便座    ２ 自動排泄処理装置の交換可能部品 ３ 排泄予測支援機器 

４ 入浴補助用具  ５ 簡易浴槽            ６ 移動用リフトのつり具 

 

【現状と見込み】 

福祉用具の提供が利用者の自立につながるよう、福祉用具の適切な利用を

図ります。また、利用者の負担を軽減しつつ、福祉用具の適切な利用、利用

者の安全を確保する観点から一部の福祉用具（固定用スロープ、歩行器（歩

行車を除く）、単点杖、多点杖）について貸与と販売の選択制とされていま

す。』 

図表Ⅴ-94 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
5  5  7  7  7  7  8  9  7  7  9  

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
7  7  7  8  8  8  9  11  11  10  11  

 

図表Ⅴ-95 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費のサービス量（利用者数）の推移 
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(17) 住宅改修・介護予防住宅改修                        

本人の自立や介護者の負担軽減を図るために、手すりの取り付けや段差の

解消などの住宅改修を行ったときに、20万円までの改修費について利用者負

担分を除いた額が支給されます。ただし、対象となるのは、既存の浴室、便

所、玄関等のうち対象者が使用する部分に限ります。 

【現状と見込み】 

自宅における介護の可能性を高めるために利用の促進を図り、介護に適し

た住環境の整備を進めます。 

図表Ⅴ-96 住宅改修・介護予防住宅改修の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
5  5  6  6  6  6  7  7  6  6  7  

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
6  6  9  7  7  7  7  8  8  7  8  

 

図表Ⅴ-97 住宅改修・介護予防住宅改修のサービス量（利用者数）の推移 
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(18) 居宅介護支援・介護予防支援                         

要介護者が、居宅で日常生活を営むために必要な保健医療・福祉サービス

の適切な利用ができるように、居宅サービス計画を作成し、サービス事業者

等との連絡調整を行います。 

なお、要支援者については、地域包括支援センターがその業務を行いま

す。 

【現状と見込み】 

介護支援専門員との連携を強化するとともに、適切な指導に努めます。 

図表Ⅴ-98 居宅介護支援・介護予防支援の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
381 405 427 427 438 452 480 490 478 471 486 

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
694 725 771 787 820 851 911 962 961 943 954 

 

図表Ⅴ-99 居宅介護支援・介護予防支援のサービス量（利用者数）の推移 
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３ 施設・居住系サービスの充実                    

施設・居住系サービスのサービス量を見込むにあたっては、既存施設の定員

をベースに推計しました。 

図表Ⅴ-100 施設・居住系サービスの利用者数の推計                   単位：人 

区  分 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

施設利用者数           （Ａ） 299 300 301 348 370 375 370 367 

うち要介護４・５ 

（施設利用者数に対する割合） 

158 159 159 177 188 194 191 187 

52.8% 53.0% 52.8% 50.9% 50.8% 51.7% 51.6% 51.0% 

 

介護老人福祉施設 158 159 160 180 192 195 192 191 

介護老人保健施設 136 136 136 162 172 173 171 170 

介護医療院 5 5 5 6 6 7 7 6 

地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護 
0 0 0 0 0 0 0 0 

居住系サービス利用者数   （Ｂ） 115 117 119 128 135 135 132 135 

 

認知症対応型共同生活介護 63 63 63 66 69 69 68 69 

特定施設入居者生活介護 46 48 50 55 59 59 58 59 

地域密着型特定施設入居者生活

介護 
0 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防認知症対応型共同生活

介護 
0 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防特定施設入居者生活介

護 
6 6 6 7 7 7 6 7 

合   計       （＝Ａ＋Ｂ） 414 417 420 476 505 510 502 502 
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(1) 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護              

特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けた施設において、特定施設サ

ービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世

話、機能訓練及び療養上の世話を受けるサービスです。 

【現状と見込み】 

第９期計画では、既存施設の利用状況を考慮してサービス量を見込みました。 

図表Ⅴ-101 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
5 5 10 6 6 6 7 7 7 6 7 

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
52 45 40 46 48 50 55 59 59 58 59 

 

図表Ⅴ-102 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護のサービス量（利用者数）

の推移 
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世話、機能訓練及び療養上の世話を受けるサービスです（要支援認定者は利

用できません）。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、本市に当該施設はありません。 

第９期計画では、整備を予定していないため、サービス量は見込みません。  

52 45 40 46 48 50 55 59 59 58 59

5
5 10 6 6 6

7 7 7 6 757
50 50 52 54 56

62 66 66 64 66

0

40

80

2021

年度

2022

年度

2023

年度

2024

年度

2025

年度

2026

年度

2030

年度

2035

年度

2040

年度

2045

年度

2050

年度

予防給付 介護給付
(人／月)



122 

(3) 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

［地域密着型サービス］ 

認知症の人のうち、ねたきりではなく共同生活を営むことに支障のない人

が、少人数（１ユニット９人）で介護スタッフとともに共同生活を行い、食

事・入浴・排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を受けます。家庭的な雰

囲気の中で過ごすことにより、認知症の症状の進行緩和を促すことなどを目

的としています。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、市内には当該施設が４か所（定員：63人）

整備されています。 

第９期計画では、既存施設の定員を考慮してサービス量を見込みました。 

図表Ⅴ-103 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

予
防
給
付 

利用者数 

（人／月） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

介
護
給
付 

利用者数 

（人／月） 
60 57 57 63 63 63 66 69 69 68 69 

 

図表Ⅴ-104 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護のサービス量（利用者

数）の推移（介護給付） 
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(4) 介護老人福祉施設                                 

身体上・精神上著しい障がいがあるため、常時介護が必要で、在宅介護が

困難な要介護者が入所し、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、市内には介護老人福祉施設が２か所（定

員：160人）整備されています。 

第９期計画では、既存施設の定員を考慮してサービス量を見込みました。 

図表Ⅴ-105 介護老人福祉施設の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

利用者数 

（人／月） 
151 153 150 158 159 160 180 192 195 192 191 

 

図表Ⅴ-106 介護老人福祉施設のサービス量（利用者数）の推移 
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定員が29名以下である介護老人福祉施設に入所している要介護者に対し、

地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護その他日

常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うサービスです。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、本市に当該施設はありません。 

第９期計画では、整備を予定していないため、サービス量は見込みません。  
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(6) 介護老人保健施設                              

病状が安定期にあり、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な

医療、日常生活上の世話を必要とする要介護者が入所する施設です。施設で

は、在宅生活への復帰をめざしてサービスが提供されます。 

【現状と見込み】 

2023（令和５）年12月現在、市内には介護老人保健該施設が１か所（定

員：136人）整備されています。 

第９期計画では、既存施設の定員を考慮してサービス量を見込みました。 

図表Ⅴ-107 介護老人保健施設の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

利用者数 

（人／月） 
132 134 133 136 136 136 162 172 173 171 170 

 

図表Ⅴ-108 介護老人保健施設のサービス量（利用者数）の推移 

 

 

 

 

 

 

  

132 134 133 136 136 136
162 172 173 171 170

0

100

200

2021

年度

2022

年度

2023

年度

2024

年度

2025

年度

2026

年度

2030

年度

2035

年度

2040

年度

2045

年度

2050

年度

(人／月)



125 

(7) 介護医療院                                     

介護療養型医療施設の医療、介護、生活支援の役割に加え、住まいとして

の機能を持った、長期療養を目的とした施設です。 

【現状と見込み】 

2018（平成30）年度から創設された施設です。介護療養型医療施設の役

割を持つため、2024（令和６）～2026（令和８）年度は５人、2030（令和

12）年度には６人の利用が見込まれます。 

図表Ⅴ-109 介護医療院の利用者数 

区  分 

実績 見込み 見込み 

2021 

(令３) 

年度 

2022 

(令４) 

年度 

2023 

(令５) 

 年度 

2024 

(令６) 

年度 

2025 

(令７) 

年度 

2026 

(令８) 

年度 

2030 

(令12) 

年度 

2035 
(令17) 

年度 

2040 
(令22) 

年度 

2045 
(令27) 

年度 

2050 
(令32) 

年度 

利用者数 

（人／月） 
1 3 4 5 5 5 6 6 7 7 6 

 

図表Ⅴ-110 介護医療院のサービス量（利用者数）の推移 
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４ 介護保険事業の円滑な運営                     

(1) 介護保険事業費の見込み                           

① 介護給付費・予防給付費                           

介護サービス・介護予防サービス利用者の一部負担を除いた介護給付

費・予防給付費の見込みは、図表Ⅴ-112のとおりです。 

図表Ⅴ-111 介護サービス・介護予防サービス給付費の見込み            単位：千円 

区   分 
2024 
(令６) 
年度 

2025 
(令７) 
年度 

2026 
(令８) 
年度 

2030 
(令12) 
年度 

2035 
(令17) 
年度 

2040 
(令22) 
年度 

2045 
(令27) 
年度 

2050 
(令32) 
年度 

(1) 居宅サービス         

 

訪問介護 介護 426,478 445,540 471,023 501,970 531,037 534,833 525,315 529,437 

訪問入浴介護 予防 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護 22,522 23,579 24,304 25,362 28,418 28,418 27,144 28,418 

訪問看護 
予防 10,821 11,500 11,903 12,582 12,582 12,582 12,179 12,582 

介護 88,067 91,717 96,016 101,951 108,128 108,954 107,136 108,128 

訪問リハビリテーション 
予防 3,325 3,325 3,325 3,759 3,759 3,759 3,759 3,759 

介護 3,046 3,359 3,359 3,637 3,863 3,863 3,637 3,863 

居宅療養管理指導 
予防 5,354 5,484 5,615 6,006 6,006 5,877 5,877 6,006 

介護 50,611 52,765 55,280 58,968 62,551 62,590 61,525 61,956 

通所介護 介護 209,220 217,339 226,217 240,995 255,650 255,449 250,111 253,850 

通所リハビリテーション 
予防 81,136 81,911 84,739 89,389 90,164 88,071 86,793 89,892 

介護 252,379 262,997 273,267 291,476 308,819 308,925 302,373 307,014 

短期入所生活介護 
予防 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 

介護 161,854 167,619 174,556 188,510 201,188 200,182 198,564 198,317 

短期入所療養介護 
予防 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護 7,897 8,547 9,606 9,606 9,606 9,606 9,606 9,606 

福祉用具貸与 
予防 22,832 23,200 23,851 25,182 25,408 24,925 24,557 25,350 

介護 84,897 88,624 92,526 99,173 105,006 105,465 103,629 104,109 

特定福祉用具購入費 
予防 2,308 2,308 2,308 2,653 2,971 2,308 2,308 2,971 

介護 3,561 3,561 3,561 3,949 4,868 4,868 4,454 4,868 

住宅改修費 
予防 6,242 6,242 6,242 7,226 7,226 6,242 6,242 7,226 

介護 7,524 7,524 7,524 7,524 8,635 8,635 7,524 8,635 

特定施設入居者生活介護 
予防 5,619 5,619 5,619 6,349 6,349 6,349 5,619 6,349 

介護 110,859 115,736 119,944 132,492 142,118 142,118 140,110 142,118 

(2) 地域密着型サービス         

 

認知症対応型通所介護 
予防 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護 40,639 43,325 45,067 48,746 48,746 48,746 48,746 48,746 

小規模多機能型居宅介護 
予防 1,087 1,087 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 

介護 117,030 117,030 126,895 132,183 139,213 137,676 137,676 137,676 

認知症対応型共同生活介護 
予防 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護 196,032 195,989 195,449 204,260 213,788 213,788 210,827 213,788 

地域密着型通所介護 介護 61,744 64,619 66,421 71,473 75,249 74,348 73,447 74,348 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護 21,807 21,807 23,979 26,095 26,095 26,095 26,095 26,095 

看護小規模多機能型居宅介護 介護 0 0 0 0 0 0 0 0 

(3) 施設サービス         

 

介護老人福祉施設 介護 507,341 510,650 513,613 574,944 613,665 623,790 614,210 610,356 

介護老人保健施設 介護 445,421 445,421 445,421 530,395 562,522 566,774 560,094 556,489 

介護療養型医療施設／介護医療院 介護 23,878 23,878 23,878 28,672 28,672 33,420 33,420 28,672 

(4) 居宅介護支援 予防 24,509 25,140 25,945 27,550 28,125 27,438 27,036 27,896 

介護 145,472 151,620 157,594 168,563 178,143 178,156 174,857 176,709 

合   計 
予防 165,205 167,788 173,150 184,299 186,193 181,154 177,973 185,634 

介護 2,988,279 3,063,246 3,155,500 3,450,944 3,655,980 3,676,699 3,620,500 3,633,198 

総   計（総給付費） 3,153,484 3,231,034 3,328,650 3,635,243 3,842,173 3,857,853 3,798,473 3,818,832  
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② 標準給付費                              

標準給付費は、要介護認定者に対する介護給付費と要支援認定者に対す

る予防給付費を合わせた総給付費、特定入所者介護サービス費等、高額介

護サービス費等、高額医療合算介護サービス費等、算定対象審査支払手数

料を合算したものです。本計画期間中の標準給付費は約102億2,072万円

になると見込みました。 

図表Ⅴ-112 標準給付費の見込み                         単位：千円 

区    分 
2024 

（令６）年度 
2025 

（令７）年度 
2026 

（令８）年度 
合  計 

①総給付費 3,153,484  3,231,034  3,328,650  9,713,168 

②特定入所者介護サービス費等給付額 
（財政影響額調整後） 

75,855 78,164 80,473 234,492 

③高額介護サービス費等給付額 
（財政影響額調整後） 

76,366 78,690 81,015 236,071 

④高額医療合算介護サービス費等給付額 9,539 9,829 10,120 29,488 

⑤算定対象審査支払手数料 2,427 2,501 2,574 7,502 

標準給付費見込額 3,317,670 3,400,218 3,502,832 10,220,721 

図表Ⅴ-113 2030年度以降の標準給付費の見込み                  単位：千円 

2030 
(令12)年度 

2035 
(令17)年度 

2040 
(令22)年度 

2045 
(令27)年度 

2050 
(令32)年度 

3,823,151 4,038,286  4,052,624 3,990,036 4,013,454 

 

③ 地域支援事業費                              

介護予防・日常生活支援総合事業費と包括的支援事業・任意事業費は、

今後の事業の展開及び75歳以上人口の伸びを考慮して推計しました。 

図表Ⅴ-114 地域支援事業費の見込み                       単位：千円 

区    分 
2024 

（令６）年度 

2025 

（令７）年度 

2026 

（令８）年度 
合  計 

地域支援事業費 184,761 188,423 193,688 566,872 

 ①介護予防・日常生活支援総合事業 102,738 104,494 106,281 313,512 

 ②包括的支援事業・任意事業 82,024 83,929 87,407 253,360 

図表Ⅴ-115 2030年度以降の地域支援事業費の見込み                単位：千円 

区    分 

2030 

(令12) 

年度 

2035 

(令17) 

年度 

2040 

(令22) 

年度 

2045 

(令27) 

年度 

2050 

(令32)年

度 

地域支援事業費 183,176 182,706 184,139 184,924 183,814 

 ①介護予防・日常生活支援総合事業 102,539 99,916 98,518 98,857 99,115 

 ②包括的支援事業・任意事業 80,637 82,790 85,622 86,067 84,700 
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(2) 第１号被保険者の保険料                           

① 介護保険財源の仕組み                              

介護保険に関する費用負担は、保険料（第１号被保険者及び第２号被保

険者）と公費（国、都道府県及び市町村）でまかなわれ、次のとおり区分

されます。 

イ 居宅サービス及び地域密着型サービス（特定施設入居者生活介護及び

介護予防特定施設入居者生活介護を除く。） 

ロ 施設サービス及び特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居

者生活介護 

ハ 地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業 

ニ 地域支援事業における包括的支援事業及び任意事業 

図表Ⅴ-116 標準給付費及び地域支援事業費の財源構成 
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② 調整交付金 

第１号被保険者に占める75歳以上の高齢者の割合や、第１号被保険者の

所得水準といった、市町村の責に帰すべきものではない要因で生じる介護

保険財政の不均衡を是正するため、国は負担分のうち５％を調整交付金と

して、上記の２項目に基づいて市町村毎に交付率を定めて交付しています。 

第９期期間中の交付率は2.74～3.22％と見込みました。 

 

③ 財政安定化基金 

市町村が通常の努力を行ってもなお生じる保険料未納や、予想を上回る

給付費の伸びによる財政不足については、都道府県に設置された「財政安

定化基金」から資金の貸付・交付を受けることができます。この制度は、

財源不足が生じても、直ちに一般財源を繰り入れなくてもよいように設け

られたものです（介護保険法第147条に規定）。 

基金の財源は、国、都道府県、市町村が１／３ずつ負担をするものとさ

れており、市町村の負担分は第１号被保険者保険料でまかなわれています。

市町村が負担する財政安定化基金拠出率は、国の拠出率を標準として都道

府県が定めますが、愛知県の場合、第９期計画期間における拠出金の負担

はありません。 

交付の場合は、３年ごと（事業運営期間最終年度）に、財政不足額のう

ち、原則として保険料収納不足額の１／２を交付します。また、貸付の場

合は、毎年、原則として保険料収納不足及び給付費増による財政不足額の

全額（交付があるときは交付額を除いた額）を貸し付けます。貸付額の償

還は、次の事業運営期間に、保険料を財源として行います。 

なお、本市では、第８期計画期間中における交付・貸付はありませんで

した。 

 

④ 介護給付費準備基金の取り崩し 

介護給付費準備基金（以下、「準備基金」という）とは、３年間の事業年

度での財源を安定させるため、介護保険事業特別会計において発生した余

剰金等を積み立て、財源に不足が生じた場合に取り崩して充当するための
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ものです。事業運営期間の最終年度において残高がある場合には、次期保

険料を見込むにあたり、必要と認められる額を除き、取り崩すことが基本

とされています。 

第８期計画期間中において積み立てた準備基金は、2023（令和５）年度

末で約２億7,578万円の見込みです。 

なお、第９期計画の第１号被保険者保険料の原資として全額を取り崩し

充当します。 

 

⑤ 第１号被保険者の保険料基準額 

標準給付費見込額と地域支援事業費見込額を合計した額に、第１号被保険

者の標準的な負担割合を乗じ、標準的な調整交付金から、本市における調整

交付金見込額を差引いた額を加えた額が、保険料収納必要額となります。 

第１号被保険者の保険料は、保険料収納必要額に保険料の収納率を見込

み、所得段階別加入者割合に応じて、補正した第１号被保険者数で除して

算出します。 

この算出により、第９期計画における保険料基準額（月額）は5,395円

と設定します。 

図表Ⅴ-113 第１号被保険者の保険料基準額の算出

区    分 金    額 

標準給付費                     （Ａ） 10,220,721千円 

地域支援事業費                   （Ｂ） 566,872千円 

第１号被保険者負担分［（Ａ＋Ｂ）×23％］      （Ｃ） 2,481,146千円 

調整交付金相当額との差額              （Ｄ） 210,237千円 

保険料収納必要額［（Ｃ＋Ｄ）］           （Ｅ） 2,691,383千円 

介護給付費準備基金取崩額              （Ｆ） 275,780千円 

基金等取崩後の保険料収納必要額［（Ｅ－Ｆ）］    （Ｇ） 2,415,603千円 

÷ 

保険料収納率                    （Ｈ） 99.0％ 

÷ 

補正後被保険者数                  （Ｉ） 37,688人 

≒ 

保険料基準額(年額)                 （Ｊ） 64,742円 

保険料基準額(月額)［（Ｊ÷12月）］ 5,395円 
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⑥ 保険料所得段階の設定 

第９期計画においては、国の所得段階及び保険料率を基本としながら、

現行の所得段階及び保険料率も勘案し、保険料率を設定する区分となる所

得段階及びそれに応じた保険料率を16段階に設定します。 

所得段階 対象者 保険料率 保険料年額 

第1段階 

本人市民税

非課税 

非課税世帯で老齢福祉年金受給者又は
生活保護受給者 

0.445 28,700円 
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下 

第2段階 
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円を超えて120万円以下 

0.63 40,700円 

第3段階 
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が120万円を超える 

0.69 44,600円 

第4段階  合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下 

0.90 58,200円 

第5段階 

【基準額】 

 合計所得金額と課税年金収入額の合計

が80万円を超える 
1.00 64,700円 

第6段階 

本人市民税

課税 

合計所得金額120万円未満 1.20 77,600円 

第7段階 
合計所得金額120万円以上 

          210万円未満 
1.30 84,100円 

第8段階 
合計所得金額210万円以上 

          320万円未満 
1.50 97,000円 

第9段階 
合計所得金額320万円以上 

          410万円未満 
1.70 109,900円 

第10段階 
合計所得金額410万円以上 

          500万円未満 
1.90 122,900円 

第11段階 
合計所得金額500万円以上 

          590万円未満 
2.10 135,800円 

第12段階 
合計所得金額590万円以上 

          680万円未満 
2.30 148,800円 

第13段階 
合計所得金額680万円以上 

          800万円未満 
2.40 155,200円 

第14段階 
合計所得金額800万円以上 

          1,000万円未満 
2.50 161,700円 

第15段階 
合計所得金額1,000万円以上 

          1,500万円未満 
2.60 168,200円 

第16段階 合計所得金額1,500万円以上 2.70 174,600円 

   

 

  

市民税課税

世帯、本人

非課税 
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(3) 介護給付適正化事業                         

介護保険財政の健全化と質の高いサービスを利用者に提供するため、介護

給付適正化事業を実施します。 

主要３事業と位置付けられている、「認定調査状況のチェック」「ケアプラ

ンチェック」「縦覧点検・医療情報との突合」を実施します。（具体的内容に

ついては、愛知県と調整後提示します。） 

① 認定調査状況のチェック 

② ケアプランチェック 

■ケアプランチェック 

■住宅改修実態調査 

■福祉用具購入・貸与調査 

③ 縦覧点検・医療情報との突合 

■縦覧点検 

■医療情報との突合 

 

(4) 介護相談員派遣事業                         

介護相談員を市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホー

ム、小規模多機能型居宅介護事業所及び通所介護サービス事業所へ派遣し、

利用者や家族の相談を受け、疑問、不満及び不安の解消を図るとともに、サ

ービス事業者の質の向上を図ります。 

 

(5) リハビリテーション提供体制の充実                    

要介護（支援）者へのリハビリテーション提供は、心身機能の向上のみな

らず、活動能力の向上や社会参加の可能性を高めることにバランスよく働き

かけることが重要であり、自立支援に向けてリハビリテーションサービスを

計画的に提供できる体制を整える必要があります。 

本市の介護保険サービスにおけるリハビリテーション専門職の現状につい

て、認定者１万人あたりの専門職員数でみると、理学療法士は全国及び愛知
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県に比べ大幅に上回っていますが、作業療法士は少ないのが現状です。 

また、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護老人保健

施設の利用率は、通所リハビリテーションと介護老人保健施設は全国及び愛知

県を上回っていますが、訪問リハビリテーションは低い率となっています。 

図表Ⅴ-117 リハビリテーションサービス提供体制の指標 

区 分 岩倉市 愛知県 全 国 

認定者１万人あたりのリハビリ

テーション専門職数 

理学療法士（人） 96.27 38.70 29.42 

作業療法士（人） 12.03 16.27 16.35 

言語聴覚士（人） － 4.53 3.06 

利用率 

訪問リハビリテーション（％） 0.64 1.87 2.04 

通所リハビリテーション（％） 20.82 9.58 8.50 

介護老人保健施設（％） 6.49 5.02 5.00 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（リハビリテーション専門職数は2017(平成29)年、利用率

は2023（令和５）年（８月利用分まで）） 

＜第９期の取組＞ 

本市におけるリハビリテーション提供の現状を踏まえ、要介護（支援）者

が、本人の状況に応じて、必要なリハビリテーションが受けられるよう、提

供体制の充実に努めます。 
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５ 認知症施策の充実                        

令和５（2023）年６月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症

基本法（認知症基本法）」では、認知症に関する正しい知識と認知症の人に関す

る正しい理解を深め、共生社会の実現に寄与するよう努めることを国民の責務

としており、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会をめざし、

｢共生｣を中心に施策を進めることを基本的な考え方としています。この考え方

を受け認知症施策を推進していきます。なお、これまで「認知症施策推進大綱」

に基づいて推進してきた「予防」についてもエビデンスに基づく取組を進めま

す。 

 

(1) 認知症ケアパスの普及と認知症に関する啓発              

認知症高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域

住民の認知症に関する理解が重要です。本市では、「認知症とともにあゆむ道

しるべ」として、認知症ケアパスを作成しています。認知症ケアパスとは、

認知症を発症したときから、生活する上で様々な支障が出てくる中で、その

進行状況にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受け

ればよいかを標準的に示すものです。 

＜第９期の取組＞ 

認知症ケアパスの普及に努めるとともに、認知症高齢者等見守りＳＯＳネ

ットワーク事業などの周知を図っていきます。また、認知症に対する正しい

知識の普及に向け、認知症勉強会及び声かけ訓練などを開催していきます。 
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(2) 認知症サポーターの養成                       

市民ボランティアである、いわくら認知症ケアアドバイザー会が中心とな

り、地域や学校、職場において寸劇、紙芝居を織り交ぜながら認知症サポー

ター養成講座を開催しています。2022（令和４）年度末現在、市内では

8,796人のサポーターが養成されました。

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

認知症サポーター養成講座 
実施回数(回) 7 10 

参加者数(人) 264 463 

認知症サポーター 延べ人数(人) 8,333 8,796 

 

＜第９期の取組＞ 

認知症に対する正しい知識と理解を広めるため、継続して認知症サポータ

ー養成講座を開き、認知症サポーターを養成していきます。 

また、認知症サポーターが地域の見守り支援の担い手として活躍できるよ

う、認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーターをつなげる仕組みで

ある「チームオレンジ」の効果的な展開について研究していきます。 

 

(3) 認知症高齢者の居場所づくり                     

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの一環として、いわくら認

知症ケアアドバイザー会が主催する認知症カフェは、暖かい家庭的な空間で、

認知症の人やその家族、地域の人などが集い、気楽に会話ができる雰囲気の

中、参加者の不安を解消する「癒し」の場、介護経験者による介護相談や認

知症に対する理解の促進などにも有効な場となっています。 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

認知症カフェ 
開催回数(回) 22 22 

参加者数(人) 168 470 
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＜第９期の取組＞ 

認知症カフェが、誰もが気軽に集まり、交流できる居場所として定着して

いくよう、関係機関と連携し周知啓発や運営上の支援を行っていきます。 

さらに、認知症の人の意向を把握し、施策の企画・立案、評価へ本人の視

点が反映されるよう、認知症の人同士が語り合う「本人ミーティング」の実

施を検討します。 

 

(4) 認知症初期集中支援チームの充実                   

認知症高齢者とその家族が安心して地域で暮らすことができるように、地

域住民、行政及び関係機関の協働による支援体制を構築する必要があります。 

市内２か所の地域包括支援センターにそれぞれ１チーム設置した認知症初

期集中支援チームにおいて、適切な医療サービス又は介護サービスに結びつ

いていない認知症の人やその家族に対する早期診断、早期対応に向けた支援

を行います。 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

相談件数 件数（件） 23 38 

チーム員会議数 開催回数（回） 10 23 

＜第９期の取組＞ 

引き続き、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセ

スメントや家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、地域におい

て自立した生活が送れるよう必要な医療・介護サービスへつなげていきます。 

また、認知症サポート医の養成により、医療面から認知症へのアプローチ

を進めていきます。 

さらに、認知症初期集中支援チームの認知度を高めるため、その役割、活

動内容の周知に努めます。 
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(5) 認知症地域支援推進員の充実                      

医療機関・介護サービス提供事業所や地域の支援機関のネットワーク構築

の役割を担う認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに1人配置して

います。 

＜第９期の取組＞ 

引き続き、認知症地域支援推進員を中心に、認知症の人や、その家族が、

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、適切な支援を検討すると

ともに、関係機関の連携調整等の支援を行います。 

また、認知症地域支援推進員の役割、活動内容の周知に努めます。 

 

(6) 認知症地域支援推進ネットワーク会議を中心としたネットワークの構築    

認知症の人とその家族を地域の中で組織的に支援するため、認知症地域支

援推進ネットワーク会議を設置しています。 

＜第９期の取組＞ 

引き続き、認知症地域支援推進ネットワーク会議において、認知症の人と

その家族を地域で支援していくために関係機関の連携を強化し、情報交換及

びネットワークの構築を図ります。 

 

(7) 若年性認知症の人に対する支援の充実                 

若年性認知症の人は、仕事や生活において高齢者と異なる課題や負担があ

り、本人や家族の状況に合わせた、地域ぐるみのきめ細かな支援が必要です。 

愛知県や「認知症の人と家族の会」のリーフレットを窓口等に設置し、若

年性認知症支援に関する周知啓発を行っています。 

また、障がい者施策として、障がいにより一般就労が困難である人に、就

労系の障がい福祉サービスの支給を行い、就労への支援を行っています。さ

らに、2023（令和５）年度には、障がいに関する専門相談機関である基幹相

談支援センターを設置し、相談支援に関する機能強化を図りました。 

 



138 

＜第９期の取組＞ 

若年性認知症の人が、発症初期の段階から、その症状・社会的立場や生活

環境等の特徴を踏まえ、認知機能が低下してもできることを可能な限り続け

ながら適切な支援を受けられるよう、引き続き、若年性認知症支援に関する

周知啓発を行っていきます。 

また、その社会参加を支援するために、関係機関等と連携を強化し、障が

い福祉サービスの就労系サービスの利用を促進するとともに、地域活動等に

参加しやすい環境を整えていきます。 

 

(8) 運動を活用した認知症予防の推進                   

認知症予防のためには、体を動かしながら筋力の強化や機能維持を図ると

同時に脳の働きを活性化させるトレーニングが有効とされており、「スクエア

ステップ講座」を実施し、スクエアステップの普及を積極的に進めています。 

＜第９期の取組＞ 

引き続き、スクエアステップを認知症予防の取組として位置づけ、地域に

おける普及を推進していきます。 

また、閉じこもりが認知症のリスクを高めることから、外出頻度の低い高

齢者の社会参加を促す取組を推進していきます。 
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６ 高齢者の権利擁護・虐待防止                   

判断能力が不十分な認知症の人や虐待を受けている高齢者が、地域で安心し

て自立した生活を送れるよう、関係機関と連携し適切に権利擁護に関する事業

を推進するとともに、制度の普及、利用促進を図るよう啓発に努めています。 

(1) 権利擁護事業の推進                         

① 権利擁護支援センターとの連携強化                 

判断能力が不十分な認知症の人や虐待を受けている高齢者などの権利擁

護体制を構築するため、2018（平成30）年度に、小牧市、大口町、扶桑

町及び本市（以下、「尾張北部区域」といいます。）で共同して特定非営利

活動法人尾張北部権利擁護支援センターを設置しました。 

2022（令和４）年３月に、尾張北部区域で、「（岩倉市）成年後見制度利

用促進計画」を策定しました。計画に定める施策を推進するため、2022

（令和４）年度に尾張北部権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会を設

置し、計画の進捗管理や地域、福祉、司法、医療の連携強化を図りました。 

また、2023（令和５）年度には市民後見人養成研修を尾張北部区域の２

市２町で共同して開催しました。 

＜第９期の取組＞ 

判断能力に不安のある高齢者等が、地域で安心して自立した生活が送れ

るよう、引き続き、尾張北部権利擁護支援センターと連携し、成年後見制

度に関する相談、成年後見制度の利用支援、権利擁護に関わる人材の育成

など、権利擁護に関する各種事業を推進します。 

 

② 成年後見制度利用支援事業                     

成年後見制度は、「自己決定の尊重」「本人の保護」の理念に基づき、判

断能力が十分でない高齢者などに代わって、家庭裁判所が選任した法定後

見人や任意後見制度に基づく任意後見人などが、不動産・預貯金などの財
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産の管理や、介護・施設入所などの契約行為を行うことで、高齢者の権利

擁護を図り、地域で安心して暮らすことを目的としています。 

本市では、市長が行う審判請求、成年後見人等の報酬にかかる費用に対

して必要に応じて助成しています。 

また、尾張北部権利擁護支援センターとの連携で月に１回巡回相談を行

っています。 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

市長が行う審判請求 件数（件） 5 4 

成年後見人等への報酬助成 件数（件） 0 2 
 

対 象 者：支援が必要な高齢者等 

実施機関：市 

＜第９期の取組＞ 

今後、認知症高齢者の増加、親族間における人間関係の希薄化などから、

権利擁護を必要とする様々なケースが現れ、成年後見制度の利用者は増加

すると予想されます。尾張北部権利擁護支援センターとの連携のもと、制

度の周知・啓発に努めます。 

③ 日常生活自立支援事業                        

個人が尊厳を持って、地域の中で自立した生活を送るためには、自らの意

思と責任で財産を活用し、必要なときに必要な生活支援サービスを受けるこ

とが基本です。判断能力に不安のある認知症高齢者等の自立した生活を支援

するため、社会福祉協議会と契約を結び、福祉サービスの利用援助や生活支

援員が日常的な金銭管理を行っています。 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

認知症高齢者等の契約 件数（件） 14 10 
 

対 象 者：支援が必要な高齢者等 

実施機関：愛知県社会福祉協議会（委託先：岩倉市社会福祉協議会） 
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＜第９期の取組＞ 

判断能力に不安のある認知症高齢者等が、地域で自立した生活が送れる

よう、社会福祉協議会との連携を強化しながら、制度のさらなる周知と利

用促進を図ります。 

 

(2) 高齢者虐待防止の推進                        

本市では、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」に基づき高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を設置し、虐待防止に

取り組んでいます。 

2022（令和４）年度は、虐待が疑われる通報が13件あり、そのうち５件を虐

待と判断しました。 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

虐待が疑われる通報 件数（件） 15 13 

 うち虐待判断 件数（件） 9 5 

区    分 2021（令和３）年度 2022（令和４）年度 

高齢者虐待防止コアメンバー会議 開催回数（回） 10 7 

高齢者虐待防止ネットワーク会議 開催回数（回） 1 1 

＜第９期の取組＞ 

① 予防と発見 

高齢者虐待と疑われるときは、相談・通報してもらえるよう市民の関心を高

めるため、高齢者虐待防止の啓発や高齢者虐待相談窓口等の周知をするととも

に、居宅介護支援事業所など関係機関に対して、虐待の早期発見、通報につい

ての周知・啓発に努めます。 

② 早期対応と支援 

虐待や虐待の兆候が発見された場合、早期に相談や救済支援が行えるよ

う、地域包括支援センターをはじめ関係機関との連携体制の強化に努めま

す。 
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③ 介入と緊急対応 

虐待の状況が深刻で、このまま放置できないと判断した場合は、引き続

き、関係機関と連携・協議し、高齢者緊急一時保護事業などを利用し、緊

急に保護する等の対応をしていきます。  
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７ 福祉・介護人材の確保・定着の支援                  

福祉や介護の仕事は、ひととひとが向き合って、ふれあう中で、他人を思い

やる気持ちを育み、自分自身の成長を実感できる素晴らしい仕事です。 

しかし、現実には仕事内容の難しさや処遇改善が必要な事業者がいることな

どが強調されており、高齢化が進む中、福祉や介護を担う人材の不足が課題と

なっています。 

厚生労働省の推計によれば、団塊世代が75歳以上となる2025（令和７）年

には32万人、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040（令和22）年には69万

人の介護人材の不足が生じると予測しています。本市においてもそれは例外で

はありません。 

そこで、福祉・介護人材の確保・定着を、地域全体の課題と捉え、事業者を

はじめすべての市民と行政の協働により取組を進めていきます。 

 

(1) 福祉・介護の仕事の魅力の「見える化」                 

福祉・介護の仕事の現場について、本来の仕事の魅力が正しく認識されて

いない状況があります。 

愛知県や愛知県社会福祉協議会と連携して、情報を広報紙や市ホームペー

ジに掲載することで、福祉・介護の仕事のやりがいや魅力が正しく認識され

るよう努めました。 

また、「二十歳のつどい」において福祉・介護の仕事に関するチラシを配布

しました。 

＜第９期の取組＞ 

引き続き、広報紙や市ホームページをはじめ、市の関わるイベントなど

様々な機会を活用して、福祉・介護の仕事の魅力を小・中・高校生などの若

者にも通じるようなＰＲを行います。 
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(2) 事業者との連携強化                          

介護の現場を担う人材の不足は、多くの介護サービス提供事業者が抱える

重大な問題であり、その解決については、関係機関の連携のもと社会全体で

考えていかなければなりません。 

第８期計画期間においては、地域密着型サービス集団指導会の際に、介護

職員人材確保対策について意見交換を行いました。また、岩倉市介護支援専

門員研修を開催し、主任介護支援専門員更新要件の研修とすることで、主任

介護支援専門員の確保に努めました。 

さらに、市内介護サービス事業所に介護人材確保・定着に係るアンケート

を実施し、事業者のニーズを把握するとともに、ＩＣＴやロボットを活用し

た業務の効率化についての情報提供に努めました。  

＜第９期の取組＞ 

引き続き、市内の介護サービス提供事業者との連携を強化し、本市におけ

る介護サービスの質の維持向上を図るため、情報共有を行うとともに、アン

ケート結果も踏まえ、介護サービス提供事業者と意見交換をしながら、研

修・勉強会の開催など人材の確保の視点で取組を検討します。 

また、ＩＣＴやロボットを活用した業務の効率化を推進し、介護職員の負

担を軽減することで、サービスの質の向上、離職防止を図ります。 

 

(3) アクティブシニアの参加促進                     

本市では、認知症サポーターの養成に力を入れてきました。その結果、多

くの人が研修を受け、認知症サポーターとなっています。また、市民ボラン

ティアである、いわくら認知症ケアアドバイザー会が継続的に活動していま

す。 

さらに、2019（令和２）年度からは、高齢者自身が地域でフレイル（虚弱）

対策の担い手として活動できるようシルバーリハビリ体操指導士の養成を進

めています。 

加えて、高齢者の就労支援として、犬山公共職業安定所の高齢者雇用に関す

る情報を、市ホームページへの掲載やチラシの設置等により提供しています。 
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＜第９期の取組＞ 

引き続き、本市在住のシニアの人たちに、認知症サポーターやシルバーリ

ハビリ体操指導士の養成講座など介護に関わってもらうための講座・研修を

企画し、在宅や施設で活動できる力を養ってもらい、介護現場への多様な参

加を促していきます。 

また、犬山公共職業安定所等との連携を図るとともに、福祉・介護の仕事

の持つ魅力を体験できる機会の創出について研究するなど、できる限り多く

のアクティブシニアが福祉や介護の担い手として活躍できる体制を整えてい

きます。 

 

(4) 小・中・高校生の介護現場における体験交流の機会の創出        

「介護」とは、ひとがひとの生活を支えるきわめて人間的な行為です。多

世代で暮らすことが少なくなった今日、意図的にこのような関わりの機会を

作っていくことも必要であり、介護現場は人間的な行為を学ぶ場となります。

このような体験が、未来の福祉・介護人材へとつながっていくものと考えら

れます。 

第８期計画期間においては、小学校で、認知症ケアアドバイザーによる

「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症について正しい理解ができ

る機会を設けました。また、キャリア学習では、地域へ出かけたり、地域の

人を招いたりして、学校教育に高齢者の優れた能力を生かす場を設けました。 

＜第９期の取組＞ 

次の時代を担う小・中・高校生が、「介護」の魅力や意義を正しく理解でき

るよう、引き続き、介護の現場において介護の体験や高齢者との交流をする

機会の充実を図ります。 

また、具体的な「介護」の魅力を伝える方法について、様々な部署・機関

が既に実施している内容も含め研究していきます。 
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Ⅵ 計画の推進 

１ 計画の推進体制                         

(1) 庁内における連携の推進                       

本計画は高齢者福祉や介護保険の分野に限らず、広範囲な分野にわたった

計画であるため、計画の推進にあたっては、健康福祉部長寿介護課が中心と

なって関係部署との横断的な連携・調整を図ります。 

 

(2) 関係機関との連携の推進                       

住まい・医療・介護・予防・生活支援の視点から計画を総合的に推進し、

高齢者を地域全体で見守り、支援する地域包括ケアシステムの充実を図るた

め、医師会、歯科医師会、薬剤師会、社会福祉協議会等関係機関との連携強

化を図ります。 

また、広域的に取り組む必要のある事項については、県及び圏域内の市町

等と連携して推進していきます。 

 

(3) 介護サービス提供事業者との連携の推進                

地域包括ケアシステムの重要な要素である介護保険サービスが、利用者の

地域における自立した生活支援を目指し、効果的かつ効率的に提供されるよ

う、また、それを担う介護人材の育成と確保が図れるよう、介護サービス提

供事業者との連携を強化します。 

 

(4) 市民と行政の協働による推進                      

高齢者を取り巻く様々な課題は、当事者やその家族の努力や行政の支援だ

けで解決できるものではありません。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らし続けるためには、地域住民によるきめ細かで柔軟な支援が必要であり、

市民一人ひとりがこの計画の推進役となっていただくことが必要不可欠です。

そこで、計画の推進にあたっては、市民と行政の協働による取組を進めます。 
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(5) 誰もが活躍できる「持続可能」な地域社会づくり              

ＳＤＧｓがめざすのは、経済成長、社会問題の解決、環境保全がバランス

良く達成された持続可能な世界であり、その過程で、高齢者をはじめ障がい

者、貧困層、女性など、脆弱な立場に置かれやすい人々を「誰一人取り残さ

ない」ことを掲げています。これは、地域共生社会の実現と合致するもので

す。 

「みんな いきいき 居場所のある地域共生社会をめざして」を基本理念

とする本計画においては、高齢者が「支えられる側」ではなく「支える側」

となって活躍できる「持続可能」な地域社会づくりを念頭に、各種取組を推

進していきます。 
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２ 計画の進捗管理                         

(1) 保険者機能強化推進交付金及び保険者機能強化推進交付金を活用した進捗

管理                                  

平成29（2017）年の介護保険法の改正により、高齢者の自立支援・重度

化防止等に向けた保険者の取組が実施されるよう、自治体への財政的インセ

ンティブとして、保険者機能強化推進交付金が創設されました。また、2020

（令和２）年度には、新たな予防・健康づくりに資する取組に重点を置いた

介護保険保険者努力支援交付金が創設されました。 

また、令和２（2020）年度には、介護予防の位置付けを高めるため、保険

者機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金が創設され、

介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより配分の

基準がより明確になりました。 

本市では、国が示す指標項目に沿って、評価・検証・分析を行い、次年度

事業及び次期計画へ反映していきます。 

 

(2) ＰＤＣＡサイクルによる計画の進捗管理                 

計画の実効性を高め、目標を達成していくためには、計画の進捗状況を把

握し、評価することが重要になります。このため、高齢者保健福祉計画等推

進委員会において計画に掲げる施策や指標が高齢者のニーズに応じて的確に

実行されているかなど、その進捗管理を行います。進捗管理にあたっては、

客観的なデータ等の分析に基づき、点検、評価し、次年度以降の施策・事業

の実施に反映するＰＤＣＡサイクルにより行います。なお、評価にあたって

は、前記（１）の項目等を考慮します。 

また、高齢者保健福祉計画等推進委員会が地域包括支援センター運営協議

会と地域密着型サービス運営委員会の役割を担っており、地域包括支援セン

ターの設置及び運営に関する協議、地域密着型サービスの整備及び運営に関

する協議を行って、適切な事業推進と評価に努めます。 
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●計画の進捗管理（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａｃｔ   改善 

Ｃｈｅｃｋ 評価 

Ｄｏ    実行 

Ｐｌａｎ  計画 
高齢者施策や介護サービス等の

見込や取組等を定める 

計画にしたがい 

事業を実施 

計画の達成状況の 

分析・評価 

評価結果等を踏まえ 

必要に応じて事業に反映 



 

資料４正誤表 

該当頁等 誤 正 

Ｐ１ １３行目 2023（令和５）年７月１日現在 2023（令和５）年 10月１日現在 

Ｐ１ １５行目 14.1％ 14.2％ 

Ｐ２  

下から３行目 

地域包括ケアシステムの構築をめざ

すために「いわくら版地域包括ケア」を

提唱し、さらに 

地域包括ケアシステムとして「いわくら

版地域包括ケア」を提唱し、その充実をめ

ざしながら、さらに 

Ｐ４ 図内 第８期計画 2021～13 第８期計画 2021～23 

Ｐ６ タイトル 
（参考）第９期介護保険事業計画の基本

指針（案）のポイント 

４第９期介護保険事業計画の基本指針

のポイント 

Ｐ１４ 
図表Ⅱ-10 単位：人 

図表Ⅱ-11 単位：人 

図表Ⅱ-10 単位：世帯 

図表Ⅱ-11 単位：世帯 

P２１ 

下から３行目 
９月末現在 10月 1日現在 

Ｐ２４ 中段 （1）在宅要支援・要介護認定者 （2）在宅要支援・要介護認定者 

Ｐ９８ 

図表Ⅴ-60 

実施箇所数（高齢者サロンの立ち上げ）

2022年度：２か所 

実施箇所数（高齢者サロンの立ち上げ・

運営） 2022年度：５か所 

Ｐ９９ 

図表Ⅴ-62 

実施箇所数（高齢者サロンの立ち上げ）

２か所 

実施箇所数（高齢者サロンの立ち上げ・

運営） ５か所 

Ｐ１０９ 

図表Ⅴ-81 

2021年度 

介護給付：346 

合計：349 

介護給付：349 

合計：352 

Ｐ１０９ 

図表Ⅴ-81 

2022年度 

介護給付：284 

合計：287 

介護給付：287 

合計：290 

Ｐ１１２ 

図表Ⅴ-87 

2022年度 

合計：49 合計：50 

Ｐ１１４ 

図表Ⅴ-89 

2023年度 

介護給付：1,335 

合計：1,360 

介護給付：1,494 

合計：1,519 

Ｐ１１６ 

図表Ⅴ-93 

2023年度 

介護給付：521 

合計：825 

介護給付：527 

合計：831 

Ｐ１１９ 

図表Ⅴ-99 

2021年度 

合計：1,076 合計：1,075 

Ｐ１１９ 

図表Ⅴ-99 

2023年度 

介護給付：776 

予防給付：423 

合計：1,189 

介護給付：771 

予防給付：427 

合計：1,198 

Ｐ１３１  裏面のとおり 

当日配布資料２ 
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⑥ 保険料所得段階の設定 

第９期計画においては、国の所得段階及び保険料率を基本としながら、

現行の所得段階及び保険料率も勘案し、保険料率を設定する区分となる所

得段階及びそれに応じた保険料率を16段階に設定します。 

所得段階 対象者 保険料率 保険料年額 

第1段階 

本人市民税

非課税 

非課税世帯で老齢福祉年金受給者又は
生活保護受給者 0.445 

（0.275） 

28,800円 

（17,800円） 合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下 

第2段階 
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円を超えて120万円以下 

0.68 
（0.48） 

44,000円 

（31,000円） 

第3段階 
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が120万円を超える 

0.69 
（0.685） 

44,600円 

（44,300円） 

第4段階  合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下 

0.90 58,200円 

第5段階 

【基準額】 

 合計所得金額と課税年金収入額の合計

が80万円を超える 
1.00 64,700円 

第6段階 

本人市民税

課税 

合計所得金額120万円未満 1.20 77,600円 

第7段階 
合計所得金額120万円以上 

          210万円未満 
1.30 84,100円 

第8段階 
合計所得金額210万円以上 

          320万円未満 
1.50 97,000円 

第9段階 
合計所得金額320万円以上 

          410万円未満 
1.70 110,000円 

第10段階 
合計所得金額410万円以上 

          500万円未満 
1.90 123,000円 

第11段階 
合計所得金額500万円以上 

          590万円未満 
2.10 135,900円 

第12段階 
合計所得金額590万円以上 

          680万円未満 
2.30 148,900円 

第13段階 
合計所得金額680万円以上 

          800万円未満 
2.40 155,300円 

第14段階 
合計所得金額800万円以上 

          1,000万円未満 
2.50 161,800円 

第15段階 
合計所得金額1,000万円以上 

          1,500万円未満 
2.60 168,300円 

第16段階 合計所得金額1,500万円以上 2.70 174,700円 

※（ ）内の乗率及び金額は、消費税を財源とした別枠公費負担による低所得者への負担軽減策が

実施された額です。 

 

注意 保険料額については、あくまでも現時点での算定であり、介護報酬単価等

の改定により変更する可能性があります。 

市民税課税

世帯、本人

非課税 



第8期
保険料基準額 4,996 円 12306 保険料基準額 5,395 円 （＋399円）

（国基準乗率） （軽減前乗率） 軽減前年額 （軽減前乗率） （軽減前年額）

国軽減後乗率 軽減後乗率 （軽減後年額） 軽減後乗率 軽減後年額

（0.5） （0.5） （29,900円） （0.445） （28,800円） （－1,100 円）

合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円以下

0.3 0.3 17,900円 
合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円以下

0.275 17,800円 -100円 

（0.75） （0.63） （37,700 円） （0.68） （44,000円） （＋6,300円）

0.5 0.5 29,900円 0.48 31,000円 1,100円 

（0.75） （0.75） （44,900円） （0.69） （44,600円） （－300 円）

0.7 0.7 41,900円 0.685 44,300円 2,400円 

第４段階
合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円以下

0.9 0.88 52,700円 11.7% 1,435人 第４段階
合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円以下

0.9 58,200円 +5,500円 11.7% 1,435人 

第５段階
合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円超える
（基準額）

1.0 1.0 59,900円 13.3% 1,642人 第５段階
合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円超える
（基準額）

1.0 64,700円 +4,800円 13.3% 1,642人 

第６段階 合計所得金額120万円未満 1.2 1.13 67,700円 14.7% 1,808人 第６段階 合計所得金額120万円未満 1.2 77,600円 +9,900円 14.7% 1,808人 

第７段階
合計所得金額120万円以上
210万円未満

1.3 1.25 74,900円 14.9% 1,835人 第７段階
合計所得金額120万円以上
210万円未満

1.3 84,100円 +9,200円 14.9% 1,835人 

第８段階
合計所得金額210万円以上
320万円未満

1.5 1.5 89,900円 7.1% 871人 第８段階
合計所得金額210万円以上
320万円未満

1.5 97,100円 +7,200円 7.1% 871人 

第９段階
合計所得金額320万円以上
500万円未満

1.7 1.65 98,900円 3.7% 458人 第９段階
合計所得金額320万円以上
410万円未満

1.7 110,000円 +11,100円 2.2% 275人 

第１０段階
合計所得金額500万円以上
800万円未満

1.75 104,900円 1.6% 200人 第１０段階
合計所得金額410万円以上
500万円未満

1.9 123,000円 +24,100円 1.5% 183人 

第１１段階
合計所得金額800万円以上
1,000万円未満

1.85 110,900円 0.4% 49人 第１１段階
合計所得金額500万円以上
590万円未満

2.1 135,900円 +31,000円 0.6% 76人 

第１２段階
合計所得金額1,000万円以上
1,500万円未満

1.95 116,900円 0.7% 80人 第１２段階
合計所得金額590万円以上
680万円未満

2.3 148,900円 +44,000円 0.6% 70人 

第１３段階 合計所得金額1,500万円以上 2.05 122,900円 0.6% 75人 第１３段階
合計所得金額680万円以上
800万円未満

2.4 155,300円 +50,400円 0.4% 54人 

※（　）内の乗率は、消費税を財源とした別枠公費による低所得者への負担軽減強化策。国基準第９段階は合計所得320万円以上。 

※構成割合及び構成人数は令和５年１０月１日現在

第１５段階
合計所得金額1,000万円以上
1,500万円未満

2.6 168,300円 +51,400円 0.7% 80人 

第１６段階 合計所得金額1,500万円以上 2.7 174,700円 +51,800円 0.6% 75人 

本人が市民税課税者

本人が市民税課税者

第１４段階

第３段階
第1段階以外で合計所得金
額と課税年金収入額の合計
が120万円超える

8.4%

本人が市民税非課
税で世帯の中に市
民税課税者がいる

本人が市民税非課
税で世帯の中に市
民税課税者がいる

0.4% 49人 

※構成割合及び構成人数は令和５年１０月１日現在

合計所得金額800万円以上
1,000万円未満

2.5 161,800円 +50,900円

所得段階 対象 構成割合 構成人数

取扱い注意 第9期(案） 資料５

※（案）は介護報酬改定前で作成しており、報酬改定の内容しだいでは基準額が増減する可能性があります。

所得段階 対象 差額 構成割合 構成人数

非課税世帯で老齢福祉年金受給者または生活保護受給者

14.2% 1,743人 

第1段階以外で合計所得金
額と課税年金収入額の合計
が120万円以下

8.7%第２段階

第３段階 8.4%

1,072人 

第1段階以外で合計所得金
額と課税年金収入額の合計
が120万円超える

第１段階

非課税世帯で老齢福祉年金受給者または生活保護受給者

【参考】基金の取り崩しについて
〇保険料基準額は、基金（275,780,375円）を全額取り崩した結果です。

〇基金を全く取り崩さない場合
　⇒保険料基準額は6,011円となり、全額取り崩した場合と比較すると、プラス616円です。

〇基金を半分取り崩した場合
　⇒保険料基準額は5,703円となり、全額取り崩した場合と比較すると、プラス308円です。

第２段階
第1段階以外で合計所得金
額と課税年金収入額の合計
が120万円以下

8.7% 1,072人 

1,038人 

第１段階

世帯全員が市民税
非課税

世帯全員が市民税
非課税

14.2% 1,743人 

1,038人 


